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1.1 流域の概要 

1.1.1 自然環境 

(1) 概要 

九頭竜川は、その水源を福井、岐阜の県境油坂峠に発し、石徹白川、打波川を合流して北

西に流れ、屏風山に水源を発する真名川と下荒井地点において合流し、西に流れを変え、中

小河川を数多く合わせて五松橋上流地点にて福井平野に入る。また、南条郡の三国ヶ岳を水

源として流下する最大の支川日野川は、足羽川および多数の中小河川を合わせ、福井市高屋

付近で本川九頭竜川に合流する。九頭竜川は日野川と合流したあと、流れを北西にかえ坂井

市三国町で日本海に注ぐ幹川流路延長 116km、流域面積 2,930km2の河川である。その流域

は、福井県と岐阜県の一部にまたがり、福井県総面積の 70%を占め、福井、大野、勝山、鯖

江、あわら、越前、坂井の 7 市および永平寺町、池田町、南越前町、越前町の 4 町を包含す

る。なお、岐阜県側には郡上市白鳥町の一部が含まれる。 

九頭竜川水系主要河川の流域面積・流路延長等をまとめると表 1.1-1 のとおりである。 

 

表 1.1-1 九頭竜川水系主要河川の諸元 

河 川 名 
流域面積（km2） 幹川流路延長 

（km） 
備 考 

山地面積 平地面積 合 計 

九 頭 竜 川 
2,280.0 

（77.8％） 

650.0 

（22.2％） 

2,930.0 

（100％） 
116.0 全流域 

日 野 川 962.3 313.2 1,275.5 71.5 足羽川含む 

足 羽 川 356.8 58.8 415.6 61.7 日野川支川 

真 名 川 286.8 70.1 356.9 47.1 九頭竜川支川 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 平成18年3月】 

 

 

 



定期報告書(案) 

1.事業の概要 

 1-2 

 

 

 

 
 

図 1.1-1 九頭竜川流域図 
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(2) 地形 

福井平野は、扇状地・三角州・低位三角州によって成立している。扇状地の代表的なもの

としては、鳴鹿付近を扇頂部とする九頭竜扇状地、前波付近を扇頂部とする足羽扇状地、福

井市上中町付近を扇頂部とする荒川上流の上中扇状地、丸岡町（現坂井市丸岡町）東方の扇

頂部のみが見られる竹田扇状地が挙げられる。 

そのなかでも九頭竜扇状地は最大であり、かつては九頭竜川が鳴鹿から北西方面へ幾筋に

も分かれて乱流しており、低地の中に低い自然堤防が幾筋もあり、その上に古くから農業集

落が立地していた。平安末期につくられた十郷用水は、旧流路の一部を利用し、自然の勾配

をもって周辺への分水・配水を容易にした。 

九頭竜扇状地の扇端部は、礫層の厚さから右岸ではほぼ旧国道 8 号に沿い、左岸は舟橋～

丸山を結ぶ線と考えられている。 

この九頭竜川本川に沿う勝山～松岡の両岸には、礫層を主とする河岸段丘が断続的に分布

している。この段丘堆積物は、その段丘面とともに松岡付近から福井平野に没し、沖積層に

存在する礫層に連続する。 

松岡の河岸段丘は、九頭竜川が河谷から平野部に出る鳴鹿付近と、志比堺から松岡の西端

の間に分布し、洪積層から成っている。標高は 30～50m で、河床面との比高は鳴鹿付近で

約 6m、松岡付近で約 10m である。 

松岡の由来は、段丘に立地する丘の上にあることからともいわれており、松岡町（現永平

寺町松岡）は九頭竜川が運んだ砂や礫で厚く覆われた段丘上に発達した町である。段丘の東

側の志比堺付近は、九頭竜川によって削り取られて幅が狭くなっている。西側は穏やかに傾

き、南側に広がっている。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

九頭竜川流域の地形的概要は、図 1.1-2 に示すとおりである。 
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

図 1.1-2 鳴鹿大堰周辺の地形分類図 
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(3) 地質 

九頭竜川流域では、油坂峠から西方に箱ヶ瀬～巣原峠～月ヶ瀬～板垣峠～越前市（旧武生）

を経て、日本海岸の越前町高佐に至る、ほぼ東西に連ねた線を境に北部と南部で地質的に大

きな相違がみられる。北部域では飛騨変麻岩類を基盤として、その上に白亜紀～ジュラ紀に

属する中生代の手取層群と足羽層群とが広く分布している。南部域では、二畳・石炭紀に属

する非変成岩古生層（丹波層群）が分布する。 

大野・勝山盆地の西縁部を南北に通る線の東側地域には、主として中生代、西側地域には

主として新生代に属する地質が分布している。 

平野の地層は、九頭竜川およびその支川流域は主として沖積層であり、山地に入るにした

がって新第三紀層になり、南部より北部にしたがって安山岩、集塊岩、凝灰岩、頁岩、砂岩

等の地層が累積している。海岸地域の丘陵地帯は新生代第四紀の洪積層および沖積層の砂丘

が多く、これらによって新第三紀層は覆われている。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 平成18年3月】 

九頭竜川流域の地質の状況は、図 1.1-3 に示すとおりである。 

 

 
図 1.1-3 九頭竜川流域の地質図 

【出典：九頭竜川水系河川整備計画 平成19年2月】 
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(4) 植物 

九頭竜川と日野川の合流点から鳴鹿大堰までの大部分を水田が占めている。鳴鹿大堰より

上流部は、九頭竜川沿いに水田が分布し、周囲の山地にコナラ群落、アカマツ群落、スギ・

ヒノキ・サワラ植林等が混在しており、標高が高くなるとブナ-ミズナラ群落、クリ-ミズナ

ラ群落が目立ってくる。また九頭竜川の河道内は、ヨシクラス及び自然裸地で占められてい

る。 

鳴鹿大堰周辺の現存植生図は、図 1.1-4 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：1/25,000植生図（自然環境調査Web-GIS） 環境省】 

※1/25,000植生図「福井」「越前森田」「永平寺」「丸岡」を基に作成した。 

図 1.1-4 鳴鹿大堰周辺の現存植生図 

鳴鳴鹿鹿大大堰堰  
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(5) 気象 

九頭竜川流域は、北陸地方の西端に属しており、冬季にしぐれ、積雪も多い典型的な日本

海型気候である。春先には、日本海を発達した低気圧が通過するときにみられるフェーン現

象が生じるなどの特徴がある。 

流域の北西が日本海に面し、東から南にかけて、1,000～2,000m 級の諸峰が連なっており、

生活・生産活動の活発な福井平野が北方に延び、日本海に開いているために、四季を通じて

南北の風が支配的であり東風は特に少ない。また、沿岸地方は、海の影響を受け気象は比較

的温和であるが、山間部では土地の傾斜が急峻であるため気象変化は著しく複雑である。月

降水量は、冬期のほか梅雨期や台風期に多くなる。【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 平成18年3月】 

至近 10 ヶ年の年平均降水量は、2,393.3mm であり、平成 20 年が最も少なく 1,965mm、

平成 25 年が最も多く 2,726mm となっている。至近 10 ヶ年の月降水量は、冬季の降雪を反

映して 12 月～1 月に最も多く、次いで 7 月、9 月、11 月に多い。 
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図 1.1-5 福井地方気象台における年間降水量 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成29年 233.5 204.0 111.5 156.0 60.5 92.5 237.5 213.0 222.5 317.5 282.0 376.0

至近10ヵ年平均 275.5 167.6 163.5 145.6 128.5 126.7 214.6 183.1 236.5 174.0 221.0 357.0
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図 1.1-6 福井地方気象台における月別降水量 

【出典：過去の気象データ検索,気象庁ホームページ】 
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1.1.2 社会環境 

(1) 九頭竜川流域市町村の人口 

九頭竜川流域は、福井県嶺北地方の 7 市 4 町が中心となっており、一部岐阜県郡上市が含

まれている。流域の市町村は表 1.1-2 に示す平成の大合併によって現在の状況となった。 

 

 
図 1.1-7 九頭竜川の地域区分 

 

 

表 1.1-2 福井県及び岐阜県における市町村合併 

 新自治体名 合併年月日 合併対象自治体名 備 考 

1 あわら市 H16.3.1 芦原町、金津町 福井県 

2 南越前町 H17.1.1 南条町、今庄町、河野村 福井県 

3 越前町 H17.2.1 朝日町、宮崎村、越前町、織田町 福井県 

4 越前市 H17.10.1 武生市、今立町 福井県 

5 大野市 H17.11.7 大野市、和泉村 福井県 

6 福井市 H18.2.1 福井市、美山町、越廼村、清水町 福井県 

7 永平寺町 H18.2.13 松岡町、永平寺町、上志比村 福井県 

8 坂井市 H18.3.20 三国町、丸岡町、春江町、坂井町 福井県 

9 郡上市 H16.3.1 
八幡町、大和町、白鳥町、高鷲村 

美並村、明宝村、和良村 
岐阜県 

【出典：福井県ホームページ、岐阜県ホームページ】 

鳴鹿大堰 
九頭竜川 

 

九頭竜川 

 
日野川 
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真名川 
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平成 27 年（2015 年）10 月の国勢調査によると、九頭竜川流域に位置する 8 市 4 町の人

口は 688,903 人である。また、九頭竜川流域に位置する福井県内の 7 市 4 町の人口は 646,813

人であり、福井県人口 786,740 人の 82.2％を占めている。 
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※1 H18.2.1、旧福井市、旧美山町、旧越廼村、旧清水町が合併し現福井市となった。人口はその合計値である。 

※2 H17.11.7、旧大野市、旧和泉村が合併し現大野市となった。人口はその合計値である。 

※3 H16.3.1、旧芦原町、旧金津町が合併し現あわら市となった。人口はその合計値である。 

※4 H17.10.1、旧武生市、旧今立町が合併し現越前市となった。人口はその合計値である。 

※5 H18.3.20、旧三国町、旧丸岡町、旧春江町、旧坂井町が合併し現坂井市となった。人口はその合計値である。 

※6 H18.2.13、旧松岡町、旧永平寺町、旧上志比村が合併し現永平寺町となった。人口はその合計値である。 

※7 H17.1.1、旧南条町、旧今庄町、旧河野村が合併し現南越前町となった。人口はその合計値である。 

※8 H17.2.1、旧朝日町、旧宮崎村、旧越前町、旧織田町が合併し現越前町となった。人口はその合計値である。 

※9 H16.3.1、旧八幡町、旧大和町、旧白鳥町、旧高鷲村、旧美並村、旧明宝村、旧和良村が合併し、現郡上市

（岐阜県）となった。人口はその合計値である。 

 

【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑、岐阜県統計書】 

 

図 1.1-8 九頭竜川流域に含まれる市町の人口推移 
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流域内に位置する市町村、並びに福井市、坂井市、永平寺町における人口と世帯数の昭和

30 年（1955）から平成 27 年（2015）までの間の推移は、以下に示すとおりである。 

流域内に位置する市町村の人口は、昭和 30 年の約 65.8 万人から、60 年後の平成 27 年に

は約 68.9 万人となり、約 3 万人、約 5%の人口増加となっているが、平成 12 年の 72.6 万人

をピークに、近年は横ばいからやや微減傾向にある。一方で世帯数は近年も増加傾向を示し

ている。 
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【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑、岐阜県統計書】 

図 1.1-9 人口及び世帯数の推移（流域関連市町村及び福井市） 
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【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑】 

図 1.1-10 人口及び世帯数の推移（坂井市及び永平寺町） 

 



定期報告書(案) 

1.事業の概要 

 1-12 

(2) 九頭竜川流域市町村の産業 

九頭竜川流域は、福井平野や武生盆地といった肥沃な沖積平野があるため農業を中心に発

達してきた。現在も豊かな水田地帯であり、福井の人々が自慢する「コシヒカリ」などの生

産地となっている。また、畑地では大豆、大麦、ハウスでのきゅうりなどの野菜づくりや花

卉づくりも盛んである。河口の三里浜砂丘では、花らっきょうや砂丘大根が有名である。 

九頭竜川流域の工業で最も盛んな業種は繊維工業である。これは福井県の工業のなかに占

める割合も高く、福井市を中心とした都市部はもちろんのこと、農村部にも多く立地してい

る。なかでも、福井市周辺は曇天日数が多く、湿度も高いことから羽二重で有名な絹織物を

主流とした織物工業が発達した。 【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

 

九頭竜川流域市町村全体の産業別就業人口は、第 1 次 3.7％、第 2 次 31.8％、第 3 次 62.6％

であり、第 3 次産業の就業人口が多くを占める。九頭竜川流域市町村全体の産業別就業人口

を図 1.1-11 に、市町村別の産業別就業人口を図 1.1-12 に示す。 
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【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑、岐阜県統計書】 

図 1.1-11 九頭竜川流域の産業別就業人口（平成27年） 
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【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑、岐阜県統計書】 

図 1.1-12 九頭竜川流域の市町村の産業別就業人口（平成27年） 

 

あわら市 

坂井市 

福井市 

永平寺町 
勝山市 

大野市 

池田町 

鯖江市 

南越前町 

越前町 

鳴鹿大堰 

岐阜県郡上市 
越前市 

第1次

4.3%

第2次

33.5%

第3次

61.6%

分類不能

0.6%

坂井市
就業者人口

47,726 人

[H27国勢調査]

第1次

6.1%

第2次

31.1%

第3次

61.8%

分類不能

1.0%

あわら市
就業者人口

15,132 人

[H27国勢調査]

第1次

3.4%

第2次

26.3%

第3次

67.8%

分類不能

2.5%

永平寺町
就業者人口

10,414 人

[H27国勢調査]

第1次

6.3%

第2次

35.4%
第3次

57.7%

分類不能

0.6%

勝山市
就業者人口

12,480 人

[H27国勢調査]

第1次

2.2%

第2次

25.4%

第3次

69.6%

分類不能

2.9%

福井市
就業者人口

129,888 人

[H27国勢調査]

第1次

7.1%

第2次

35.8%第3次

56.3%

分類不能

0.9%

越前町
就業者人口

11,129 人

[H27国勢調査]

第1次

8.8%

第2次

31.4%
第3次

59.5%

分類不能

0.3%

大野市
就業者人口

17,733 人

[H27国勢調査]

第1次

6.6%

第2次

34.2%
第3次

58.8%

分類不能

0.4%

郡上市
就業者人口

21,501 人

[H27国勢調査]

第1次

11.6%

第2次

34.1%

第3次

53.6%

分類不能

0.6%

池田町
就業者人口

1,271 人

[H27国勢調査]

第1次

7.3%

第2次

34.3%
第3次

57.9%

分類不能

0.5%

南越前町
就業者人口

5,503 人

[H27国勢調査]

第1次

1.8%

第2次

39.0%

第3次

56.5%

分類不能

2.7%

鯖江市
就業者人口

34,919 人

[H27国勢調査]

第1次

2.8%

第2次

41.9%
第3次

53.5%

分類不能

1.8%

越前市
就業者人口

41,593 人

[H27国勢調査]



定期報告書(案) 

1.事業の概要 

 1-14 

1.1.3 治水と利水の歴史 

(1) 治水の歴史 

九頭竜川の治水は、伝承として継体天皇が男大迩王として、越前の地にあったとき、当時

福井平野が湖水であったのを、三国の河口を開削して海に注ぐようにしたことが、九頭竜川

治水工事の始まりと言われている。 

その後、江戸時代になっても福井藩による九頭竜川左岸「元覚堤」、日野川の「昼夜堤」な

ど部分的な治水工事のみで、一定計画のもとで河川改修工事を行うという近代的な改修工事

が最初に行われたのは、オランダ人技師の設計指導による明治 11 年の九頭竜川河口部の突

堤工事（三国港突堤工事）である。 

明治 18 年、明治 28・29 年の大洪水による破壊的な水害と明治 29 年の河川法の公布を契

機として明治 33 年より九頭竜川改修第一期工事が内務省直轄で実施された。 

第一期工事は明治 44 年に、第二期工事は大正 13 年にそれぞれ竣工した。その後、大きな

水害もなく安定して経過していたが、昭和 23 年 6 月福井大震災，7 月出水の災害復旧工事は

原形復旧で、建設省（現国土交通省）直轄工事として着手され、昭和 28 年 3 月完成した。 

昭和 30 年代に入ると、昭和 34（1959）年 8，9 月に大洪水が相次ぎ、同 35（1960）年に

布施田における計画高水流量を 5,400m3/s に改訂し、九頭竜ダム等による洪水調節を含めた

計画により事業を実施してきた。その後、昭和 36 年（1961）、40 年（1965）とまたしても

大洪水が相次ぎ、同 43 年（1968）6 月に真名川ダム等の建設を含めた計画に改訂し、事業

を実施してきた。 

しかしながら、流域の開発が進み、流域人口が増加し、経済の拡大など資産の増大と、足

羽川の計画規模を上回る大洪水などにより、治水の安全度が低下したため、治水計画を再検

討し、九頭竜川本川の中角地点での基本高水流量を 8,600m3/s とし、上流のダム群によって

3,100m3/s を調節し、計画高水流量を 5,500m3/s とする工事実施基本計画を昭和 54 年（1979）

に改訂した。 

平成 9 年の河川法改正により、治水・利水・環境の総合的な河川整備の長期的な方針とし

て「九頭竜川河川整備基本方針」を平成 18 年 2 月に、「九頭竜川水系河川整備計画」を平成

19 年 2 月に策定した。 

【出典：平成 19年度 九頭竜川ダム統管管内管理総合評価検討業務 報告書】 
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表 1.1-3 治水計画の変遷 

工事名 工期・計画策定時期 

（基本高水流量）計画高水流量(m3/s) 

布施田 

（本川） 

中角 

（本川） 

深谷 

（日野川） 

三尾野 

（日野川） 

天神 

（足羽川） 

九頭竜川第一期 

改修計画 
明治 33 年～明治 44 年 4,170 3,058 1,667   

九頭竜川第二期 

改修計画 
明治 43 年～大正 13 年   

 

 
1,389  

九頭竜川再改修計画 昭和 31 年～昭和 35 年 5,400 3,058 2,830 2,010 890 

改修変更計画 昭和 35 年 
(6,400) 

5,400 

(5,300) 

3,800 
2,830 2,040 890 

九頭竜川水系工事 

実施基本計画 
昭和 41 年 

（6,400） 

5,400 

(5,300) 

3,800 
   

工事実施基本系計画 

（第 1 回改訂） 
昭和 43 年 

(8,000) 

5,400 

(6,400) 

3,800 

(3,200) 

2,830 

(2,400) 

2,400 
 

九頭竜川水系工事 

実施基本計画 

（第 2 回改訂） 

昭和 54 年 
(12,500) 

9,200 

(8,600) 

5,500 

(5,400) 

4,800 

(3,300) 

3,300 
 

九頭竜川水系河川 

整備計画基本方針 
平成 18 年  

(8,600) 

5,500 

(5,400) 

4,800 
 

(2,600) 

1,800 

【出典：九頭竜川の流水管理】 

 

表 1.1-4 (1) 九頭竜川の主な洪水（昭和28年以降）（1/2） 

発生年月 降雨の原因 
総雨量 

(mm) 
最高水位 被害状況 

昭和 28 年 

9 月 23～25 日 
台風 13 号 

中島 292 

福井 221 

今庄 316 

布施田 不明 

中角 8.90m 

深谷 不明 

災害救助法が発動。日野川では各所で破堤。死者・行方

不明者 13 人、負傷者 256 人、流失・損壊家屋 1,252 戸、

被害は床上浸水家屋 9,517 戸、床下浸水家屋 8,110 戸、

非住家被害 1,061 戸、罹災者数 85,338 人 

昭和 34 年 

8 月 12～14 日 
台風 7 号 

中島 492 

福井 200 

今庄 211 

布施田 6.44m 

中角 9.46m 

深谷 8.45m 

九頭竜川、日野川で破堤、決壊が続出。災害救助法が発

動。死者・行方不明者 2 人、負傷者 1 名、流失・損壊家

屋 60 戸、床上浸水家屋 5,584 戸、床下浸水家屋 7,512

戸、罹災者数 54,516 人 

昭和 34 年 

9 月 25～26 日 

台風 15 号 

（伊勢湾台風） 

中島 305 

福井 105 

今庄 213 

布施田 6.36m 

中角 10.40m 

深谷 8.50m 

死者・行方不明者 34 人、流失・損壊家屋 101 戸、床上

浸水家屋 1,517 戸、床下浸水家屋 5,033 戸、罹災者数

31,616 人 

昭和 35 年 

8 月 29～30 日 
台風 16 号 

中島 305 

福井 105 

今庄 213 

布施田 5.57m 

中角 8.44m 

深谷 6.84m 

流失家屋 2 戸、浸水家屋 109 戸。田畑の流失・埋没・冠

水 148ha 

昭和 36 年 

9 月 14～16 日 

台風 18 号 

（第二室戸台風） 

中島 404 

福井 122 

今庄 173 

布施田 7.10m 

中角 10.28m 

深谷 9.06m 

流失・損壊家屋 125 戸、床上浸水家屋 1,740 戸、床下浸

水家屋 2,621 戸。農地・宅地の浸水面積 3,264ha 

昭和 39 年 

7 月 7～9 日 
梅雨前線 

中島 362 

福井 175 

今庄 289 

布施田 6.32m 

中角 9.20m 

深谷 8.56m 

流失・損壊家屋 125 戸、床上浸水家屋 2,435 戸、床下浸

水家屋 3,612 戸。農地・宅地の浸水面積 8,595ha 

昭和 40 年 

9 月 13～14 日 
奥越豪雨 

福井 81 

今庄 90 

本戸 885 

布施田 5.95m 

中角 9.80m 

深谷 7.46m 

西谷村に壊滅的な打撃を与えた。死者・行方不明者 25

人、重軽傷者 126 人。流失・損壊家屋 114 戸、床上浸水

家屋 3,467 戸、床下浸水家屋 7,504 戸。農地・宅地の浸

水面積 14,630ha 
昭和 40 年 

9 月 15～17 日 
台風 24 号 

福井 191 

今庄 275 

大野 173 

布施田 6.19m 

中角 8.79m 

深谷 9.00m 

＊本戸は福井県の観測所、その他は国土交通省の観測所 

【出典：「九頭竜川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料」より抜粋】 
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表 1.1-4 (2) 九頭竜川の主な洪水（昭和28年以降）(2/2) 

発生年月 降雨の原因 
総雨量 

(mm) 
最高水位 被害状況 

昭和 45 年 

6 月 14 日～ 

16 日 

梅雨前線 

中島 214 

福井 247 

今庄 211 

布施田 3.60m 

中角 5.80m 

深谷 5.72m 

 

昭和 47 年 

7 月 9 日～ 

12 日 

梅雨前線 

福井 263 

今庄 401 

大野 298 

布施田 4.40m 

中角 6.88m 

深谷 6.94m 

床上浸水家屋 96 戸、床下浸水家屋 1,580 戸。農地・宅

地浸水面積 1,347ha 

昭和 47 年 

9 月 15 日～ 

16 日 

台風 20 号 

福井 117 

今庄 239 

大野 144 

布施田 474m 

中角 7.61m 

深谷 754m 

河川・砂防・道路など公共施設に被害が発生した。 

昭和 50 年 

8 月 22 日～ 

23 日 

台風 6 号 

福井 121 

今庄 270 

大野 153 

布施田 4.86m 

中角 8.41m 

深谷 8.00m 

床上浸水家屋 6 戸、床下浸水家屋 369 戸。農地・宅地浸

水面積 72ha。 

昭和 51 年 

9 月 8 日～ 

13 日 

台風 17 号 

福井 276 

今庄 343 

大野 327 

布施田 4.78m 

中角 8.88m 

深谷 7.39m 

床上浸水家屋 10 戸、床下浸水家屋 369 戸。農地・宅地

浸水面積 72ha。 

昭和 54 年 

9 月 30 日～ 

10 月 1 日 

台風 16 号 

福井 93 

今庄 141 

大野 80 

布施田 2.89m 

中角 5.43m 

深谷 6.17m 

 

昭和 56 年 

7 月 2 日～ 

3 日 

梅雨前線 

福井 167 

今庄 100 

大野 175 

布施田 4.67m 

中角 8.96m 

深谷 6.96m 

全壊流失・半壊家屋 21 戸、床上浸水家屋 624 戸、床下

浸水家屋 2,356 戸。農地・宅地浸水面積 3,756ha。 

昭和 58 年 

9 月 26 日～ 

29 日 

台風 10 号 

秋雨前線 

福井 165 

今庄 178 

大野 186 

布施田 3.52m 

中角 6.39m 

深谷 6.16m 

床上浸水家屋 5 戸、床下浸水家屋 292 戸。農地・宅地浸

水面積 234ha。 

平成元年 

9 月 5 日～ 

7 日 

秋雨前線 

福井 94 

今庄 115 

大野 162 

布施田 3.65m 

中角 6.82m 

深谷 5.74m 

床上浸水家屋 6 戸、床下浸水家屋 381 戸。農地・宅地浸

水面積約 25ha。 

平成元年 

9 月 18 日～ 

20 日 

台風 22 号 

福井 87 

今庄 87 

大野 73 

布施田 2.52m 

中角 4.60m 

深谷 4.46m 

床上浸水家屋１戸、床下浸水家屋 329 戸。農地・宅地浸

水面積 22ha。 

平成 10 年 

7 月 10 日 
梅雨前線 

福井 111 

今庄 110 

大野 97 

布施田 2.56m 

中角 4.24m 

深谷 5.01m 

被害は床上浸水家屋 68 戸、床下浸水家屋 506 戸。農地・

宅地浸水面積 526ha。 

平成 10 年 

9 月 22 日 
台風７号 

福井 123 

今庄 149 

大野 101 

布施田 3.97m 

中角 6.83m 

深谷 6.66m 

全壊流失・半壊家屋１戸、床上浸水家屋 91 戸、床下浸

水家屋 314 戸。農地・宅地浸水面積 35ha。 

平成 16 年 

7 月 18 日 
福井豪雨 

福井 198 

今庄 100 

大野 140 

布施田  4.36m 

中角 6.39m 

深谷 7.20m 

死者 4 名、行方不明 1 名、全壊流失・半壊家屋 406 戸、

床上浸水家屋 3,314 戸、床下浸水家屋 10,321 戸。農地・

宅地浸水面積 260ha。 

【出典：「九頭竜川水系河川整備基本方針 基本高水等に関する資料」より抜粋】 
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【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

 

図 1.1-13 九頭竜川の氾濫実績図（大正10年～昭和40年） 
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 福井市花月町付近 福井市文京付近 坂井郡三国町新保付近 

 

   
 福井市大手町付近 福井市黒丸町付近 鯖江市新明町北野付近 

 

   
 福井市中央 福井市三郎丸付近 武生市家久付近 

 

   
 福井市順化 吉田郡永平寺町志比付近 今立郡今立町杉飯付近 

 

   
 福井市中央付近 坂井郡丸岡町田島付近 丹生郡清水町片粕付近 

【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

図 1.1-14 昭和28年9月の台風13号による被害状況 

※写真撮影場所の地名は合併前の旧名で記載  
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 大野郡和泉村朝日付近 大野郡和泉村板倉付近 

 

   
 大野郡和泉村朝日付近 大野郡和泉村板倉付近 

【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

図 1.1-15 昭和34年9月の台風15号による被害状況 

※写真撮影場所の地名は合併前の旧名で記載  

 

 

   
 大野市中島下若生子付近 小野市堂本付近 勝山市遅羽町千代田付近 

 

   
 大野市中島下若生子付近 大野市中津川 今立郡今立町大滝付近 

 

   
 大野市佐開付近 大野市中津川 鯖江市河端町付近 

 

図 1.1-16 昭和40年9月の洪水による被害状況 

※写真撮影場所の地名は合併前の旧名で記載  

【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 
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 足羽郡美山町宇坂大谷 足羽郡美山町高田付近 勝山市荒土町別所付近 

 

   
 勝山市薬師神谷付近 福井市高屋付近 坂井郡三国町下西付近 

 

   
 吉田郡永平寺町花谷付近 坂井郡坂井町御油田 坂井郡金津町管野水口付近 

 

   
 福井市大年町 坂井郡三国町下西付近 坂井郡金津町新富付近 

【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

 

図 1.1-17 昭和56年7月の洪水による被害状況 

※写真撮影場所の地名は合併前の旧名で記載  

 

 

 
堤防からあふれ出す状況（浅水川右岸 JR北陸本線下流付近） 

 

 
浸水状況（浅水川左岸御幸町内） 

【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

 

図 1.1-18 平成10年7月浅水川の洪水 

※写真撮影場所の地名は合併前の旧名で記載  
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【出典：九頭竜ダム統合管理事務所】 

図 1.1-19 平成16年福井豪雨の九頭竜川流域の氾濫実績図 
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(2) 利水の歴史 

1) 概要 

九頭竜川を流れる水は、奈良時代から荘園への灌漑用水として利用され、十郷用水や大

野盆地の七ヶ用水等が開発された。その後、江戸時代には藩の財政や民政の安定を図るた

め鳴鹿大堰所を普請し、右岸では十郷用水から新江・高椋・磯部・春近など幾つかの用水

を分けて坂井平野のほとんど全域を養い、左岸では芝原用水、十六ヶ用水を福井の方へ導

き、大野盆地では堀兼用水等が開発された。これらの用水のほとんどが、現在の灌漑用水

の原点となっている。 

慶長 12 年（1607 年）に開発された芝原用水は、その一部を福井城下に入れ、飲料水と

して使用され「城下用水」として藩が上水奉行をおき直轄管理していた。 

明治時代に入ると九頭竜川の豊富な水を利用した水力開発が注目され、明治32年（1899

年）に足羽川に水力発電所が建設された。その後、大正時代の水力開発期を経て、戦後は

真名川総合開発や九頭竜川電源開発などによって、笹生川ダム（昭和 32 年）、九頭竜ダム

（昭和 43 年）、真名川ダム（昭和 54 年）などが建設され、九頭竜川を流れる水は五条方、

長野、真名川発電所など多くの発電所で使用されている。 

最近においては、火力発電所や薬品工場等の立地している福井臨海工業地帯への工業用

水供給や福井市の上水道水源である地下水の水質悪化、人口増加による枯渇および地盤沈

下などから、安定して供給される河川水へと転換され、芝原用水を通じて 0.996m3/s が水

道用水として福井市に供給されている。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 平成18年3月】 
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2) 渇水の状況 

九頭竜川流域は、年間降水量が多く、比較的水量に恵まれた流域であるが、過去に幾た

びも渇水による被害が生じている。 

表 1.1-5 に、昭和時代以降の九頭竜川流域における主な渇水を示す。 

 

表 1.1-5 昭和以降の代表的な渇水 

年  代 
記  事 

年号 年月日 西暦 

昭和 4. 1929 6 月～8 月の降水量少なく、7 分作。 

昭和 14.6. 

～8. 

1939 時々雷雨はあったが空梅雨で、福井・敦賀ともに 5～9 月の降水量が明治 30

年に観測開始以来の少雨を記録した。福井の月間降水量(mm)は、下記のと

おりである。 

5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 合計 

58 84 41 80 216 479(mm) 
 

昭和 26.7.18 

～8.28 

1951 34 日間ほとんど降雨が無く、明治 42 年の 33 日間無降雨以来の大干ばつと

なった。8 月下旬には、ますます照り続け、気温も 36℃となり、日野川も

全く流水を止め、各地では雨乞いの祈祷がはじまった。8 月 29 日のにわか

雨によって救われたが、植林では 808 千本が枯死し、造林事業はじまって

以来の旱害となった。水田では、大野・勝山盆地をはじめ、嶺北各郡で甚大

な減収となった。 

昭和 48.7.3 

～8.19 

1973 記録的な高温・少雨が 8 月中旬まで続いた。福井の無降水継続日数は、7 月

3 日～22 日の 20 日間と 8 月 1 日～19 日の 19 日間である。大野の同日数は、

各月とも 10 日前後と少なかった。このため、県内では農作物の被害が続出

し、被害面積は 2,496ha に達した。県内 11 市町村 21 地区で最高１日 15 時

間の断水が生じる水不足の事態となった。 

昭和 53.7. 

～8. 

1978 干天酷暑の日が 7 月中旬頃から 9 月初め頃まで続いた。7 月１日～8 月 31

日までの総降水量は、福井で 106.5mm であった。無降水日数は、7 月 13

日～8 月 2 日の 21 日間に及んだ。県全体の農作物被害は、水稲 2,529ha、

野菜 484ha、果樹 114ha、大豆 27ha に及んだ。 

九頭竜川流域で給水制限を行った市町村は、武生市・鯖江市・南条町・永平

寺町等である。 

平成 6.6. 

～8. 

1994 空梅雨で平年より早く 7 月 13 日に梅雨明けした。その後、8 月中旬末に雨

が降るまで連日 30℃を超える暑い晴天が続いた。6～8 月の日平均気温 30℃

以上と日最低気温 25℃以上の日数は、過去の猛暑の年の 2 倍程度と多く、

降水量は平年の 20％ほどと極端に少なかった。 

１mm 以下の無降水継続日数は､福井で 22 日、敦賀で 41 日間であった。福

井県全体での被害総額は 14.9 億円であった。 

水稲 1,924.9ha、野菜・果樹等 50.4ha、鶏・ブロイラー5,201 羽、養殖魚類

72,820 尾、林業種苗 71 万本の被害があった。 

福井での記録は次のとおりである。 

 6 月 7 月 8 月  

気温(℃) 21.3 27.5 29.0  

 (+0.1) (+2.1) (+2.3) 平年差 

降水量(mm) 125.0 48.0 17.5  

 (61％) (22％) (13％) 平年比 
 

参考資料 

 福井県史 4近世二 平成 8年 3月 福井県 

 福井県の気象百年 平成 9年 1月 福井地方気象台・敦賀測候所 

 福井県土地改良史 平成 3年 3月 福井県土地改良事業団体連合会 

【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 
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平成 6 年(1994)夏期は、6 月の降水量が六呂師（勝山市）、瀬戸（今庄町）で平年の約 60％、

九頭竜川流域の上流域で７月には平年の約 13～22％、8 月が平年の 13～52％と極めて少雨

であった。そのため、日野川上流の広野ダムでは、8 月 9 日に貯水率がゼロになり、底水の

放流を続けて渇水被害の軽減に努めたが、8 月末にはこれも無くなり、自然に流入してくる

分のみを放流するという事態となった。 

日野川や足羽川では、すべての河道で水筋がほとんど干上がり、かつて経験したことがな

い渇水状態となり、農業用水を確保するために地下水を汲み上げるパイプを打ち込んだり、

間断通水を行ったりした。日野川では、上水道と工業用水の給水制限を実施した。 

一方、九頭竜川本川流域では、大野市で湧水が減少したため上水道を夜間において 6.5 時

間断水する日が 15 日間続いた。しかし、鳴鹿堰堤から取水している十郷・芝原用水を利用し

ている約 10,400ha の農地には影響が無く、ダムの恩恵を受けて深刻な事態を回避すること

ができた。 

【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 
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1.2 堰建設事業の概要 

1.2.1 堰事業の経緯 

(1) 旧鳴鹿堰堤改築の経緯 

1) 多摩川決壊と旧鳴鹿堰堤 

昭和 49 年（1974）9 月 1 日から 3 日にかけて、台風 16 号による豪雨が関東平野の多

摩川流減を襲った。この豪雨によって、多摩川中流域に設けられていた二ヶ領用水取水の

ための宿河原堰に激流がぶつかり、左岸の狛江市側の堤防を決壊させ、新興住宅 19 棟が

流失するという大災害が生じた。この破堤による家屋流失の様子はテレビでライブ放送さ

れ、後に「岸辺のアルバム」（山田太ーが原作・脚本を手がけた東京放送のテレビドラマ。

1977 年 6 月から 9 月迄放送された。）と題したドラマにもなった。 

これを契機に建設省（平成 13 年に国土交通省と改称）は、昭和 50 年（1975）12 月に

「河川管理施設等の改善措置について」の河川局治水課長通達（建設省河治発第 107 号）

を出して、「河川管理施設等応急対策基準」を定め、本基準に基づいて、直轄管理施設及

び許可工作物の改善措置を行うこととした。さらに昭和 52 年（1977）7 月に「農業用河

川工作物の応急対策について」の河川局治水課長通達（建設省河治発第 50 号）並びに、

治水課長と農林省（昭和 53 年に農林水産省と改称）構造改善局建設部設計課長との間に

「覚書」を締結し、上記の応急対策基準に基づいて、個々の施設ごとに農林省の地方局、

または都道府県の農林担当部局と建設省の地方局、または都道府県の土木担当部局間で協

議して改善措置を定めるものとした。 

当然、老朽化の進んでいる鳴鹿堰堤についても、調査が実施され、その結果として改善

する必要のある堰に位置付けされた。 

そして、昭和 56 年（1981）7 月の梅雨前線による出水は、中角地点において警戒水位

を超える 8.96m（警戒水位 7.5m、計画高水位 10.0m）を記録し、高屋橋の橋脚が傾くな

ど各地で家屋全壊・流失、浸水等の大被害をもたらした。このとき、鳴鹿堰堤の右岸直下

流が約 140m にわたり、漏水が噴出し、破堤寸前で減水して難を免れた。 

昭和 50 年及び 52 年の応急対策措置に関する通達や、昭和 56 年の災害発生、鳴鹿堰堤

の老朽化等から、建設省においても改築の必要性について議論されるようになった。 

昭和 57 年度に建設省は、国土総合開発事業調整費を要求し、河川特定工作物としての

改築を視野に入れ、鳴鹿堰堤改築に向けての検討を進めつつあった。 

   
 高屋橋の橋脚が傾く（県道福井三国線） 坂井市三国町下西付近の浸水状況 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

図 1.2-1 昭和56年7月 梅雨前線豪雨による洪水被害状況） 
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2) 九頭竜川水系流量改定と旧鳴鹿付近の課題 

昭和 47 年（1972）9 月の台風 28 号、昭和 50 年（1975）8 月の台風 6 号による出水を

契機として、昭和 54 年（1979）に上流ダム群による洪水調節、河道の堤防嵩上及び引堤

による流下能力の増大を図ることを目的として、北陸農政局や福井県等の関係機関への説

明後、九頭竜川水系工事実施基本計画を改定した。 

この改定によって、基準地点中角における治水安全度が超過確率 1/80 年から 1/150 年

となり、基本高水流量の河道配分流量も 3,800m3/s から 5,500m3/s となった。 

改定に伴って、九頭竜川本川においては、中角地区の引堤とそれに関連する京福電車鉄

道橋の改築、流下能力を阻害している鳴鹿堰堤の改築が極めて緊急を要する治水上の課題

として取り上げられることとなった。また、足羽川合流点下流の日野川においても、河道

幅が少なく屈曲している 5 地区を対象に五大引堤を実施し、流下能力の増大を図るため河

川改修を進めることとなった。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

 

昭和 31年 九頭竜川再改修計画 昭和 35年 九頭竜川改修変更計画 

中角
■

5,400 (4,170) 3,058 (3,058)  九頭竜川

2,040
 (1,389)

890
 (695)

天神
●

● 

布
施
田

三
尾
野

●

● 

深
谷

日
野
川

日
本
海

足羽川

2,830
 (1,667)

（　　）：明治時代に決定した
計画高水流量

単位：m3/s

 

中角
■

5,400 (6,400) 3,800 (5,300)  九頭竜川

2,830
 (2,830)

天神
●

● 

布
施
田

三
尾
野
●

● 

深
谷

日
野
川

日
本
海

足羽川

右支川左支川

2,040

1,250

890
 (890)

（　　）：基本高水流量
単位：m3/s
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【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

図 1.2-2 九頭竜川計画高水流量の変遷 
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3) 旧鳴鹿堰堤の老朽化 

昭和 29 年（1954）に建設された鳴鹿堰堤は、コンクリートの剥落、門扉の摩耗等、老

朽化が著しく、農林省としては早期に更新する必要に迫られていた。また、兵庫川は本地

区の基幹排水路であるが、勾配の不整・断面狭小等の要因からしばしば越水氾濫し、周辺

一帯を浸水させていた。さらに、兵庫川下流部にある 2 堰の堰上げ取水によって地下水位

が上昇し、農地の高度利用を図る上で大きな障害となっていた。 

そこで、国営土地改良事業を実施し、老朽化した鳴鹿堰堤の更新（新堰位置を旧堰の約

60m 上流で改築）により安定取水を図るとともに、兵庫川の河道改修（延長 9.3km）及

び下流の 2 堰の撤去を行い、関連事業として実施する圃場整備事業と併せて農地の汎用

化・営農の合理化を図るという事業計画が立案された。 

この事業は、総事業費 200 億円で昭和 64 年～昭和 75 年の 12 ヶ年計画であった。昭和

56 年（1981）12 月には実施計画調査費が認められ、7 月には坂井町（現坂井市坂井町）

に農林水産省の事務所を開設した。 

なお、農林水産省は、福井平野地区の国営土地改良事業に着手する以前に、直轄事業と

して坂井北部総合農地開発事業を完了していた。この坂井北部総合農地開発事業は、国営

のパイロット事業として昭和 44 年（1969）から昭和 61 年（1986）にかけて、事業実施

地域 2,653ha、総事業費 316 億円で開発が進められた。その結果、1980 年代なかばには、

大根、メロン、スイカなどの野菜 8 品目の出荷量が福井県内シェア 60%を占めるなど、

県内最大の園芸作物地帯に成長した。 

しかし、事業費が大幅に増大し、農業経営にとっての負担も大きかった。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

 

4) 旧鳴鹿堰堤の改築への動き 

農林水産省は、昭和 57 年（1982）度より九頭竜川広域農業開発事業本調査として全体

実施設計（実施計画調査）に入った。当時農林水産省は、九頭竜川水系において鳴鹿堰堤

の改築、桝谷ダムの大規模な建設計画を進め、河川管理者との協議を進めていた。 

河川管理者である建設省は、これらの水資源開発は水利用に多大な影響を及ぼすととも

に、治水上及び水資源開発計画上等において様々な懸念要素を内包していることも想定さ

れたので、これらの事業計画に対して、調査調整する必要があると、昭和 57 年度に国土

総合開発事業調整費を要求することとした。 

そして、昭和 59 年（1984）に近畿地方建設局は北陸農政局に対して、土地改良計画と

治水計画等が密接に関係することから、福井平野総合開発に係わる河川計画調査を昭和

59、60 年度で実施することを国土庁に要求することを伝えた。 

そして、昭和 59～60 年度 2 ヶ年にわたる国土庁の国土総合開発事業調整費（建設・農

林水産両省の共同調査：5 千万円）が認められ、建設・農林水産両省間の調整のため合同

調査が行われた。 

昭和 63 年（1988）3 月 14 日、農林水産省北陸農政局は建設省近畿地方建設局に「福

井平野地区国営土地改良事業に伴う鳴鹿堰堤の改築について」説明を行い、堰堤の水理模

型実験に必要なデータの提供及び立会い等について依頼をしてきた。しかし、近畿地方建

設局は、本計画については協議調整する事項が多い旨の返答を行った。 
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同月 15 日に北陸農政局は、「福井平野地区土地改良事業」の構想を建設省近畿地方建設

局福井工事事務所に対して説明した。これに対して、福井工事事務所は、今後定期的に状

況を説明するよう要請した。 

その後、幾度も各種調整を進めてきたが、福井平野地区の国営土地改良事業着手を目前

にした平成元年度に、地元の鳴鹿堰堤土地改良区連合および福井市、大野市、吉田・坂井

両郡の 7 町等の要望もあり、福井県や地元要請によって、建設・農林水産両省間における

建設調整の結果、建設省による施工が確定することとなった。 

また、建設の動きが鈍っていた桝谷ダムの河川協議等の水利調整も進むこととなった。 

 

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

 

鳴鹿堰堤の改修、建設省事業で決着 福井新聞（平成元年 12月 1日） 

計画が決着 朝日新聞（平成元年 12月 26日） 
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5) 大野市の水利用 

九頭竜川上流域に位置する大野市は、豪雪地帯である。名水百選にも選定された「御清

水」や「篠座神社の御霊泉」といった名水でも有名であり、地下水の豊富な地域である。

このように水に恵まれた大野市の飲料水は、全て地下水に依存していたため、昭和 53 年

（1978）10 月頃から地下水位の低下により飲料水不足がしばしば生じ、徐々に深刻な問

題になっていった。福井県内では唯一水資源対策室を設置して、その対策に取り組んでい

た。それでも地下水のポンプ取水でしのいできたが、秋以降は農地からの地下水涵養の減

少や、冬期には消雪のための地下水利用により、豪雪時には水不足がより深刻な問題とな

っていった。 

水不足問題を抱える大野市は、昭和 62 年（1987）度全国市長会で「特別豪雪地帯の冬

期道路確保と市民生活の安全を図るために、総合水利用計画のなかで既存水利権の調整に

よって冬期間の流雪溝への水利使用が可能なような克雪用水の確保」が決議されたことを

受け、補助ダム新設による用水確保の陳情を行った。 

陳情書は、大野市長から近畿地方建設局長宛に昭和 63 年（1988）4 月 20 日に提出さ

れた。その主要な内容は、九頭竜川水系の治水と大野市の不特定農業用水、不特定都市用

水の安定的供給を図るため、福井県が予備調査を進めている清滝川導水・赤根川ダムの早

期建設についてであった。 

その後も大野市においては、地下水位の低下現象が改善されないため、都市用水及び流

雪用水を確保するための方策を模索していた。 

そのような状況にあった大野市は、福井県や建設省近畿地方建設局（現国土交通省近畿

地方整備局）との協議を行い、さらに建設省の関係課、県選出国会議員に対して、流雪用

水、地下水涵養等の目的で用水確保の陳情を行った。 

大野市は、九頭竜川中流堰（後に九頭竜川鳴鹿大堰に名称変更）建設への動きが活発に

なってきた昭和 63 年（1988）12 月 16 日に、大野市長及び市議会議長の連名で「大野市

の水問題を解決するためには、建設省が実施しようとしている九頭竜川鳴鹿堰堤付近の河

川改修及び堰堤改築を行う九頭竜川中流堰事業（後の九頭竜川鳴鹿大堰建設事業）が、都

市用水等を確保するなど水資源対策上極めて重要であると認識しており、特段の尽力を賜

りたい」といった内容の陳情書を建設省ヘ提出した。 
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こうして、大野市の都市用水を確保するという目的が明確にされたことから九頭竜川鳴

鹿大堰は、治水・利水・環境を目的に、特定多目的ダム法に基づいた堰の改築へと動き出

した。 

 

大野市の地下水低下 読売新聞（昭和 63年 10月 27日） 

 

 

 

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

 

大野市が水資源対策で基本方針決定 朝日新聞（昭和 63年 11月 27日） 
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(2) 鳴鹿大堰建設事業の経緯 

建設省では、九頭竜川中流堰として、昭和 60 年（1985 年）度から予備調査を開始した。

平成元年（1989 年）度に事業化され実施計画調査を行い、平成 2 年（1990 年）度から建設

に着手し、平成 3 年（1991 年）11 月に基本計画が決定し官報告示された。なお、基本計画

決定時に「九頭竜川中流堰」から「九頭竜川鳴鹿大堰」に名称を変更した。主な経緯を表 1.2-1

に示す。九頭竜鳴鹿大堰は、平成 4 年（1992 年）度から取水施設の改築に着手し、平成 6 年

（1994 年）3 月に堰本体に着工し、平成 8 年（1996 年）6 月に堰本体を概成させ、平成 11

年（1999 年）3 月末に堰の運用を開始し、平成 16 年（2004 年）3 月に完成した。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 平成18年3月】 
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表 1.2-1 鳴鹿大堰関連事業の経緯 

S 54.4. 九頭竜川水系工事実施基本計画改定で中角地点流量 3,800m3/s から 5,500m3/s に変更 

S 59 昭和 59 年、60 年の 2 ヵ年、建設・農林両省に対して国土庁が調整調査費 

S 63.8.13 福井工事事務所は九頭竜川中流堰の建設省案骨子を福井県及び鳴鹿堰堤土地改良連合に

提示 

S 63.11.18 福井市議会は建設省事業とすることを決議 

H 元.1.19 大蔵省予算内示で建設省調査費 1 億 5 千万円、農水省調査継続費 3 千万円。 

鳴鹿大堰調査費で両省に対して予算が認められた。 

H 元.5.29 九頭竜川鳴鹿大堰建設事業として実施計画調査に着手。 

福井工事事務所に開発調査課(鳴鹿大堰担当)を設置。 

九頭竜川本川区域延長 1.6km。合計 31.2km となる。 

H 元.11.29 福井県知事、近畿地方建設局長、北陸農政局長の 3 者は、“建設省事業"として実施する

ことに合意(建設・農水省で覚書を調印交換) 

H 元.12.24 大蔵省予算内示。平成 2 年 6 億円建設着工予算(建設省) 

H 2.1.18 九頭竜川中流堰建設促進期成同盟会が発足 

H 2.6.11 九頭竜川鳴鹿大堰建設事業に着手 

開発工務課(鳴鹿大堰担当)を設置 

H 2.12.20 大野市が、ダム使用権設定について申請書提出 

H 3.3.6 鳴鹿大堰基本計画(案)福井県議会 

H 3.3.30 北陸農政局、近畿地方建設局両局長により「建設事業実施に関する基本協定」を締結。 

H 3.11.26 基本計画告示(事業費 280 億円、工期平成 8 年度) 

H 4.11.20 鳴鹿大堰起工式 

右岸取水施設改築工事着手 

H 5.3.4 左岸取水施設改築工事着手 

H 5.3.10 北陸農政局、福井市、建設省の三者で、「九頭竜川鳴鹿大堰の建設に伴う鳴鹿頭首工(取

水施設等を吉む)の工事施工等に関する協定書」を福井県の立会いで締結。 

H 5.3.25 「九頭竜川鳴鹿大堰建設事業の左右岸取水施設改築工事の施行に伴い設置される仮設取

水路の維持管理について」覚書を九頭竜川鳴鹿堰堤土地改良区と締結 

H 5.6.24 天然記念物(アラレガコ生息地)の現状変更について、文化庁が同意。 

H 5.10.1 九頭竜川中部漁業協同組合と堰建設工事の着工について、覚書を締結。 

H 6.3.3 九頭竜川鳴鹿大堰本体着工 

H 6.3.25 本体ゲート着工 

H 6.3.30 鳴鹿大堰安全祈願祭 

H 6.9.7 中部漁業協同組合、九頭竜川鳴鹿堰堤土地改良区連合会、福井市と、漁類の迷入防止対

策に関する覚書を締結する。 

H 7.3.1 中部漁業協同組合と、漁業補償の契約を締結する。 

H 7.4.26 九頭竜川鳴鹿大堰定礎式を行う. 

H 7.6 本体工右岸部慨成 

H 7.10. 本体工左岸部慨成 

H 8.6. 堰本体慨成 

H 9.3.17 九頭竜川鳴鹿大堰建設に伴う鳴鹿頭首工(取水施設を含む)の工事施行の変更協定書を締

結。 

H 10.2.23 基本計画変更が官報告示される。(建設費用 280 億円が 530 億円に、工期が平成 15 年度

に改める) 

H 11.3.18 試験湛水(暫定運用)開始 

H 11.3.20 通水式挙行 

H 11.10.16 旧堰撤去(左岸部)工事着手 

H 12.8. 左岸魚道完成 

H 13.6 旧堰撤去(右岸部)完了 

H 14.4.27 資料館がオープン 

H 16.3 竣工 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 平成18年3月】 
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1.2.2 事業の目的 

鳴鹿大堰の事業の目的は以下に示すとおりである。また、事業位置は図 1.2-5、概要図は【出

典：九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調査報告書 平成 17 年 3 月】    

図 1.2-6 に示す。 

 

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

(1) 洪水の安全な流下 

旧鳴鹿堰堤は、コンクリートの固定部（敷高）の高さが T.P.+32.80～33.80m と、計画河床

高（T.P.+30.486ｍ）よりも約 2.3～3.3m も高く、さらに堰上流には土砂が堆積し、河道が狭

窄しており、洪水の流下に支障を来していた。 

このため、旧鳴鹿堰堤を撤去し、同時にその機能を向上させるため、洪水時にはゲートを

完全に引き上げることのできる可動堰を、旧鳴鹿堰堤より約 160m 下流の地点に建設した。

その際、固定部の敷高は、以前の河床より約 2m 低い計画河床高 T.P.+29.75m とするととも

に、堰上流に堆積していた土砂を掘削し、河道の拡幅を行った。これにより、洪水を安全に

流下させるために必要な河道断面積を確保した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.2-3 旧鳴鹿堰堤及び鳴鹿大堰の洪水時の状況 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

九頭竜川鳴鹿大堰の建設に関する基本計画 

 [平成 3 年 11 月 26 日建設省告示第 1939 号] 建設省 

 

建設の目的 

(1)治水 

 九頭竜川に可動堰を設置することにより、河道掘削とあいまって当該堰設置地点にお

ける計画高水流量毎秒 5,500 立方メートルを安全に流下させる河道を確保し、洪水の疎

通能力の増大を図る。 

 

(2)流水の正常な機能の維持 

既得用水の取水位の確保等流水の正常な機能の維持と増進を図る。 

 

(3)水道 

大野市に対し、新たに 1 日最大 8,640 立方メートルの水道用水の取水を可能ならしめ

る。 

旧鳴鹿堰堤(固定堰) 鳴鹿大堰(可動堰) 

土砂やコンクリート固定部
により洪水の流下に障害 

流水を安全に流下 
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(2) 流水の正常な機能の維持 

1) 既得用水の安定した取水 

旧鳴鹿堰堤は九頭竜川扇状地の扇頂部に位置しており、本堰から福井平野の 3 市 1 町に

またがる農耕地約 10,400 ha へ最大 46.605 m3/s の農業用水と、最大 0.996 m3/s の水道用

水（福井市全体の約 40 %）の取水が行われていた。 

鳴鹿大堰の運用開始後は湛水位が旧鳴鹿堰堤時よりも 0.95m 下がるが、大堰建設に合わ

せて取水施設の改築も実施しており、これらの既得用水が取水可能な水位を確保している。 

 

     

図 1.2-4 鳴鹿大堰かんがい区域 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

 

2) 堰下流の河川流量の確保 

旧鳴鹿堰堤下流へは渇水時でも最低 4.0m3/s の流量が確保されていた。鳴鹿大堰では、

堰の貯水容量を利用し、渇水時においても 0.1m3/s 増量して最低 4.1m3/s の流量を確保す

ることにより、河川環境及び河川の生物の生息環境を向上させている。 

 

(3) 新規水道用水の確保 

九頭竜川の中流部に位置する大野市の水需要の増大に対処するため、堰の貯水容量を利用

し、大野市計画の約 70%にあたる 0.1m3/s の取水を可能にする容量を新たに確保している。 

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調査報告書 平成17年3月】 
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調査報告書 平成17年3月】    

図 1.2-5 鳴鹿大堰及び鳴鹿堰堤の位置 

鳴鹿大堰 
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鳴鹿堰堤の湛水池区間（Ａ） ：0.22km2

鳴鹿大堰の湛水池区間（Ｂ）：0.25km2

ＡとＢの重なる部分：0.18km2

鳴鹿堰堤の湛水池区間（Ａ） ：0.22km2

鳴鹿大堰の湛水池区間（Ｂ）：0.25km2

ＡとＢの重なる部分：0.18km2

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調査報告書 平成17年3月】    

図 1.2-6 鳴鹿大堰事業の概要図 

鳴鹿大堰 

旧
鳴
鹿
堰
堤 
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1.2.3 施設の概要 

鳴鹿大堰の施設概要について以降に整理する。表 1.2-2 に諸元表を示す。 

 

表 1.2-2 鳴鹿大堰 施設諸元 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ダム等の外観＞ ＜貯水池にかかわる国立公園等の指定、漁協権の設定＞

＜計画洪水流量図＞

＜ダム等の諸元＞

＜容量配分図＞

注）　Ｆ；洪水調節,Ｎ；流水の正常な機能の維持,

　　　Ａ；特定かんがい,Ｗ；上水,Ｉ；工水,Ｐ；発電

　　(洪)；洪水期，(非)；非洪水期

洪 水 吐；洪水時に放流する施設。

利水放流；不特定、水道等の利水放流施設。

低水放流；利水放流と常用洪水吐の中間的なもので、

　　　　　主に低水位制御等に使用する放流施設。

緊急放流；フィルダム構造令で規程する緊急放流施設。

表面取水；表面取水しかできない施設。

選択取水；選択取水を行う施設。

(m)5.7

311.6

---- 

所　在　地
完成年度 管理者

(貯水池名) （ダム等施設）

ダム等名
水系名 河川名 管理事務所等名

鳴鹿大堰 一級河川
九頭竜川福井河川国道事務所

九頭竜川水系

左岸 福井県吉田郡永平寺町法寺岡地先
平成16年 国土交通省

右岸 福井県坂井市丸岡町東二ツ屋地先

公園等の指定 な　　し

漁協権の設定 あ　　り

形　　式 可動堰 目的 Ｆ ，Ｎ ，Ａ ， Ｉ ，Ｐ

堤　　高
総貯水容量 667 (千m3)

有効貯水容量 132 (千m3)

Ｗ ，

堤 頂 長
洪水調節容量

(m)
----- (千m3)

利水容量

(洪) 132 (千m3)

132 (千m3)

85 (千m3)

(千m3)

堤 体 積
(非)

(内訳)
(千m3)

湛水面積

流域面積
 上　水　:

かんがい 発　　電
工業用

水　道

47 不特定　:
(km2)

(km2)

1,181.8

0.25

上水道

流入量 調節量 特定用水 取水量 最　大 年間発生 取水量 取水量

洪水調節

補給面積 出　力 電 力 量

(m3/s) (m3/s) (ha) (m3/s) (kW) (MWh) (m3/日) (m3/日)

----- ----- ----- ----- ----- 

仕　様　等

----- ----- 8,640

ゲート敷高：T.P.+29.750m

起伏ゲート付シェルローラゲート

　　　　　　　　: 5.7m×43.35m

種　類 施　設　名 個数

ｹﾞｰﾄ敷高：T.P.+29.750m

起伏ゲート付シェルローラゲート

　　　　　　　　: 5.7m×16.85m

緊急放流 －

低水放流 微調節ゲート 2
放流設備

選択取水 －

表面取水 －

2

4

鋼製箱型ガーターセクター式:

　　　　　　1.35m～0.60m×5.0m

鋼製起伏式ゲート:3.7m×3.0m

ゲート敷高：T.P.+31.500m

ゲート敷高：T.P.+33.600m

洪水吐主ゲート

 (2,3,4,5号)

土砂吐ゲート

門

2 門

門

門

そ の 他 魚道ゲート

利水放流 －

常時満水位 T.P + 34.95m

最低水位 T.P + 34.30m

利水容量 132,000m3

　流水の正常な機能の維持 47,000m3

　水道用水 85,000m3

有効貯水容量
132,000m3

総貯水容量
667,000m3

T.P + 29.75m

日
本
海

三
国
○

中角
■

● 

布
施
田 ● 

深
谷

日
野
川

前波
●

真
名
川

9,200 (12,500) 5,500 (8,600)  九頭竜川

4,800
 (5,400)

3,300
 (3,300)

1,800
 (2,600)

（　　）：基本高水流量
単位：m3/s

足羽川

.

.

.
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

堰縦断面図 

堰上流横断面図 

魚道 

微調節ゲート 

魚道 

微調節ゲート 

堰平面図 

デニール式魚道 デニール式魚道 

九頭竜川流域 

防災センター 
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調査報告書 平成17年3月】 

 

図 1.2-7 鳴鹿大堰と旧鳴鹿堰堤の関係 

 

鳴鹿堰堤のゲート敷高

鳴鹿大堰のゲート敷高

T.P+29.75m

T.P+32.80m～33.80ｍ

鳴鹿堰堤のゲート敷高

鳴鹿大堰のゲート敷高

T.P+29.75m

T.P+32.80m～33.80ｍ
旧鳴鹿堰堤のゲート敷高 

T.P.+32.80ｍ～33.80ｍ 
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1.3 管理事業等の概要 

1.3.1 堰及び貯水池の管理 

鳴鹿大堰では、洪水の安全な流下、既得用水の安定した取水確保、堰下流の流水の正常な機能

の維持ならびに水道用水確保のため、堰操作による放流量の調節等の水管理を行うとともに、ゲ

ート設備点検等の施設の維持管理、堰周辺の環境調査等を実施している。 

鳴鹿大堰管理開始以降の維持管理事業費は、図 1.3-1 に示すとおり、管理開始以降、平成 20

年度までは概ね 400 百万円弱で推移してきたが、平成 22 年度には 240 百万円まで削減された。

その後も維持管理事業費は年によって大きく変動しながら推移している。平成 26 年度以降、維

持管理事業費は増加傾向にある。 

 

表 1.3-1 鳴鹿大堰における維持管理事業費 

単位：千円

年度 工事費
船舶及

機械器具費
測量設計費

用地費及

補償費
事業車両費

庁費

工事雑費等
合計

H16 40,199 88,266 193,117 0 0 69,300 390,882

H17 69,186 46,237 209,694 0 0 69,300 394,417

H18 84,019 29,377 212,628 0 0 66,300 392,324

H19 139,384 28,094 143,374 0 0 60,000 370,852

H20 206,728 25,103 101,328 0 0 57,000 390,159

H21 172,900 25,991 46,185 0 5,300 86,720 337,096

H22 138,620 7,838 28,150 0 5,360 64,244 244,212

H23 215,710 8,443 52,707 0 2,520 58,113 337,493

H24 266,585 24,496 75,205 0 2,140 52,988 421,414

H25 446,620 20,161 55,445 0 2,100 69,458 593,784

H26 177,390 10,161 40,675 0 7,300 54,716 290,242

H27 317,250 10,900 38,500 0 7,600 31,744 405,994

H28 426,250 11,100 28,000 0 4,800 90,472 560,622

H29 460,946 7,528 40,780 0 4,800 115,608 629,662
 

 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

（千円） 鳴鹿大堰の維持管理事業費

庁費

工事雑費等

事業車両費

用地費及

補償費

測量設計費

船舶及

機械器具費

工事費

 

図 1.3-1 鳴鹿大堰の維持管理事業費 
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表 1.3-2（1）鳴鹿大堰における主な維持管理事業 

年度 名称 科目 金額(千円)

H16 堰環境調査 測量及び試験費 11,000

堰環境調査 測量及び試験費 11,000

ダム等管理フォローアップ調査 測量及び試験費 4,000

深山レーダ雨量計局舎耐震補強整備 工事費 2,000

堰環境調査 測量及び試験費 11,000

ダム等管理フォローアップ調査 測量及び試験費 4,000

堰下流堆積土砂撤去工事 工事費 3,000

堰環境調査 測量及び試験費 11,000

ダム等管理フォローアップ調査 測量及び試験費 4,000

堰上下流環境調査 測量及び試験費 11,000

ダム等管理フォローアップ調査 測量及び試験費 9,000

警報局舎移設 工事費 10,000

堰上下流環境調査 測量設計費 11,000

ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 9,000

警報局舎移設 工事費 21,500

工事費 1,500

船舶及び機械器具費 18,500

堰上下流環境調査 測量設計費 13,870
ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 2,000
河川水辺の国勢調査 測量設計費 1,050
洪水吐ゲート設備機側操作盤整備 工事費 17,560
直流電源装置改修 工事費 20,000

堰上下流環境調査 測量設計費 20,000
ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 2,000
河川水辺の国勢調査 測量設計費 1,100
鳴鹿大堰柱ひび割れ調査 測量設計費 18,907
洪水吐ゲート設備分解整備(2号） 工事費 7,560
微調節ゲート他分解整備 工事費 11,407
発動発電設備整備 工事費 18,500
堰制御設備改修(FAパソコン更新） 工事費 16,500
洪水吐ゲート設備分解整備(３号） 工事費 7,560
堰制御設備改修（機側伝送装置更新） 工事費 50,000

堰上下流環境調査 測量設計費 22,500
ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 2,000
河川水辺の国勢調査 測量設計費 1,100
流量観測検証 測量設計費 15,000
鳴鹿大堰ゲート設備維持管理手法構築 測量設計費 16,800
土砂吐ゲート設備分解整備 工事費 12,000
操作制御設備修繕 工事費 20,400
堰制御設備改修（機側伝送装置更新） 工事費 42,000
放流警報設備改修 工事費 42,000
画像監視設備改修 工事費 40,000
直流電源装置改修 船機費 9,000
鳴鹿大堰端末設備ＩＰ化 船機費 5,300

堰上下流環境調査 測量設計費 10,000

ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 7,000
河川水辺の国勢調査 測量設計費 1,100
耐震性能照査 測量設計費 25,000
4号洪水吐ゲート下段扉設備修繕 工事費 91,830
操作制御設備修繕 工事費 8,400
堰制御設備改修（機側伝送装置更新） 工事費 38,000
水位計設備改修 工事費 13,500
鳴鹿大堰電気通信設備IP化 船機費 10,000
洪水吐ゲート油圧設備修繕 工事費 196,000

H25

H24

H22

H23

CCTV設備改修

H21

H17

H18

H19

H20
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表 1.3-2（2）鳴鹿大堰における主な維持管理事業 

年度 名称 科目 金額(千円)

堰上下流環境調査 測量設計費 10,000

ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 2,000
河川水辺の国勢調査 測量設計費 1,100
堰制御設備改修 工事費 32,000
蓄電池改修 工事費 18,000
操作制御設備修繕 工事費 8,400
洪水吐ゲート設備分解整備 工事費 12,000
堰制御設備改修設計 測量設計費 14,000

堰上下流環境調査 測量設計費 10,500
ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 2,100
河川水辺の国勢調査 測量設計費 1,200
堰耐震照査 測量設計費 14,100
5号洪水吐ゲート油圧設備修繕 工事費 210,000

堰上下流環境調査 測量設計費 8,000
ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 2,200
河川水辺の国勢調査 測量設計費 1,200
鳴鹿大堰管理用制御処理設備改修 工事費 96,000
2号洪水吐ゲート油圧設備修繕 工事費 210,000
放流警報設備設置 工事費 190,000
CCTV設備設置 工事費 20,000

堰上下流環境調査 測量設計費 8,000
ダム等管理フォローアップ調査 測量設計費 2,200
河川水辺の国勢調査 測量設計費 1,200
鳴鹿大堰管理用制御処理設備改修 工事費 224,000
４号洪水吐ゲート油圧設備修繕 工事費 120,000
管理橋落橋防止設計 測量設計費 15,000

H29

H28

H27

H26
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1.3.2 貯水池の利用実態 

(1) 貯水池でのイベント等実施状況 

鳴鹿大堰周辺におけるイベント等の実施状況を以下に示す。 

 

表 1.3-3 平成29年度の鳴鹿大堰周辺のイベント等 

開催日 イベント名 場所 参加人数 主催者 

4月24日 サクラマスの稚魚放流 
永平寺町 

松岡下合月 
90人 

九頭竜川中部漁業協同組

合 

7月7日 
水辺で乾杯 

「七夕のゆうべ」 
鳴鹿大堰前広場 － 

NPO法人ドラゴンリバー

交流会 

7月29,30日 
第28回森田まつり 

九頭竜鮎の里フェア 

福井市下森田新町 

九頭竜川河川敷 
－ 森田まつり協会 

8 月 6 日 
第10回 

九頭竜ドラゴンボート大会 

福井市高屋橋周辺 

九頭竜川 
－ 

河合九頭竜ドラゴンボー

ト大会実行委員会 

8月20日 
九頭竜フェスティバル2017 

永平寺大灯篭流し 

九頭竜川 

永平寺河川公園 
約700人 

九頭竜フェスティバル実

行委員会 

9月3日 御座祭 百人禊 
永平寺町松岡下合月 

九頭竜川河川敷 
約100人 柴神社 

9月17日 第64回森田駅伝競走大会 九頭竜川河川敷 約400人 森田公民館 

【出典：福井新聞】 
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(2) 河川空間利用実態調査結果 

九頭竜川では、3 年毎に河川水辺の国勢調査（河川空間利用実態調査）を行い、河川の利

用状況を調査している。 

鳴鹿大堰の近隣では、下流の松岡河川公園（永平寺町上合月地区、27.0～28.0km）におい

て利用実態調査が行われている。同公園では、マレットゴルフ場を中心に芝生広場やせせら

ぎ水路等が整備されており、平成 26 年度調査によると、主に散策、マレットゴルフ、水遊び、

魚釣り等に利用されている。利用者数は、推計値で 32,888 人となっている。 

 
 

施設管理者：永平寺町 

面積：約12ha（東西方向：約1,000ｍ、南北方向：約120ｍ） 

永平寺町上合月地区 （九頭竜川 右岸 河口から 27.0～28.0km） 

その他： 

毎年、六月の第一日曜日に「松岡九頭竜フェスティバル」が開催され、松岡町の初夏の風物詩として定着している。 

 

【出典：平成26年度 九頭竜川河川水辺現地調査（植物）他業務報告書 平成27年3月】 

図 1.3-2 鳴鹿大堰周辺の利用状況 

 

 

 

表 1.3-3 松岡河川公園（27.0～28.0km）の平成26年度年間利用者数（推計値） 

 
利用形態別 利用場所別 

合計 
スポーツ 釣り 水遊び 散策等 水面 水際 高水敷 堤防 

利用者数 27,373 1,752 24 3,739 1,421 355 30,175 937 32,888 

(単位 人) 

【出典：平成26年度 九頭竜川河川水辺現地調査（植物）他業務報告書 平成27年3月】 
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1.3.3 九頭竜川の流況 

九頭竜川の流況として、鳴鹿大堰への流入量を整理した。 

流況(豊水流量、平水流量、低水流量、渇水流量)の変動は、表 1.3-4 および図 1.3-3 に示すと

おりである。 

 

表 1.3-4 九頭竜川の流況※1
(鳴鹿大堰流入量) 

(単位: m
3
/s) 

H11※2 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

豊水流量 131.89 130.65 127.33 163.87 151.48 180.10 149.14 204.12 125.98 119.59 122.60 184.59 165.89 152.19 167.03 142.57 173.21 125.16 169.09

平水流量 85.14 85.64 79.14 114.76 114.05 123.11 94.04 97.56 87.42 77.06 79.12 125.68 110.31 92.34 127.81 103.72 129.59 82.80 119.53

低水流量 62.36 56.10 56.71 59.10 65.91 89.04 59.97 56.92 63.74 52.99 48.38 71.50 81.28 56.35 92.49 68.22 79.17 52.87 73.28

渇水流量 34.46 43.82 32.76 31.75 28.60 58.99 23.84 19.54 26.44 18.03 29.92 28.84 46.63 32.66 49.99 46.32 43.98 37.18 46.01 
※1 豊水流量:一年を通じて 95日はこれを下まわらない流量 

平水流量:一年を通じて 185日はこれを下まわらない流量 

低水流量:一年を通じて 275日はこれを下まわらない流量 

渇水流量:一年を通じて 355日はこれを下まわらない流量 

※2 H11は 3月～12月の値を用いたため以下の流量とした。 

豊水流量:一年を通じて 80日はこれを下まわらない流量 

平水流量:一年を通じて 155日はこれを下まわらない流量 

低水流量:一年を通じて 231日はこれを下まわらない流量 

渇水流量:一年を通じて 298日はこれを下まわらない流量 
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図 1.3-3 九頭竜川の流況の推移（鳴鹿大堰流入量） 
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1.4 堰管理体制等の概況 

1.4.1 日常の管理 

(1) 貯水池運用 

鳴鹿大堰の総貯水量 667,000m3のうち、有効貯水容量は 132,000m3であり、これはすべて

利水容量とされている。利水容量 132,000m3のうち 47,000m3の容量を、既得灌漑用水の安

定した取水位の確保及び堰下流の河川維持流量を確保するためにあて、残りの 85,000m3 は

水道用水としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-1 貯水池容量配分図 

 

 
.

.
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(2) 放流量の調節 

鳴鹿大堰では、図 1.4-2 に示すゲート操作を行い、放流量の調節を行っている。平常時に

は上段扉（微調節ゲート）によるオーバーフロー操作で、常時満水位（T.P.＋34.95m）を維

持することになっている。利水補給のための放流は行われていないが、堰下流の河川流量と

して、堰の貯水容量を利用し、渇水時においても最低 4.1 m3/s の流量を確保することにより、

河川環境及び河川の生物の生息環境を向上させている。 

主要ゲート施設および主な機能は表 1.4-1 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-2 鳴鹿大堰ゲート操作 

 

〈平常時〉 
上段扉(微調節ゲート)によるオーバーフロー操作で、常時満水位を維持する。 

 
〈洪水時までの移行操作〉 
 流入量が 500 m3/sを越えた時は、下段扉によるアンダーフロー操作に移行する。 
 
〈洪水時〉 
 洪水時には、すべてのゲートを全開にし、洪水を安全に流下させる。 

〈平常時〉 

 

〈洪水時〉 

 

〉 

〈洪水時までの移行操作〉 

 

 

上段扉 

 

下段扉 
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表 1.4-1 鳴鹿大堰の主要ゲート施設と主な機能  

ゲート名称 
構    造 

主な機能 
数量 敷高 ゲート天端高 

大
堰
本
体 

洪水吐ゲート 

流量調節ゲート 
4 門 T.P.+ 29.75m T.P.+ 35.45m 

【渇水時】 

・貯水位の確保（全門全閉） 

【平常時】 

・貯水位を一定水位に保つための

放流量の調節 

・事前放流制御へ移行後は貯水位

を洪水時確保水位以上に保つため

の放流量の調節 

【洪水時】 

・洪水の安全な放流（全門全開） 

土砂吐ゲート 

流量調節ゲート 
2 門 T.P.+ 29.75m T.P.+ 35.45m 

【渇水時】 

・貯水位の確保（全門全閉） 

【平常時】 

・貯水位の確保（全門全閉） 

・排砂のための放流 

【洪水時】 

・洪水の安全な放流 

微調節用ゲート 2 門 T.P.+ 31.50m T.P.+ 35.45m 

【渇水時】 

・下流責任放流量に対する放流量

の調節 

【平常時】 

・魚道への呼び水効果のための放

流 

【洪水時】 

・全開 

魚道ゲート 2 門 T.P.+ 33.60m T.P.+ 35.50m 

【渇水時】 

・魚道の遡上のための放流 

【平常時】 

・魚道の流量を適切に保つための

放流量の調節 

【洪水時】 

・全閉 

【出典：鳴鹿大堰操作マニュアル 平成18年4月】 
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鳴鹿大堰の操作概念図は図 1.4-3 のとおりであり、表 1.4-2 に示す操作を実施している。

また、ゲート操作は図 1.4-4 に示す順位に基づき実施している。 

 

表 1.4-2 鳴鹿大堰の操作の内容 

制
御
パ
タ
ー
ン 

操作方式 

対象施設 

操作の内容 

流
量
調
節
ゲ
ー
ト 

洪
水
吐
き
ゲ
ー
ト 

土
砂
吐
き
ゲ
ー
ト 

微
調
節
ゲ
ー
ト 

平
常
時 

定水位制御 

（自動） 
○ 

○ 

(上段扉) 

○ 

(上段扉) 
○ 

貯水位を常時満水位（T.P.34.95m）に

維持する。 

洪
水
時 

事前放流制御
（半自動） 

○ ○ 
○ 

(上段扉) 

○ 

(全開) 

堰流入量が 500m3/s を越えた後は、貯

水位を常時満水位から洪水時確保水位

（T.P.33.40m）まで低下させる。 

貯水位が洪水時確保水位まで低下した

後は全開移行条件を満足するまで貯水

位を洪水時確保水位に維持する。 

全開制御中に堰流入量が低減して貯水

位が確保水位まで低下した後は、貯留回

復制御への移行条件を満足するまで貯

水位を洪水時確保水位に維持する。 

貯留回復制御
（半自動） 

 ○ 
○ 

(上段扉) 

○ 

(全開) 

事 前 放 流 制 御 中 に 堰 流 入 量 が

1,300m3/s 未満となり、洪水の終了を確

認した場合は貯水位を T.P.34.30m まで

上昇させることができる。（貯留回復 II） 

堰流入量が 500m3/s 未満になった場合

は、貯水位を常時満水位 T.P.34.95m ま

で回復させる。（貯留回復 I） 

全開制御 

（半自動） 
 

○ 

(全開) 

○ 

(全開) 

○ 

(全開) 

事 前 放 流 制 御 中 に 堰 流 入 量 が

2,600m3/s 以上になった場合は全門全

開する。 

渇
水
時 

定水位制御 

（自動） 
   ○ 

堰流入量が 50m3/s 未満となった場合で

も、貯水池からの補給が開始されない場

合は、貯水位を常時満水位 T.P.34.95m

に維持する。 

設定流量制御
（自動） 

   ○ 

堰流入量が 50m3/s 未満となり、貯水池

からの補給が開始された場合は、下流責

任放流量を放流する。 

【出典：鳴鹿大堰操作マニュアル 平成18年4月】 
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【出典：鳴鹿大堰操作マニュアル 平成18年4月より作成】 

図 1.4-3 鳴鹿大堰の操作概念図 
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【出典：鳴鹿大堰操作マニュアル 平成18年4月】 

図 1.4-4 ゲート操作順位の概要 
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(3) 堆砂測量 

鳴鹿大堰では貯水池容量の適正な運用を目的として、貯水池容量の実態把握のため堆砂状

況調査を行っている。平成 11 年の鳴鹿大堰暫定運用開始以降、湛水域内の堆砂測量は平成

16 年から平成 28 年まで隔年で合計 7 回実施されている。測量位置は図 1.4-5 に示す。 

堆砂測量は鳴鹿大堰調査測定要領（平成 18 年 4 月）に基づき、以下に示す調査方法により

実施している。 

① 調査方法は「ダム管理例規集平成 15 年版」の「ダムの堆砂状況調査要領（案）」を

参考として行うものとする。 

② 調査範囲は大堰地点から距離標 31.2k とする。ただし堆砂状況等により変更するこ

とがある。 

③ 横断測量間隔は 200m を基本とする。 

④ 調査時期は 2 年に 1 回を基本とする。 

【出典：鳴鹿大堰調査測定要領 平成18年4月】 
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図 1.4-5 鳴鹿大堰測量位置（H28調査測線図） 

【出典：鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 平成29年2月】 

鳴鹿大堰 
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(4) 水質底質調査 

多目的堰の貯水池における富栄養化問題等に対処するため、貯水池内と下流の調査地点に

おいて水質底質調査を実施している。 

 

1) 水質調査 

鳴鹿大堰の水質調査は、鳴鹿大堰調査測定要領（平成 18 年 4 月）に基づき、堰貯水池

内及び堰直下流の図 1.4-6 に示す地点（直轄区間上流端、鳴鹿橋、福松大橋の 3 地点）に

おいて実施している。この他に、さらに下流の中角橋において公共用水域水質調査地点と

して水質測定が行われている。水質調査地点を図 1.4-7 に示す。また、鳴鹿大堰関連の河

川水質調査の実施状況を表 1.4-3 に示す。 

 

 

図 1.4-6 水質調査地点位置 

【出典：鳴鹿大堰調査測定要領 平成18年4月】 

 

 

 
図 1.4-7 水質調査地点位置 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成29年次報告書】 
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表 1.4-3 鳴鹿大堰関連の河川水質調査実施状況 

 

注１） 中角橋のみ公共用水域水質測定結果を使用 

注２） ○：月１回調査（生活環境項目）、※8月のみ健康項目も実施(H17～) 

注３） ◎：2月、8月調査（生活環境項目及び健康項目） 

※生活環境項目：川や海などの水の汚れを、物理的（ｐＨ、ＳＳ等）な面、あるいは生物の生育環境

（ＢＯＤ、ＤＯ等）の面からみた水質の環境基準が設定されている９つの項目（水

素イオン濃度指数（ｐＨ）、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（Ｃ

ＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、溶存酸素量（ＤＯ）、大腸菌群数、ｎ－ヘキサン抽出

物質、全窒素、全燐、全亜鉛(H16～) 

健康項目：「健康項目」とは、人の健康に被害を生じるおそれのある重金属（カドミウム、水銀等）

や有機塩素系化合物（ＰＣＢ、トリクロロエチレン等）などを対象にして水質の環境

基準が設定されている２６項目の汚染物質（カドミウム、シアン、鉛、六価クロム、

砒素、総水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、ジクロロメタン、四塩

化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、

1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラク

ロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベン

ゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、フッ素、硼素） 

注４） 環境類型区分（Ａ類型） 

水素イオン濃度(ｐＨ)：6.5以上 8.5以下、ＢＯＤ：2mg/l以下、浮遊物質量(ＳＳ)：25mg/l以下 

溶存酸素量(DO)：7.5mg/l以上、大腸菌群数：1,000MPN/100ml 以下 

 

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

①直轄区間上流端 A類型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②鳴鹿橋 A類型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③五松橋 A類型 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

④福松大橋 A類型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤九頭竜橋 A類型 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

⑥中角橋注1) A類型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦永平寺川 指定なし ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

河
川
水
水
質

工事の実施状況

環境類型
区分

調査
項目

調査地点
年度

工事前

本体工事

工事中

撤去工

暫定運用

本運用

 



定期報告書(案) 

1.事業の概要 

 1-56 

2) 底質調査 

鳴鹿大堰底質調査については「堰水質調査要領」「河川砂防技術基準（調査編）」を参照

し、福松大橋付近、距離標 26km 付近（平成 19 年度より九頭竜川橋に地点名変更）、鳴鹿

大堰直上流付近、鳴鹿橋付近、光明寺付近の 5 地点で実施している。 

【出典：鳴鹿大堰調査測定要領 平成18年4月】 

底質調査地点を図 1.4-8 に示す。また、鳴鹿大堰関連の河川底質調査の実施状況を表 

1.4-4 に示す。 

 

 
図 1.4-8 底質調査地点位置 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成29年次報告書】 

 

表 1.4-4 鳴鹿大堰関連の河川底質調査実施状況 

 
○：8月、●：5月、10月、◎：5月、8月、10月に調査を行っている。 

注１） 平成 12年度の 5月、10月調査は、底生動物の典型性調査として行っている。 

注２） ⑥距離標 26km 付近は、平成 19年度より調査地点名が九頭竜川橋に変更となっている。 

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

①光明寺付近
　（St．6）

● ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②直轄区間上流端 ○ ○

③鳴鹿橋付近
　（鳴鹿橋上流）
　（St．5）

○ ○ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

④鳴鹿大堰直上流
　（鳴鹿橋下流）
　（St．5’）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤五松橋 ○ ○

⑥距離標26km付近
　（St．4）

● ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦福松大橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑧距離標24km付近
　（St．3）

● ◎ ◎ ◎

⑨距離標21km付近
　（St．2）

● ◎ ◎ ◎

⑩九頭竜橋 ○ ○
⑪中角橋付近（St．1） ● ◎ ◎ ◎

工事の実施状況

底
質

調査
項目

調査地点
年度

工事前

本体工事

工事中

撤去工

暫定運用

本運用
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3) 水質底質調査項目 

鳴鹿大堰調査測定要領（平成 18 年 4 月）で定められている水質および底質の調査項目と

調査頻度を表 1.4-5 に示す。 

 

表 1.4-5 水質調査項目及び頻度 
  4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 計 

生
活
環
境
項
目 

pH ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

DO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

BOD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

COD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

SS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

大腸菌群数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

総窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

総リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質     ○      ○  2 

全亜鉛     ○      ○  2 

健
康
項
目 

カドミウム     ○      ○  2 

鉛     ○      ○  2 

全シアン     ○      ○  2 

クロム（6 価）     ○      ○  2 

ヒ素     ○      ○  2 

総水銀     ○      ○  2 

PCB     ○      ○  2 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     ○      ○  2 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     ○      ○  2 

四塩化炭素     ○      ○  2 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ     ○      ○  2 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ     ○      ○  2 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ     ○      ○  2 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ     ○      ○  2 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     ○      ○  2 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     ○      ○  2 

ベンゼン     ○      ○  2 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ     ○      ○  2 

チウラム     ○      ○  2 

シマジン     ○      ○  2 

チオベンカルブ     ○      ○  2 

セレン     ○      ○  2 

ふっ素     ○      ○  2 

ほう素     ○      ○  2 

硝酸性窒素     ○      ○  2 

亜硝酸性窒素     ○      ○  2 

そ
の
他
項
目 

濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

アルカリ度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

カルシウム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

塩素イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

クロロフィル a ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

電気伝導度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

底
質 

粒度試験     ○        1 

pH     ○        1 

強熱減量     ○        1 

COD     ○        1 

全硫化物     ○        1 

含水率     ○        1 

酸化還元電位     ○        1 

総窒素     ○        1 

総リン     ○        1 

総水銀     ○        1 

（アルキル水銀）     ○        1 

カドミウム     ○        1 

鉛     ○        1 

クロム（6 価）     ○        1 

ヒ素     ○        1 

シアン化合物     ○        1 

PCB     ○        1 

【出典：鳴鹿大堰調査測定要領 平成18年4月】 
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(5) 点検 

堰の安全な管理および適切な操作と、堰堤および貯水池その周辺等これらの管理上必要な

設備の機能の維持状況を確認するために、鳴鹿大堰の点検を行っている。 

点検により各施設設備の異常等が認められた場合には、できる限り速やかにその異常の程

度に応じ適切に整備を実施する。 

鳴鹿大堰における設備等の点検内容は表 1.4-6 に示すとおりである。また、表 1.4-7 に点

検対象となる設備の一覧を示す。 

 

表 1.4-6 鳴鹿大堰の点検内容 

巡視及び点検項目 巡視及び点検等の内容 点検等の頻度 

電気機械設備 本体ゲート、魚道ゲート、

微調節ゲート 

巡視点検 毎日～1 週に 1 回 

定期点検 1～6 ヶ月に 1 回 

臨時点検 異常な現象があった場合 

体制時点検 洪水体制時点検 

観測装置 鳴鹿大堰上流水位計 

鳴鹿大堰下流水位計 

データが表示・記録され

ているか点検を行う。 

1 回/年 

飯島（水晶式）、飯島（水

研 62 型）、鳴鹿大堰（気象

観測） 

データが表示・記録され

ているか点検を行う。 

1 回/月 

鳴鹿大堰（水質監視） データが表示・記録され

ているか点検を行う。 

３回/年 

【出典:鳴鹿大堰電気機械設備操作点検実施要領、鳴鹿大堰観測装置点検実施要領】 
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表 1.4-7 点検対象設備一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：鳴鹿大堰操作点検実施要領】 

 

分類 設備名 形式 開閉方式 寸法 数量

洪水吐ゲート
起伏ゲート付シェル構造
ローラゲート

油圧シリンダ両側駆動式 純経間43.35m×扉高5.7m ４門

土砂吐ゲート
起伏ゲート付シェル構造
ローラゲート

油圧シリンダ両側駆動式 純経間16.85m×扉高5.7m ２門

堰柱内付属設備 階段、手摺り、歩廊 １式

微調節ゲート 起伏ゲート 水圧シリンダ片側駆動式 純経間3.00m×扉高3.552m ２門

魚道ゲート セクタ式ゲート 水圧シリンダ片側駆動式 扉体幅6.00m×全長16.0m ２門

迷入防止スクリーン パイプトラス旋回式 水圧シリンダ式 長さ18.7m×トラス高1.0m ２基

降下鮎用ゲート 横引きゲート 水圧シリンダ式 純経間6.00m×扉高3.5m ２門

デニール式魚道 鋼製デニールボックス
幅0.550m×高さ0.600m×長さ
10.568m

２条

デニール式魚道制水ゲート スライドゲート 手動スピンドル式 純経間0.80m×扉高0.60m ２門

洪水吐用予備ゲート シェル構造角落とし ガントリークレーンによる 純経間43.35m×扉高1.675m×4段
　扉体：１門
戸当り：４門分

土砂吐用予備ゲート シェル構造角落とし 純経間16.85m×扉高1.675m×4段
　扉体：１門
戸当り：２門分

ガントリークレーン 架台直下タイプ  ８４ t 吊 １基

リフティングビーム 自動脱着式ビーム長可変式 １基

リフティングビーム組立架台 １基

休止装置 電動シリンダ式 １２基

管理橋開口設備 電動シリンダ式 ６５箇所

ガイドレール １８６ｍ

天井クレーン 電動式１０ｔ　吊 １基

地下タンク貯蔵所 35,000リットル １基

鳴鹿大堰堰柱内設備
（一般取扱所）

油圧装置、二十号タンク、
電気設備、消化設備

１式

鳴鹿大堰管理所 別紙－２のとおり １式

九頭竜川資料館 別紙－２のとおり １式

運転支援装置
本体ゲート、微調節ゲート、
魚道ゲート用

１式

接続水路ゲート スライドゲート 手動ラック式 純経間0.80m×扉高0.60m １基

消
防
設
備

そ
の
他

本
　
　
体

魚
　
　
　
　
　
道

予
　
　
　
　
　
　
　
備

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所

降下アユ用ゲート 

九頭竜川流域防災センター 
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ゲート設備の点検は、表 1.4-7 の対象設備について「月点検」「年点検」を実施する。以下

に各点検内容の概要を示す。 

 

① 月点検 

月点検は主として分解は行わず、目視（聴覚，臭覚、触診、打診等を含む）による点検を

標準とし、作業は点検記録表の月点検項目に従い実施する。 

（１）水密部からの異常漏水 

（２）各機器、配管、タンクからの油や水の漏れ 

（３）各部のボルト・ナット類のゆるみ、脱落の有無 

（４）各部の外観異常の有無及び清掃状態 

（５）操作盤内の乾燥状態及び異常の有無 

（６）年に一度、本体ゲートの管理運転 

 

② 年点検 

年点検は目視（聴覚、臭覚、触診、打診等を含む）及び計測機器による測定並びに分析、

作動テストなどの方法による他、総合的な設備全体の機能を確認する点検を行うことを標準

とし、作業は点検記録表の年次点検項目に従い実施する。 

（１）各部の塗装の劣化及び発錆の有無 

（２）操作盤の各種計器類、リレー等の指示、作動状況及び異常の有無 

（３）配線の接続状態及び絶縁抵抗等の実施 

（４）各部材・機器の摩擦、変形、損傷等の有無 

（５）試運転時の各部の振動、異常音，過熱の有無 

（６）冷却水、潤滑水、潤滑油、作動油、作動水等の確認 

（７）油圧、水圧装置等の圧力値の確認 

（８）作動油、作動水の分析試験 

 

【出典：鳴鹿大堰操作点検実施要領】 
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1.4.2 出水時の管理計画 

出水時等における対応は、鳴鹿大堰操作規則・細則及び福井河川国道事務所河川関係風水害対

策部運営計画書に従い、次のとおり実施している。 

 

(1) 洪水警戒体制 

鳴鹿大堰における洪水警戒体制の区分は、下記のとおりである。体制の指令は国土交通省

近畿地方整備局福井河川国道事務所長より発令される。 

 

区 分 体制を執る時点 要員の招集 

予備体制 事前操作を開始する 3 時間前 1 名 

警戒体制 事前操作を開始する 2 時間前 洪水警戒体制表による 

 

洪水警戒体制基準を下記に示す。基準は非融雪期と融雪期で異なる。 

【非融雪期（5 月～翌年 1 月）】 

体制段階 指 標 体 制 基 準 

警戒体制 

 

必要余裕時間 

2時間以上 

堰流入量 

3時間累加雨量 

・   大堰Q＜150m3/s and ΣR3hr≧40 mm 

・150≦大堰Q＜200   and ΣR3hr≧30 mm 

・200≦大堰Q＜250   and ΣR3hr≧20 mm 

・250≦大堰Q＜275   and ΣR3hr≧10 mm 

・275≦大堰Q＜400   and ΣR3hr≧ 5 mm 

・400≦大堰Q 

下荒井堰堤流量 ・400m3/s≦下荒井堰堤Q 

予備体制 

 

必要余裕時間 

3時間以上 

堰流入量 

2時間累加雨量 

・   大堰Q＜150m3/s and ΣR2hr≧15 mm 

・150≦大堰Q＜200   and ΣR2hr≧10 mm 

・200≦大堰Q＜275   and ΣR2hr≧ 5 mm 

・275≦大堰Q 

真名川ダム・仏原ダ

ムの合計放流量 
・350m3/s≦真名川ダム放流量＋仏原ダム放流量 

【融雪期（2 月～4 月）】 

体制段階 指 標 体 制 基 準 

警戒体制 

 

必要余裕時間 

2時間以上 

堰流入量 ・325m3/s≦大堰Q 

予備警戒体制 

  

必要余裕時間 

3時間以上 

堰流入量 ・300m3/s≦大堰Q 

1時間増加流量 ・250m3/s≦大堰Q and ΔQ1hr≧25m3/s 

ただし、大堰 Q：大堰流入量 

R3hr：大堰上流域流域平均 3 時間累加雨量 
R2hr：大堰上流域流域平均 2 時間累加雨量 
Q1hr：大堰流入量の 1 時間当たり増加量 

【出典：鳴鹿大堰洪水警戒体制 平成18年4月】 
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洪水警戒体制の組織を下記に示す。 

 

班

     要　　　員 業  務  内  容

名 予 備 洪 水 Ａ Ｂ

 班  長 (１) 1 河川管理第二課長 ○ ・堰操作全般の指揮

河川占用調整課長 ○ ・体制の発令等

河川管理第二課　調整係長 ○ <○>

河川管理第二課　電気通信係長 ○ <○> ・気象水文情報の収集

防災課　防災情報係長 ○ <○> ・機側操作の実施

 操作係 (１) 1 ・堰操作の実施及び連絡

1 1 ダム情報管理員 <○> <○> ・機側操作補助

 河川管理第二課　調整係長 ○ <○> ・警報パトロール実施

　　　　　(左右岸)

・放流警報局の警報等確認

・警報パトとの交信

経理課　契約指導係長 ○ <○>

下流 (１) 4 経理課　経理係員 ○ <○>

 巡視係 用地第一課　用地係長 ○ <○>

用地第一課　用地係員 ○ <○> 　　　　事務所からの応援は

用地第二課　専門官　　　　 　 　　　　　 ○ <○> 　　　　ローテーション

用地第二課　専門調査員 ○ <○>

工務第一課　工務係員 ○ <○>

河川占用調整課　占用調整指導官 ○ <○>

河川占用調整課　占用調整係員 ○ <○>

ダム情報管理員 ○ <○> ・巡視補助

 機械係 (１) 1 防災課　防災対策係長 ○ ・機械設備の点検整備

現場技術員 ○ ・機械設備の監視

電気 (１) 1 河川管理第二課　電気通信係長 ○ ・電気通信設備の点検監視

 通信係 防災課　防災情報係長 ○ ・放流警報の制御

(１) 2 委託運転手   ○ <○> ・警報車の運転

 運転係 委託運転手 ○ <○>

   備考  １．各体制の要員は、班長の判断により増減変更を行う場合がある。          

           ２．長期にわたる場合の交替は、Ａ班が当初とし随時Ｂ班と交替するものとするが、班長の判断で引き

　　　　　　　 続き業務にあたる場合もある。                     

        　 ３．要員の（ ）書きは、班長の判断により要員を確保する。

           ４．下流巡視班・現場内巡視班・運転班の<  >書きは、必要に応じて班長の判断で、業務にあたる場合

　　　　　　　 もある。                     

長期の場合の

班    編    制

要員配備

基　　　準

 

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰風水害対策運営計画書 出水編 平成 25年 4月】 
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また、洪水時体制の連絡系統は以下に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.4-9 鳴鹿大堰洪水警戒体制の連絡系統 

【出典：鳴鹿大堰洪水警戒体制 平成18年4月】 

 

気象水文情報他 

ダム情報管理員 

 

操作班 

ダム情報管理員 

 

（１時間以内に鳴鹿大堰に到着） 

（水文情報確認） 

（体制要員全員１時間以内に鳴鹿大堰に到着） 

操作班

係 

班 長（体制要員待機を指示） 

福井河川国道事務所長 

福井河川国道事務所副所長 

（予備体制発令） 

 

（体制要員出動を連絡） 

班 長 

福井河川国道事務所長 

福井河川国道事務所副所長 

   （警戒体制発令）    

警 

戒 

体 
制 

予 

備 

体 

制 

警戒体制配置 
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(2) 操作に関する通知 

鳴鹿大堰では、鳴鹿大堰放流警報実施要領（平成 18 年 4 月）に基づき、操作に関する関係

機関および一般への通知を行っている。 

次のいずれかの項目に該当する場合は、関係機関に通知するとともに、一般に周知させる

ための必要な措置を行うこととしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【出典：鳴鹿大堰放流警報実施要領 平成18年4月】 

 

1) 関係機関への通知 

操作に関する通知を行うべき関係機関は、以下の 16 機関である。 

 

  表 1.4-8 操作に関する通知を行う関係機関 

近畿地方整備局 福井市 

福井県、砂防防災課 坂井警察署 

福井土木事務所 福井警察署 

三国土木事務所 嶺北消防本部 

福井河川国道事務所 調査第一課 永平寺町消防本部 

福井河川国道事務所 九頭竜川出張所 福井市消防局 

永平寺町 九頭竜川鳴鹿堰堤土地改良区連合 

坂井市（建設課） 九頭竜川中部漁業協同組合 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰風水害対策運営計画書 出水編 平成25年4月】 

 

通知方法は、操作開始の約 1 時間前に行うものとし、鳴鹿大堰放流連絡用紙を FAX で

送信して、確認の返信を受ける。ただし、非常時操作を開始しようとする場合、または、

気象、水象その他の状況により、特に緊急かつやむを得ず放流しなければならない場合に

は、直ちに通知するものとする。 

 

（１）以下の条件のいずれかに該当し、洪水吐きゲートの操作を開始しようとする場合 

① 流入量が 500m3/s に達した場合 

② 仏原ダム放流量と真名川ダム放流量の合計値が 500m3/s を上回ったときから

1 時間経過した場合 

③ 下荒井堰の放流量が 500m3/s を上回ったときから 1 時間経過した場合 

（２）以下の条件のいずれかに該当し、非常時操作を開始しようとする場合 

① 仏原ダムと真名川ダムの合計放流量の増加割合が 110cm/30 分を上回ったと

きから 100 分経過した場合 

② 下荒井堰の放流量の増加割合が 110cm/30 分を上回ったときから 30 分経過し

た場合 

（３）気象、水象その他の状況により、特に緊急かつやむを得ず放流しなければならな

い場合 

（４）ゲートの点検、整備を実施するため放流が必要な場合 
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2) 一般への周知 

操作に関する一般への周知は、堰地点から日野川合流点まで行うものとし、巡視経路図

に示す範囲とする。 

警報局による警報は、各警報局地点の水位が上昇すると予想される約 30 分前から行う。

警報として、サイレン（スピーカーによる放送、疑似音を含む）を次のとおり吹鳴する。 

但し、警報開始時刻が午後 10 時～翌午前 5 時の場合、またはサイレンが吹鳴しない警

報局では疑似音とする。 

気象、水象その他の状況により、特に緊急かつやむを得ず放流しなければならない場合

には、直ちに行うものとする。 

 

吹鳴 休止 吹鳴 休止 吹鳴 

50 秒 10 秒 50 秒 10 秒 50 秒 

 

警報車による巡視は、警報車２台により左右岸に分かれて行い、往復を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：鳴鹿大堰放流警報実施要領 平成18年4月】  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

図 1.4-10 鳴鹿大堰周辺巡視経路図 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰風水害対策運営計画書 出水編 平成25年4月】 

（１）実施時期 

① 洪水吐きゲートの操作開始 30 分前、または、非常時操作開始 30 分前 

② 気象、水象その他の状況により、特に緊急かつやむを得ず放流しなければな

らない場合には、直ちに開始するものとする。 

③ 巡視中に上記用件が重なった場合には、通知及び警報局による警報のみとす

る。但し、巡視が一度終了している場合は再度巡視を行う。 
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1.4.3 渇水時の管理計画 

渇水時に備え、情報提供の内容や伝達体制の整備を進めておく必要があることから、九頭竜川

水系では、河川管理者と水利用者が常日頃より情報及び意見の交換を行い、相互の意志疎通を図

ることを目的に、平成 11 年 10 月に「九頭竜川水系水利用情報交換会」を設立し、水系全体を考

慮した合理的な水利使用が実現するよう毎年開催している。 

【出典：九頭竜川水系河川整備基本方針資料 平成18年4月】 
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1.5 文献リスト 

 

表 1.5-1 「1.事業の概要」に使用した文献・資料リスト 

No. 文献・資料名 発行者・出典 発行年月 引用ページ・箇所 

1-1 九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年3月 

1.1.1自然環境 

1.1.3治水と利水の歴史 

1.2.1堰事業の経緯 

1-2 九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成19年3月 

1.1.1自然環境 

1.2.1堰事業の経緯 

1.2.2事業の目的 

1.2.3施設の概要 

1-3 九頭竜川水系河川整備計画 
国土交通省 

近畿地方整備局 
平成19年2月 1.1.1自然環境 

1-4 
1/25,000植生図 

（自然環境調査Web- GIS） 
環境省 平成15年 1.1.1自然環境 

1-5 

過去の気象データ検索 

(http://www.data.jma.go.jp/obd/sta

ts/etrn/index.php?prec_no=57&blo

ck_no=47616&year=&month=&d

ay=&view=) 

気象庁 － 1.1.1自然環境 

1-6 
福井県ホームページ 

(http://www.pref.fukui.jp/) 
福井県 － 1.1.2社会環境 

1-7 
岐阜県ホームページ 

(http://www.pref.gifu.lg.jp/) 
岐阜県 － 1.1.2社会環境 

1-8 国勢調査結果(市町村の人口)  
(昭和30年～平成

27年のデータ) 
1.1.2社会環境 

1-9 福井県統計年鑑 福井県 
(昭和30年～平成

27年のデータ) 
1.1.2社会環境 

1-10 岐阜県統計書 岐阜県 
(昭和30年～平成

27年のデータ) 
1.1.2社会環境 

1-11 九頭竜川流域誌 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成14年3月 

1.1.2社会環境 

1.1.3治水と利水の歴史 

1.2.1堰事業の経緯 

1-12 

平成 19 年度 九頭竜川ダム統管

管内管理総合評価検討業務 報告

書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
 1.1.3治水と利水の歴史 

1-13 九頭竜川水系河川整備基本方針 国土交通省 平成18年2月 
1.1.3治水と利水の歴史 

1.4.3渇水時の管理計画 

1-14 
九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調

査報告書 

財団法人 ダム水源地環境

整備センター 
平成17年3月 

1.2.2事業の目的 

1.2.3施設の概要 

1-15 新聞記事スクラップ（福井新聞） 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
－ 1.3.2貯水池の利用実態 

1-16 
平成26年度 九頭竜川河川水辺現地

調査（植物）他業務報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成27年3月 1.3.2貯水池の利用実態 

1-17 鳴鹿大堰操作マニュアル 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年4月 1.4.1日常の管理 

1-18 鳴鹿大堰調査測定要領 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年4月 1.4.1日常の管理 

1-19 鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成29年2月 1.4.1日常の管理 

1-20 
九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ

平成29年次報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成30年2月 1.4.1日常の管理 

1-21 
鳴鹿大堰電気機械設備操作点検

実施要領 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年4月 1.4.1日常の管理 

1-22 鳴鹿大堰観測装置点検実施要領 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年4月 1.4.1日常の管理 
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1-23 鳴鹿大堰操作点検実施要領 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
－ 1.4.1日常の管理 

1-24 鳴鹿大堰洪水警戒体制 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年4月 1.4.2出水時の管理計画 

1-25 
九頭竜川鳴鹿大堰風水害対策運

営計画書 出水編 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成25年4月 1.4.2出水時の管理計画 

1-26 鳴鹿大堰放流警報実施要領 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年4月 1.4.2出水時の管理計画 
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2.1 洪水浸水想定区域の状況 

2.1.1 洪水浸水想定区域の状況 

図 2.1-1 に示す「浸水想定区域図」は、九頭竜川水系九頭竜川・日野川の〔洪水予報／水位周

知〕区間について、水防法の規定により想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域と、当該区域

が浸水した場合に想定される水深を示したものである。 

この洪水浸水想定区域は、指定時点（平成 28 年 6 月 14 日）の河道および洪水調節施設の整

備状況を勘案して、想定最大規模降雨に伴う洪水により九頭竜川・日野川がはん濫した場合に想

定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものである。 

浸水想定区域には、流域の福井市（旧福井市、旧清水町）、永平寺町（旧永平寺町、旧松岡町）、

坂井市（旧丸岡町、旧坂井町、旧春江町、旧三国町）を含む。 

 

【出典：九頭竜川水系九頭竜川・日野川洪水浸水想定区域図,平成28年6月】 

図 2.1-1 九頭竜川・日野川洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 
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2.2 洪水時の管理計画 

2.2.1 洪水時制御の運用計画 

鳴鹿大堰では、出水時における貯水池への流入量 500m3/s を洪水時制御開始流量、さらに

2,600m3/s を全開放流制御移行流量として設定し、洪水時のゲート操作を行い、洪水を安全に流

下させる管理を行っている。 

洪水時には、図 2.2-1 に示すとおり、平常時におけるオーバーフロー操作から、下段扉による

アンダーフロー操作に移行させ、洪水を安全に流下させるようゲート操作を行っている。 

鳴鹿大堰の洪水時の操作を含む全体操作の概念図は図 2.2-2 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調査報告書 平成 17年 3月】 

図 2.2-1 鳴鹿大堰ゲート操作 
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【出典：鳴鹿大堰操作マニュアル 平成18年4月】 

図 2.2-2 洪水時操作概念図 
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 ⑤号下段扉から放流を開始する。 

⑤号下段扉の開度が 0.5m に達す
るまでは⑤号下段扉を操作する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②号下段扉から放流を開始し、同
時に⑤号上段扉を全閉にして水切
り操作を行う。 

②号下段扉の開度が 0.5m に達す
るまでは②号下段扉を操作する。 
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【出典：鳴鹿大堰操作マニュアル 平成18年4月】 

図 2.2-3 下段扉の操作順序 
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2.3 洪水時の対応状況 

2.3.1 出水の状況 

平成 11 年 3 月の鳴鹿大堰暫定運用開始以降、平成 29 年までに 190 回の洪水警戒体制及び 379

回の予備警戒体制をとってきた（表 2.3-1）。下段扉の操作(流入量 500m3/s 以上)は平成 11 年か

ら平成 29 年までの間に 118 回行われ、平成 11 年 3 月以降の最大ピーク流入量は平成 17 年 7 月

4 日の 2,419m3/s である（表 2.3-2）。 

暫定運用開始から 19 シーズンの洪水期を経た現在まで、下段扉の全開操作を伴う流入量

2,600m3/s 以上の洪水は生じていない。 

 

表 2.3-1 鳴鹿大堰暫定運用開始後の警戒体制 

    
予備警戒体制 

の回数 

洪水警戒体制 

の回数 

予備警戒体制 

積算時間 

洪水警戒体制 

積算時間 

H11 (3～12月) 10 7 63:10 134:15 

H12 (1～12月) 15 7 120:40 70:20 

H13 (1～12月) 8 3 100:20 54:40 

H14 (1～12月) 34 17 204:50 269:00 

H15 (1～12月) 19 7 131:25 192:05 

H16 (1～12月) 33 14 307:15 276:20 

H17 (1～12月) 24 9 160:10 124:55 

H18 (1～12月) 21 10 179:00 401:55 

H19 (1～12月) 13 5 82:45 58:50 

H20 (1～12月) 7 3 55:30 29:15 

H21 (1～12月) 19 8 161:55 164:20 

H22 (1～12月) 29 14 262:25 620:50 

H23 (1～12月) 37 17 240:20 375:30 

H24 (1～12月) 26 13 163:40 393:30 

H25 (1～12月) 28 16 193:50 282:30 

H26 (1～12月) 13 9 94:00 216:40 

H27 (1～12月) 8 12 26:05 329:35 

H28 (1～12月) 11 5 94:30 75:40 

H29 (1～12月) 24 14 122:25 316:25 

合計 379 190 － － 

【出典：鳴鹿大堰警戒体制一覧表】 
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表 2.3-2 洪水時対応の実績（下段扉の操作（流入量500m
3
/s以上）） 

No. 年 月日
ピーク流入量

(m3/s)
下段扉操作 No. 年 月日

ピーク流入量

(m3/s)
下段扉操作

1 平成11年 9/15～9/16 1,625      ②～⑤号下段扉操作 66 平成23年 4/9 603      ②～⑤号下段扉操作

2 (3～12月) 9/21～9/23 964      ②～⑤号下段扉操作 67 4/23～4/24 551      ②～④号下段扉操作

3 平成12年 4/10～4/11 586      ②～⑤号下段扉操作 68 4/27～4/28 852      ②～⑤号下段扉操作

4 9/12 664      ②～⑤号下段扉操作 69 5/10～5/13 1,402      ②～⑤号下段扉操作

5 平成13年 6/27 520      ②～⑤号下段扉操作 70 5/29～5/30 741      ②～⑤号下段扉操作

6 6/30～7/1 725      ②～⑤号下段扉操作 71 7/7～7/8 2,273      ②～⑤号下段扉操作

7 平成14年 1/16～1/17 532      ②～⑤号下段扉操作 72 8/19 748      ②～⑤号下段扉操作

8 5/1 544      ②～⑤号下段扉操作 73 9/17～9/18 698      ②～⑤号下段扉操作

9 7/10～7/11 2,198      ②～⑤号下段扉操作 74 9/21～9/23 1,831      ②～⑤号下段扉操作

10 7/16 932      ②～⑤号下段扉操作 75 平成24年 3/6 616      ②～⑤号下段扉操作

11 7/17～7/18 538      ②～⑤号下段扉操作 76 4/3～4/4 695      ②～⑤号下段扉操作

12 7/19 677      ②～⑤号下段扉操作 77 4/11～4/12 769      ②～⑤号下段扉操作

13 平成15年 4/8～4/9 514      ②～⑤号下段扉操作 78 7/21 783      ②～⑤号下段扉操作

14 4/20 550      ②～⑤号下段扉操作 79 平成25年 3/19 576      ②～⑤号下段扉操作

15 4/24～4/27 916      ②～⑤号下段扉操作 80 4/7 541      ②～⑤号下段扉操作

16 8/9 644      ②～⑤号下段扉操作 81 6/19 715      ②～⑤号下段扉操作

17 平成16年 2/22～2/23 885      ②～⑤号下段扉操作 82 7/14 506      ②～⑤号下段扉操作

18 4/27～4/28 612      ②～⑤号下段扉操作 83 7/15 552      ②～⑤号下段扉操作

19 5/16～5/18 1,338      ②～⑤号下段扉操作 84 7/18 552      ②～④号下段扉操作

20 5/18 644      ②～⑤号下段扉操作 85 7/29～7/31 2,250      ②～⑤号下段扉操作

21 6/21～6/22 1,045      ②～④号下段扉操作 86 8/1～8/2 951      ②～⑤号下段扉操作

22 7/18～7/19 1,523      ②～⑤号下段扉操作 87 9/4～9/5 963      ②～⑤号下段扉操作

23 8/31 1,348      ②～⑤号下段扉操作 88 9/16～9/17 1,504      ②～⑤号下段扉操作

24 9/8 718      ②～⑤号下段扉操作 89 平成26年 3/30～3/31 1,019      ②～⑤号下段扉操作

25 9/30 825      ②～⑤号下段扉操作 90 7/10 594      ②～④号下段扉操作

26 10/20～10/21 2,259      ②～⑤号下段扉操作 91 7/20 555      ②～⑤号下段扉操作

27 平成17年 6/29 872      ②～⑤号下段扉操作 92 8/10～8/12 2,102      ②～⑤号下段扉操作

28 7/1～7/2 944      ②～⑤号下段扉操作 93 8/15～8/16 624      ②～⑤号下段扉操作

29 7/4～7/5 2,419      ②～⑤号下段扉操作 94 8/16～8/18 782      ②～⑤号下段扉操作

30 8/12～8/13 1,008      ②～⑤号下段扉操作 95 平成27年 3/19～3/20 959      ②～⑤号下段扉操作

31 8/15～8/16 999      ②～⑤号下段扉操作 96 4/1～4/2 670      ②～⑤号下段扉操作

32 9/7 738      ②～⑤号下段扉操作 97 4/3～4/7 1,064      ②～⑤号下段扉操作

33 平成18年 3/17 796      ②～⑤号下段扉操作 98 4/15～4/16 599      ②～⑤号下段扉操作

34 4/11～4/13 864      ②～⑤号下段扉操作 99 4/20～4/22 1,035      ②～⑤号下段扉操作

35 4/20～4/21 683      ②～⑤号下段扉操作 100 6/27 561      ②～⑤号下段扉操作

36 5/7 608      ②～⑤号下段扉操作 101 7/1 599      ②～⑤号下段扉操作

37 5/11 668      ②～⑤号下段扉操作 102 7/23～7/24 663      ②～⑤号下段扉操作

38 7/16～7/21 2,232      ②～⑤号下段扉操作 103 9/10 611      ②～⑤号下段扉操作

39 7/24 518      ②～⑤号下段扉操作 104 10/2 886      ②～⑤号下段扉操作

40 平成19年 3/25 696      ②～⑤号下段扉操作 105 12/11～12/12 886      ②～④号下段扉操作

41 5/25 710      ②～⑤号下段扉操作 106 平成28年 2/14～2/15 913      ②～④号下段扉操作

42 6/22 703      ②～⑤号下段扉操作 107 4/7～4/8 773      ②～⑤号下段扉操作

43 6/29～6/30 1,442      ②～⑤号下段扉操作 108 6/25 599      ②～⑤号下段扉操作

44 7/15 674      ②～⑤号下段扉操作 109 9/20～9/21 1,527      ②～④号下段扉操作

45 平成20年 6/29～6/30 933      ②～⑤号下段扉操作 110 平成29年 4/7 816      ②～⑤号下段扉操作

46 7/8 596      ②～⑤号下段扉操作 111 4/18 1,025      ②～⑤号下段扉操作

47 8/28～8/29 589      ②～④号下段扉操作 112 7/4 807      ②～⑤号下段扉操作

48 平成21年 1/31 589      ②～⑤号下段扉操作 113 8/8～8/9 1,810      ②～⑤号下段扉操作

49 2/14 602      ②～⑤号下段扉操作 114 8/25 1,301      ②～⑤号下段扉操作

50 5/17 636      ②～⑤号下段扉操作 115 9/7 525      ②～④号下段扉操作

51 6/23 670      ②～⑤号下段扉操作 116 9/18 717      ②～⑤号下段扉操作

52 平成22年 2/26～2/27 1,257      ②～⑤号下段扉操作 117 10/22～10/24 1,861      ②～⑤号下段扉操作

53 3/2 539      ②～⑤号下段扉操作 118 10/29 531      ②～④号下段扉操作

54 3/16～3/17 748      ②～⑤号下段扉操作

55 3/21 677      ②～⑤号下段扉操作 ※ピーク流入量は、堰諸量データの全流入量（日最大値）の

56 4/2 583      ②～⑤号下段扉操作 　洪水期間内における最大値

57 4/12～4/13 705      ②～⑤号下段扉操作

58 4/22～4/23 564      ②～⑤号下段扉操作 運用開始以降の最大のピーク流入量を記録した洪水

59 5/24 551      ②～⑤号下段扉操作

60 6/27 590      ②～⑤号下段扉操作 流入量1,500㎥/sを超える洪水（平成25年～平成29年）

61 7/3～7/4 1,323      ②～⑤号下段扉操作

62 7/13～7/15 734      ②～⑤号下段扉操作

63 7/15～7/16 583      ②～⑤号下段扉操作

64 9/16 770      ②～⑤号下段扉操作

65 11/1～11/2 551      ②～⑤号下段扉操作  

 

【出典：鳴鹿大堰 出水記録】 
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2.3.2 洪水時の体制の状況 

鳴鹿大堰では、平常時には堰上流水位 T.P+34.30～34.95m で管理がおこなわれているが、出

水の際には、下段扉を操作することで、堰上流水位を低下させ、洪水を安全に流下させている。 

これまでに最も下段扉の操作回数が多かったのは、平成 22 年の 14 回で、少なかったのは平

成 11 年、12 年、13 年の 2 回である。（図 2.3-1 参照） 

また、各年の下段扉操作回数および平成 11 年から平成 29 年までの月別の下段扉操作回数を図 

2.3-2 に示す。月別の操作回数は、融雪出水が発生する 4～5 月、梅雨時期の 6～7 月、台風が発

生する 9 月に多い。 

 

 
図 2.3-1 年別洪水操作回数（平成11年～平成29年） 

 

2回
4回

9回

23回

10回
12回

25回

12回

15回

4回

1回 1回

0

5

10

15

20

25

30

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

（回）

平成11年～平成29年までの鳴鹿大堰の月別洪水操作回数

最大流入量が

2000m3/s～の洪水

最大流入量が1500～

2000m3/sの洪水

最大流入量が1000～

1500m3/sの洪水

最大流入量が500～

1000m3/sの洪水

計118回/19年
（年平均：6.2回）

 

図 2.3-2 月別洪水操作回数（平成11年～平成29年） 
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2.3.3 洪水時操作効果 

前回の定期報告（H25 年度）以降に、下段扉の操作(流入量 500m3/s 以上)を伴った洪水は、

40 洪水あり、このうちピーク流入量が 1,500m3/s を越えた主要 6 洪水について、鳴鹿大堰の流

入量、放流量、堰上流水位の経時変化を図 2.3-3 に示した。 

平成 25 年は、流入量が 1,500m3/s を超える洪水が 2 回発生しており、うち 1 回は 5 年間（平

成 25年～平成 29年）で最大、かつ鳴鹿大堰管理開始以降第 2位となる、ピーク流入量 2,285m3/s

の洪水を記録したが、いずれの洪水でも適切な操作により大堰上流水位を低下させ、洪水を安

全に流下させている。 

なお、鳴鹿大堰暫定運用開始以降、最大のピーク流入量(2,419m3/s)を記録した平成 17 年 7

月 4 日の洪水においても洪水を安全に流下させた。 
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成25年次報告書 平成26年2月】 

図 2.3-3 (1) 洪水前後の鳴鹿大堰の諸量（平成 25年） 

 　　　　　　　　：堰上流水位
　　　　　　　　：洪水時確保水位
　　　　　　　　：全流入量
　　　　　　　　：全放流量
　　　　　　　　：下段扉操作時間
　　　　　　　　：洪水時最低水位
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成26年次報告書 平成27年2月 

九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成28年次報告書 平成29年3月】 

図 2.3-3 (2) 洪水前後の鳴鹿大堰の諸量（平成 26年、28年） 

 　　　　　　　　：堰上流水位
　　　　　　　　：洪水時確保水位
　　　　　　　　：全流入量
　　　　　　　　：全放流量
　　　　　　　　：下段扉操作時間
　　　　　　　　：洪水時最低水位
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成29年次報告書 平成30年2月】 

図 2.3-3 (3) 洪水前後の鳴鹿大堰の諸量（平成 29年） 

 　　　　　　　　：堰上流水位
　　　　　　　　：洪水時確保水位
　　　　　　　　：全流入量
　　　　　　　　：全放流量
　　　　　　　　：下段扉操作時間
　　　　　　　　：洪水時最低水位
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2.4 洪水時の水位低減効果 

2.4.1 堰建設事業前後による水位低減効果 

(1) 評価の考え方 

鳴鹿大堰建設事業は、可動堰の設置、旧鳴鹿堰堤の撤去、河道の掘削、狭窄部の拡幅によ

り洪水を安全に流下させる能力の増大に寄与している。（下図参照） 

そこで、過去５年間に発生した実績最大流入量を記録した洪水に対して、堰建設事業前後

の水位を比較し、堰建設事業による水位低減効果を評価するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調査報告書 平成 17年 3月】 

図 2.4-1 鳴鹿大堰建設事業区間位置図 

鳴鹿大堰 

狭窄部の拡幅 河床の掘削 

旧鳴鹿堰堤 
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(2) 堰建設事業前後の水位算定方法 

堰建設事業前後の洪水時の水位は、以下のとおり算定するものとした。 

 

① 堰建設事業前後における同規模洪水・同地点の実績水位が存在しないことから、不

等流計算により堰建設事業前後の水位を算定するものとした。 

② 河道断面特性は、実測横断測量断面の存在状況を考慮し、堰建設事業前後の直近断

面より設定するものとした。 

③ 対象洪水は、前回の定期報告（平成 25 年度）以降に発生した実績最大流入量

2,000m3/s 以上の洪水である平成 25 年 7 月 29 日洪水とした。 

④ 堰建設後の計算区間は、堰建設事業区間下流において実績水位が存在する五松橋地

点(27.2k)の対象洪水毎の実績水位を出発水位とし、27.2ｋ～堰上流 31.2k とした。

また、堰建設前は、対象洪水の実績水位が存在しないため、中角地点(18.4k)の H1

年（堰建設前）の H-Q 式と対象洪水の実績最大流入量から算定した水位を出発水

位とし 18.4k～堰上流 31.2k とした。（図 2.4-2参照） 

⑤ 粗度係数（低水路、高水敷）は、計画粗度係数（工実）を採用するものとした。（堰

建設事業後は、計算水位が堰下流地点・堰上流地点の実績水位と合致することを確

認する。堰建設事業前は、堰建設事業後と同じ粗度係数を採用するものとした。） 

（下図参照） 

 

なお、評価対象区間は、堰建設事業区間の最下流端 28.4k～堰上流 31.2k とした。 

 

水
位

水位低減効果

中角地点
建設前水位
（H1のHQ式より推定）

五松橋地点
建設後実績水位

堰建設前の不等流計算結果

堰建設後の不等流計算結果

堰下流地点(左右岸）
建設後実績水位

堰上流地点(左右岸）
建設後実績水位

鳴鹿大堰建設事業区間

28.4k 29.4k 29.6k 31.2k

29.46k

27.2k18.4k

距離標  

図 2.4-2 水位低減効果算定の模式図 
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以上を踏まえ、堰建設事業による水位低減効果算定にあたっての計算条件は以下のとおりであ

る。 

表 2.4-1 水位低減効果算定の計算条件 

 鳴鹿大堰建設 前 鳴鹿大堰建設 後 

対象区間 18.4ｋ～31.2ｋ 27.2k～31.2k 

河道断面 18.4k～29.4k H1 測量 27.2k～31.2k H23 測量 

 29.6k～31.2k H9 測量  

粗度係数 計画粗度係数（工実） 

低水路：0.035 

高水敷：0.060 

出発水位 中角地点(18.4k)のＨ１年（堰建

設前）の H-Q 式と対象洪水の実

績最大流入量から算定した水位

を出発水位として設定 

五松橋地点(27.2k)の対象洪水毎

の実績水位を出発水位として設

定 

流量 対象洪水時の実績最大流量を設定した 

H25.7 洪水 2,234 m3/s 

 

(3) 水位低減効果の算定結果 

(2)により算定した平成 25 年 7 月洪水時の計算水位縦断図を図 2.4-3 に示す。また、堰建

設事業後の実績水位と計算水位の比較を表 2.4-2 に示す。 

実績水位と計算水位の誤差は最大 20cm 程度であり、実績水位を概ね再現できていると考

えられる。 

 

表 2.4-2 実績水位と計算水位の比較 

洪水 堰下流地点 堰上流地点 

実績(m) 計算(m) 

（29.4ｋ） 

誤差(m) 実績(m) 計算(m) 

（29.6k） 

誤差(m) 

平成 25 年 

7 月 

左岸：32.84 

右岸：33.02 
32.97 

左岸：0.13 

右岸：-0.05 

左岸：34.17 

右岸：34.50 
34.29 

左岸：0.12 

右岸：-0.21 

※実績水位は、堰諸量データ（10分ピッチ）の全流入量最大時の水位 
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図 2.4-3 水位縦断図 

 

 

対象洪水の鳴鹿大堰建設事業前後による堰下流および上流区間 28.4k～31.2k の断面毎の水位

低減効果を表 2.4-3 に示す。 

旧鳴鹿堰堤上流である 29.6k～30.4k においては、1.0m 以上の水位低減効果が得られている。 

 

表 2.4-3 事業対象区間における水位低減効果（H25.7洪水） 

距離標 
HWL 

（T.P.m） 

建設前水位 

（T.P.m） 

建設後水位 

（T.P.m） 

水位低減効果 
（m） 

28.4k 32.69 30.67  30.37  0.30  

28.6k 33.41 31.26  30.94  0.32  

28.8k 34.13 31.82  31.44  0.38  

29.0k 34.85 32.48  31.91  0.57  

29.2k 35.56 33.05  32.41  0.64  

29.4k 36.28 33.86  32.97  0.89  

29.6k 37.00 35.52  34.29  1.23  

29.8k 37.76 36.28  35.02  1.26  

30.0k 38.60 36.74  35.64  1.10  

30.2k 39.45 37.14  36.17  0.97  

30.4k 40.24 37.75  36.82  0.93  

30.6k 41.03 38.06  37.20  0.86  

30.8k 42.00 38.34  37.72  0.62  

31.0k 42.65 38.68  38.41  0.27  

31.2k 43.23 39.13  39.06  0.07  
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表 2.4-3 に示した計算断面のうち、水位低減効果が大きく、また堤内地に家屋等が存在してい

る地点として、堰下流の 29.0k、堰上流の 30.0k、30.2k、30.4k を抽出し、対象洪水における断

面別水位低減効果を図 2.4-5 に示した。 

対象洪水ではいずれの地点においても、大堰建設前水位および建設後水位が HWL を超過する

ことはないが、堰上流では、建設前の河道では水位が堤内地盤高より 1m 以上高くなる。鳴鹿大

堰事業における河川改修により、当該区間の洪水時水位を低減し、治水安全度向上に寄与してい

るといえる。 

 

 

 

図 2.4-4 測線の位置図 
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図 2.4-5 (1) H25.7洪水水位低減効果 
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図 2.4-5 (2) H25.7洪水水位低減効果 
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2.5 洪水時の放流量の算定誤差の検証 

鳴鹿大堰では、流入量が 2,000m3/s を超えるような洪水に対して、放流量の算定誤差が生じる

場合があり、平成 25 年度の定期報告において、算定誤差の補正方法として、①堰上流の左右岸

の水位差を考慮した基準水位の採用方法、②放流量計算式の補正推定式の２点が提案された。但

し、流入量が 2,000m3/s を超える洪水でも誤差が生じない洪水もみられている。 

このため、平成 25 年以降の洪水データを蓄積し、提案された補正方法の妥当性の検証を行っ

た。下記に、放流量算定誤差の検討の経緯を示す。 

 

時 期 内 容 備 考 

Ｈ１８年度 ●「総合点検」において、流入量と放流量の算定誤差が

大きいことが指摘される。（Ｈ16.10洪水、Ｈ17.7洪水） 

 

Ｈ１８年度 ●誤差の要因の一つと考えられる堰上流水位（放流計算

の採用値）を、流入量が概ね 1,000m3/s以上の場合は、

湾曲による水位上昇の影響を受ける「堰上流・右岸」

から「取水口・左岸」に変更した。 

 

Ｈ２３年度 ●放流量の算出に用いる堰上流水位を見直した後の洪水

（Ｈ23.7）においても、流入量と放流量の算定誤差が

生じた。（流入量 2230m3/s－放流量 2518m3/s＝288m3/s） 

 

Ｈ２５年度 ●放流量の算定誤差に関する検討を実施し、「①放流量の

算定に用いる水位の見直し」 「②放流量算定式の流

量係数の補正」による補正方法を提案した。 

ＦＵ委員会に報告 

Ｈ２５～ 

   ３０年度 

●Ｈ25 年に提案した補正方法を採用した場合の妥当性

を、実洪水で検証した。 

 

 

 

2.5.1 放流量の算定誤差の状況 

鳴鹿大堰の流入量は上流の飯島地点の H-Q 式から算出しており、放流量は貯水位とゲート開

度をパラメータとした計算式から算出している。鳴鹿大堰では水位維持操作を行うため、基本的

に「堰放流量≒堰流入量－取水量」の関係が成り立つことになるが、流入量が 2,000m3/s を超え

るような洪水に対しては、放流量の算定値が流入量と比べて過大に算出される場合があり、放流

量の算定方法（貯水位とゲート開度をパラメータとした計算式）に起因していると推察される。 

例えば、最大の算定誤差が生じた平成 16 年 10 月洪水では、図 2.5-1 に示すように、ピーク

放流量がピーク流入量より 1,600m3/s 大きく算出されている。なお、水位を低下させたことによ

り生じる放流量の増大は最大で約 120ｍ3/s と推定でき、これを考慮しても放流量が過大に算定

されている。但し、流入量が 2,000m3/s を超える洪水でも、平成 18 年 7 月、平成 23 年 7 月、

平成 25 年 7 月の洪水では誤差はわずかであった。 

なお、流入量の算出に用いる飯島地点の H-Q 式は水位観測の手引き等に基づいて管理し、流

量観測、精度管理を適切に実施しており、流入量の算定値に大きな誤差はないと考えられる。 

洪水時の堰操作は、流入量 100m3/s 以上は飯島地点の H-Q 式から算出した流入量を用いてお

り操作面での問題はない。 
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図 2.5-1 平成16年10月の洪水操作 

 

 

 

表 2.5-1 ピーク流入量とピーク放流量の差（H14～H30） 

年月 
ピーク流入量 

（m3/s） 
ピーク放流量 

（m3/s） 
算定差（m3/s） 

（放流量-流入量） 
差率 

（算定差/ﾋﾟｰｸ流入量） 

H16.10 月 2186  3786 1600 73.19% 

H17.7 月 2375  3087 712 29.98% 

H18.7 月 2216  2126 -90 -4.06% 

H23.7 月 2230  2518 288 12.91% 

H25.7 月 2250  2299 49 2.18% 

H26.8 月 2102  2495 393 18.70% 

H30.7 月 2356  2623 267 11.33% 

※最大流入量、最大放流量は 10分ごとに算出される流入量、放流量のデータより求めている。 

  

  

 

 

 

 

流入量と放流量の差 

＝約 1,600m
3
/s 

水位低下操作によって増大する最大流量＝約 120m
3
/s 
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2.5.2 放流量の算定方法 

鳴鹿大堰の放流量の算定式は貯水位とゲート開度をパラメータとした以下の計算式が採用され

ている。 
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2.5.3 放流量算定誤差の要因 

洪水時の流入量、放流量、ゲート開度等の関係を分析した結果、誤差の主要な発生要因として

以下の 2点が上げられた。 

 

(1) 放流量の算出に用いる基準水位 

鳴鹿大堰の堰上流水位は、堰上流右岸、左岸の水位計、取水口右岸、左岸の水位計の合計

４か所があり、放流量の算出は、下段扉操作を行う 500m3/s 以上の洪水時については、平成

17年度までは「堰上流右岸」の水位を採用していたが、右岸は弯曲により水位上昇の影響を

受けるため、平成 18年度以降は概ね 1,000m3/s以上となった場合には「取水口・左岸」を採

用している。 

各水位計は、河道の湾曲や水面勾配、取水量等の影響

によって水位差が生じるため、どの水位計の値を採用す

るかで放流量の算定値に差が生じる。 

 

 

(2) 放流量算定式の流量係数 

鳴鹿大堰の放流量の算定式に用いる流量係数 C は、建設段階の水理模型実験等によって、

主ゲート下段扉の流量係数の推定が行われた。但し、この実験は、（ゲート開度 a）／（堰上

流水位ｈ1）が 0.086～0.744の範囲で行われており、ゲートの開度が大きく（a/h1）が 0.744

以上となる場合は流量係数の適用外となる。 

このため、ゲート開度が大きくなると流量係数が実際と異なると推定され、実際の洪水に

おいても（a/h1）＞0.5の範囲で放流量の算定値が流入量より過大になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既設水位計位置

堰上流右岸

取水口右岸

堰下流右岸

堰上流左岸

取水口左岸

堰下流左岸

図 2.5-2 水位計の位置 

期間 対象出水 採用値 備考 

H17 年度まで 
H16.10.20 

H17.07.04 
堰上流・右岸 500m3/s 以上 

H18 年度以降 

H18.07.19 

H23.07.08 

H25.07.29 

H26.08.10 

H30.07.05 

堰上流・右岸 1,000m3/s 程度以下 

取水口・左岸 1,000m3/s 以上 

 

表 2.5-2 堰上流水位の採用値 

 

h1/ａ 

h1/a=2：a/h1=0.5 

h1/a=1.344：a/h1=0.744 

図 2.5-3 水理模型実験による収縮係数の推定 
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2.5.4 放流量算定誤差の補正方法 

平成 25年度の定期報告において提案された放流量算定誤差の補正方法を以下に示す。 

 

(1) 基準水位の見直し 

洪水時における貯水池内の実績水位の分析と、準三次元モデルを用いた実績洪水の再現検

討による貯水池内の水面勾配の分析が行われ、以下の洪水時の水理現象が確認された。 

①堰上流水位計水位は流入量の増加に伴って右岸水位が高くなる傾向がみられ、その水

位差は流入量規模と相関関係がみられる。また、水位計の設置個所付近の河道横断方

向の水面形は左右岸をほぼ直線で結んだ水位であった。 

②取水口水位についても堰上流水位計水位と同様、流入量の増加に伴って右岸水位が高

くなる傾向がみられる。 

③堰上流水位計水位と取水口水位の縦断的な水位差は、流入量が 1,000m3/s 未満ではほ

とんど見られない。1,000m3/s 以上になると左岸では堰上流水位計水位が取水口水位

より高くなるが、右岸では水位差が生じないか、取水口水位が高くなる場合も見られ

る。 

④左右岸の水位差は弯曲部の外岸に発生する高速流の影響で発生することが確認された。 

 

 

 

既設水位計位置

堰上流右岸

取水口右岸

堰下流右岸

堰上流左岸

取水口左岸

堰下流左岸
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水理解析結果 ： 洪水時の貯水池横断水位 （H17.7 洪水  29.6K)  
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以上の結果を踏まえ、平成 18 年度以降に採用された基準水位については、 

●「堰上流・右岸」を用いることは過大な流量が算出される可能性が高い 

●「取水口」の水位は平常時に取水の影響を受けやすい 

●平常時・洪水時で用いる水位計が異なると運用上煩雑となる 

などの理由から、以下に示す基準水位が提案された。 

 

但し、実際の洪水で検証された結果、基準水位の見直しによって改善される誤差は概ね 10％

～15％の低減に止まり、放流量算定誤差の全体を改善するには至らないことが確認された。 

 

 

表 2.5-3 実管理面を勘案した基準水位の選定 

検討条件 貯水位管理 放流量算出 

平常時 ・堰上流右岸水位計 ・取水口水位と堰上流右岸水位の併用 

 右岸土砂吐、右岸微調節：右岸取水口水位 

 左岸土砂吐、左岸微調節：左岸取水口水位 

 中央 4 門       ：堰上流右岸水位 

洪水時 ・堰上流右岸水位計 ・取水口水位と堰上流水位の併用 

 右岸土砂吐、右岸微調節：右岸取水口水位 

 左岸土砂吐、左岸微調節：左岸取水口水位 

 中央 4 門       ：堰上流左右岸水位の平均 

総合検討 ・堰上流右岸水位計 

 

 

 

 

 

 

平常時、洪水時とも

以下とする。 

・堰上流右岸水位計 

 

 

・中央 4 門の放流量算出に使用する水位が平常時と洪水時で異な

っており、運用上煩雑である。 

・管理職員の転勤等に伴って採用している水位がわからなくなる可

能性がある。 

 

 

 

平常時、洪水時とも以下に統一する。 

・取水口水位と堰上流水位の併用 

  右岸土砂吐、右岸微調節：右岸取水口水位 

  左岸土砂吐、左岸微調節：左岸取水口水位 

  中央 4 門       ：堰上流左右岸水位の平均 

 

基準水位 
見直し案 
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(2) 流量係数の補正 

鳴鹿大堰の放流量の算定式に用いる流量係数 C が実際と異なっていることが、誤差が生じ

る主な要因と考えられるため、補正方法を検討した。 

洪水時の堰上流水位低下操作後（一定水位操作時）は、放流量（堰下流放流量＋取水量）

と流入量が等しくなると想定し、流入量から流量係数を逆算して（逆算 C）、C との乖離を

C/逆算 C としてゲート開度と堰上流水深の比（a/h1）との関係を分析した。 

この結果、バラつきはあるもののゲート開度と堰上流水深の比（a/h1）が大きいほど C/逆

算 C が大きくなり、放流量が過大に算出される傾向がみられた。 

ゲート開度と上流水深の比（a/h1）が 0.5 より小さい場合には C/逆算 C がほぼ一定である

のに対し、a/h1 が 0.5 を超えると C/逆算 C が a/h1 に比例して大きくなる傾向がみられるこ

とから、図 2.5-4 に示すとおり、a/h1=0.5 を境界として a/h1 に応じた C の補正率を設定す

ることが提案された。 

y = 1.3096x + 0.2888

R2 = 0.5337

0
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

平均ゲート開度a/堰上流水深h1

Ｃ
／

Ｃ
逆

算
C

／
逆

算
C

C ：流量係数（現採用値）
逆算C：洪水時の実績から逆算で求

めた流量係数

 

図 2.5-4 流量係数の補正率算定 

 

a 

1h  C  ：流量係数 
C ：補正後の流量係数 
a  ：ゲート開度 

1h  ：上流水深 

・a/h1≧0.5 の場合 

以下に示す式により C を補正する 

29.031.1
1





h

a

C
C  

図 2.5-5 流量係数の補正算定式 
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2.5.5 放流量算定誤差の補正方法の検証 

平成 25 年度の定期報告で提案された放流量の補正方法について、最大流入量 2,000m3/s 以上

の洪水を対象に妥当性を検証した。 

 

(1) 検証条件 

●補正方法 

①基準水位の見直し 

計算に用いる上流水位は取水口水位と堰上流水位を併用する。 

 

表 2.5-4 計算に用いる基準水位 

対象とするゲート 採用する水位 

右岸土砂吐、右岸微調節 右岸取水口 水位 

左岸土砂吐、左岸微調節 左岸取水口 水位 

中央 4 門 堰上流左右岸水位の平均 

 

 

②流量係数の補正 

 

・a/h1≧0.5 の場合 

以下に示す式により C を補正する 

29.031.1
1





h

a

C
C   

 

 

 

 

 

●検証方法 

流入量と放流量の算定誤差が大きくなる最大流入量が 2,000m3/s を超える洪水を対象に、

補正しない場合と補正した場合の誤差を算出し、補正方法の効果を確認する。 

 

a 

1h  
C  ：流量係数 
C ：補正後の流量係数 
a  ：ゲート開度 

1h  ：上流水深 
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(2) 検証結果 

平成 16 年度から平成 24 年度までに生じた４洪水については、平成 25 年度の定期報告で

検証結果が報告されており、以下に再掲した。平成 25 年度から平成 29 年度までに生じた２

洪水と平成 30 年度に生じた１洪水の合計３洪水について検証を行った。 

これらの検証の結果、平成 25 年の定期報告で提案された補正方法を採用することで、最大

流入量が 2,000m3/s を超えるすべての洪水において、放流量の算定誤差が縮小する結果が得

られた。 

補正前の算定誤差は、ﾋﾟｰｸ流入量に対して 2％～70％の値であったが、補正により概ね数％

程度の値に縮小した。但し、平成 16 年 10 月の洪水は補正を行うことで誤差は縮小したが、

19％程度の誤差が残った。 

 

表 2.5-5 補正による誤差の縮小 

ピーク放流量

（m3/s）
算定差（m3/s）

（放流量-流入量）

差率
（算定差/ﾋﾟｰｸ流入量）

ピーク放流量

（m3/s）
算定差（m3/s）

（放流量-流入量）

差率
（算定差/ﾋﾟｰｸ流入量）

H16.10月 2186 3786 1600 73.19% 2603 417 19.08%

H17.7月 2375 3087 712 29.98% 2429 54 2.27%
H18.7月 2216 2126 -90 -4.06% 2180 -36 -1.62%
H23.7月 2230 2518 288 12.91% 2159 -71 -3.18%
H25.7月 2250 2299 49 2.18% 2210 -40 -1.78%
H26.8月 2102 2495 393 18.70% 2178 76 3.62%
H30.7月 2356 2623 267 11.33% 2233 -123 -5.22%

補正前
ピーク流入量

（m
3
/s）

年月
補正後

 

 

但し：「補正前」の計算水位は、Ｈ17 年以前は「堰上流右岸」、Ｈ18 年以降は「取水口左

岸」を用いている。 

下記ｸﾞﾗﾌには、流入量、補正前の放流量と、計算に用いた堰上流水位（補正前・後）、補正

後の放流量を記載した。 
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図 2.5-6（1）平成16年10月洪水における放流量検討結果
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図 2.5-6（2）平成17年7月洪水における放流量検討結果 
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図 2.5-6（3）平成18年7月洪水における放流量検討結果 
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図 2.5-6（4）平成23年7月洪水における放流量検討結果 
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図 2.5-6（5）平成25年7月洪水における放流量検討結果
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表 2.5-6 放流量算定の補正方法を用いた計算結果 
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2.6 まとめ 

2.6.1 治水のまとめ 

(1) 洪水時の対応 

鳴鹿大堰では、平成 25 年から 29 年までの 5 年間で、下段扉操作を計 40 回実施しており、

いずれの場合においても鳴鹿大堰の適切な操作により、流入した洪水を阻害することなく安

全に流下させている。なお、下段扉の全開操作を伴う 2,600m3/s 以上の洪水は生じていない。 

 

(2) 流下能力の向上 

鳴鹿大堰改築に伴う河道改修により、堰上下流の流下能力が改善されており、既往最大の

流入量を記録した平成 25 年 7 月洪水では、建設前と比べて鳴鹿堰堤上流の 29.6k～30.4k で

1m 程度の水位低減効果が得られた。 

 

(3) 放流量の算定誤差 

放流量の算定誤差に関する洪水時のデータ蓄積に努め、平成 25 年から 29 年までの 5 年間

に生じた、最大流入量が 2,000m3/sを越える 2回の洪水と参考として平成 30年度の 1回の洪

水を対象に、平成 25年の定期報告で提案された補正方法の妥当性を検証した。この結果、す

べての洪水において誤差が縮小する効果が確認された。また、平成 25年の定期報告において

も同様の検証が行われ、誤差が縮小することが確認されている。 

 

2.6.2 今後の方針 

地域の安全を確保するため、洪水時の適切な対応を引き続き行っていくとともに、これまでの

状況を勘案し、施設や運用方法の改善など、洪水時のよりよい管理を行うために必要な検討を行

っていく。 

放流量の算定誤差については、実洪水を用いて補正方法の妥当性を検証した結果、算定誤差の

縮小が確認されたため、放流量算定の補正方法を採用するものとし、今後、補正方法を採用した

場合の洪水データを蓄積し、補正方法の検証を継続的に行う。



定期報告書(案) 

2.治水 

 2-33 

 

2.7 文献リスト 

 

表 2.7-1 「2.治水」に使用した文献・資料リスト 

No. 文献・資料名 発行者・出典 発行年月 引用ページ・箇所 

2-1 
九頭竜川水系九頭竜川・日野川洪水

浸水想定区域図 

国土交通省 

近畿地方整備局 
平成28年6月 2.1.1洪水浸水想定区域の状況 

2-2 
九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調

査報告書 

財団法人 ダム水源地環境

整備センター 
平成17年3月 

2.2.1洪水時制御の運用計画 

2.4.1 河道改修および堰改築によ

る水位低減効果 

2-3 鳴鹿大堰操作マニュアル 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年4月 2.2.1洪水時制御の運用計画 

2-4 
九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ 

平成25年次報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成26年2月 2.3.3 洪水時操作効果 

2-5 
九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ 

平成26年次報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成27年2月 2.3.3 洪水時操作効果 

2-6 
九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ 

平成28年次報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成29年3月 2.3.3 洪水時操作効果 

2-7 
九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ 

平成29年次報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成30年2月 2.3.3 洪水時操作効果 
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3.1 利水補給計画 

3.1.1 貯水池運用計画 

(1) 貯水量 

鳴鹿大堰の平常時最高貯水位（旧常時満水位）は、T.P.+34.95m とし、総貯水容量は

667,000m3とする。 

また、最低水位は T.P.+34.30ｍとし、有効貯水容量は総貯水容量のうち、T.P.+34.95m か

ら T.P.+34.30mまでの有効水深 0.65ｍに対応する貯水量 132,000m3とする。 

 

(2) 大野市水道用水 

大野市の水道用水として、鳴鹿大堰貯水池内において新たに一日最大 8,640m3の取水を可

能とする。 

大野市の水道用水のための貯水量は、T.P.+34.95m から T.P.+34.30m までの有効貯水容量

132,000m3のうち、85,000 m3とする。 

 

(3) 流水の正常な機能の維持 

堰下流への河川維持用水を流下させるとともに、既得用水の取水位の確保ならびに堰下流

の既得用水の補給を行う。T.P.+34.95mから T.P.+34.30mまでの有効貯水容量 132,000m3の

うち、47,000 m3を利用して補給を行う。旧鳴鹿堰堤では 4.0m3/sの流量を確保していたが、

鳴鹿大堰では 0.1m3/s増量して 4.1m3/sの流量を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1-1 鳴鹿大堰容量配分図 
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3.1.2 利水補給計画 

(1) 不特定補給計画 

旧鳴鹿堰堤においては、九頭竜川の農業用水のうち最大の取水が行われていた。右岸側に

は十郷用水、左岸側には芝原用水があり、合計でかんがい期（4月 1日～9月 30日）に最大

46.605m3/s、非かんがい期（10月 1日～3月 31日）に最大 8.8m3/sを取水し、3市 1町にま

たがる農耕地約 10,400ha を潤している。また、左岸の芝原用水からは福井市上水道として

最大 0.996m3/sの取水も行われている。 

鳴鹿大堰では、取水施設の改築および容量を確保することにより、これらかんがい用水と

水道用水を引き続き安定して取水することを可能としている。 

また、堰下流部の正常流量は、九頭竜川水系工事実施基本計画では、計画ダム等の水需給

のバランスを考慮して中角地点で 10m3/s確保すると定められている。鳴鹿大堰では、堰下流

の正常流量を確保するため、旧鳴鹿堰の下流責任放流量 4.0m3/sに 0.1 m3/sの増進を行い、

4.1 m3/s をかんがい期で確保し、非かんがい期には 10.0 m3/s を確保するものとし、不足分

5.9 m3/s（かんがい期）については、上流ダム群で確保することとした。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 平成18年3月】 

なお、平成 18年 2月に策定された九頭竜川水系基本方針においては、中角地点における流

水の正常な機能を維持するため必要な流量は、利水の現況、動植物の保護・漁業等を考慮し、

4月～8月は概ね 15m3/s、9月～11月は概ね 26m3/s、12月～3月は概ね 17m3/sと定めてい

る。 

【出典：九頭竜川水系河川整備基本方針 流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 平成19年3月】 

図 3.1-2 鳴鹿大堰かんがい区域 
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表 3.1-1 計画用水量 

期 間 

 

区 分 

苗代期 代かき期 普通かんがい期 非かんがい期 

4/1～ 

 4/10 

4/11～ 

 5/15 

前期 後期 
10/1～ 

 10/31 

11/1～ 

 3/31 
5/16～ 

 8/31 

9/1～ 

 9/30 

最大 

取水量

(m3/s) 

九頭竜川左岸取水口 7.539  11.345  8.131  7.539  3.300  3.300  

九頭竜川右岸取水口 21.522 35.260 31.318 25.504  5.500  5.500  

計 29.061 46.605 39.449 33.043  8.800  8.800  

福井市上水道(m3/s) 
4/1～4/31 5/1～6/10 6/11～9/30 10/1～3/31 

0.7 0.949 0.996 0.7 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰操作規則 平成18年4月】 
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(2) 水道用水 

社会経済の発展並びに生活様式の変化等に伴い、都市用水の需要増加が見込まれ、将来の

水不足が懸念されている大野市に対し、水道用水として新たに 0.1 m3/sを開発する。 

大野市においては、これまで水道用水の水源を地下水に依存してきたが、近年涵養量の減

少に加えて利用者が増加してきたため地下水位が低下し、毎年自家用井戸の取水障害が発生

するようになってきている。また、社会経済の発展や生活様式の変更に伴い、今後、さらに

水需要の増加が見込まれている。 

大野市の上水道は、地下水を水源として昭和 52 年（1997 年）度に南部地域に計画給水人

口 5,200 人、計画 1 日最大給水量 2,600 m3/日で創設し、昭和 61 年（1986 年）度に乾側区

域の拡張を行い計画給水人口 7,000人、計画 1日最大給水量 3,300 m3/日とした。 

今後の上水道計画（平成 4 年度時点）は、平成 20年（2008 年）度までに給水対象区域を

市内行政区 103 地区、計画給水人口 22,400 人に拡張することになっており、計画 1 日最大

給水量は 11,200 m3/日と予測されている。しかし、地下水位低下が進んでいることを考える

と、将来にわたって水源を地下水に依存していくことには限界がある。したがって、上水道

の普及促進により安全で安定した飲料水を供給するためには、新たな水資源開発が必要とな

っていた。 

そこで、市街地への給水計画により増大する給水量を補うため、鳴鹿大堰では利用可能な

T.P.+34.30m 以上の河道の容量 132,000m3 のうち、85,000m3 を利用して大野市の水道用水

として新たに 0.1 m3/sの供給を行うこととした。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 平成18年3月】 

なお、鳴鹿大堰より取水している福井市の上水道は、笹生川ダムに水源をもっており、大

野市は五条方地点（真名川）にて取水したい意向があったため、鳴鹿大堰の水源と笹生川ダ

ムの水源を交換することにより、取水を可能とした。 

【出典：九頭竜川中流堰 60問九頭竜川中流堰想定問答集 平成 2年 10月】 

九頭竜湖

五条方
（大野市取水地点）

鳴鹿大堰

笹生川ダム

 

図 3.1-3 大野市と鳴鹿大堰の位置  
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3.2 利水補給実績 

3.2.1 鳴鹿大堰からの取水実績 

旧鳴鹿堰堤及び鳴鹿大堰による農業用及び上水道用の取水量を以下に示す。 

鳴鹿大堰では、暫定運用開始(平成 11 年 3 月)以降も、旧鳴鹿堰堤運用時と同様、安定した取

水が確保されている。 
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図 3.2-1 各年の取水状況 

 

 

【出典：北陸農政局 取水量報告書（～H20）、鳴鹿大堰堰諸量データ（H21～H29）】 
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3.2.2 下流への放流実績 

鳴鹿大堰における流入量の年間総量（但し、H11 は 4 月～12 月の合計値）と低水流量・渇水

流量の状況を図 3.2-2に、放流量の年間総量（但し、H11は 3月～12月の合計値）と低水流量・

渇水流量の状況を図 3.2-3に示す。また、平成 11年～29年の最低、最大、並びに、平均流量を

表 3.2-1に示す。 

平成 11 年 3 月の鳴鹿大堰暫定運用開始以降に渇水は発生していないが、平成 20 年は平年に

比べて流量が少なく、運用開始以降初めて最低日放流量が維持流量（4.1m3/s）となっている。 
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図 3.2-2 鳴鹿大堰における流入量 
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図 3.2-3 鳴鹿大堰から下流への放流量 

【出典：鳴鹿大堰管理年報】
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表 3.2-1 鳴鹿大堰暫定運用以降の放流量 

 
最低日放流量 

(m3/s) 

最大日放流量 

(m3/s) 

日平均放流量 

(m3/s) 

平成 11年(4～12月) 30.8  559.7 100.3 

平成 12年(1～12月) 35.2  349.7  95.8 

平成 13年(1～12月) 21.7  385.4  95.1 

平成 14年(1～12月) 27.7  981.6 128.1 

平成 15年(1～12月) 46.7  747.6 140.5 

平成 16年(1～12月) 46.3 1068.7 152.1 

平成 17年(1～12月) 19.2 1437.8 121.2 

平成 18年(1～12月)  5.4 2138.6 144.4 

平成 19年(1～12月) 10.7 1271.9 107.2 

平成 20年(1～12月)  4.1  806.1  93.9 

平成 21年(1～12月) 13.4  680.3  98.5 

平成 22年(1～12月) 23.5  637.2 146.5 

平成 23年(1～12月) 33.3 1078.8 142.5 

平成 24年(1～12月) 25.1 570.0 123.1 

平成 25年(1～12月) 45.3 860.9 143.7 

平成 26年(1～12月) 40.9 663.7 122.5 

平成 27年(1～12月) 23.2 776.6 150.3 

平成 28年(1～12月) 30.5 581.0 99.4 

平成 29年(1～12月) 43.3 1120.2 138.0 

注）平成 11 年 3 月は鳴鹿大堰暫定運用開始に伴い放流量が通常時と異なっており

表に記載しない。 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成 29年次報告書】 
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3.3 利水補給効果の評価 

3.3.1 既得用水の安定的な確保 

鳴鹿大堰における本運用開始以後の農業用水の実績日取水量と計画用水量の関係は図 3.3-1

と図 3.3-2に示すとおりであり、計画用水量に応じた適切な取水が行われている。 

鳴鹿大堰における農業用水の取水量は最大 46.605m3/s であり、九頭竜川水系全体における農

業用水最大取水量 105.4727m3/s のうち 44％、また、かんがい面積では 46％を占めている。九

頭竜川本川でみると、農業用水最大取水量の 83%、かんがい面積の 87％を占めている。 

福井県における水稲収穫農家数は大幅な減少傾向にあり、昭和 40年代と比べるとおよそ 2割

程度まで減少している。作付面積および収穫量も年々減少傾向にあるが、作付面積は、昭和 40

年代と比べるとおよそ 5割程度、水稲収穫量についてはおよそ 6割程度までの減少にとどまって

いる。鳴鹿大堰における安定的な農業用水の取水確保は、福井平野における農業生産に大きく寄

与しているといえる。 

 
 

図 3.3-1 10年間（平成20～29年）の鳴鹿大堰における取水状況 
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図 3.3-2 5年間（平成25～29年）の鳴鹿大堰における取水状況 
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【出典：鳴鹿大堰堰諸量データ】 

【出典：北陸農政局 取水量報告書（H20）、鳴鹿大堰堰諸量データ（H21～29）】 
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※H2,H12,H17,H27は販売農家数【出典：農林業センサス】 

図 3.3-3 福井県における水稲収穫農家数の経年変化 
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【出典：農林水産省作物統計】 

図 3.3-4 福井県における水稲作付面積の経年変化 
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【出典：農林水産省作物統計】 

図 3.3-5 福井県における水稲収穫量の経年変化 
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表 3.3-1 九頭竜川水系における農業用水 

河川 水利使用名称 水利権量（最大） 

(m3/s) 

かんがい面積 

(ha) 

九頭竜川 布新田新揚水機 0.082 5.26 

小舟渡土地改良区 1.897 275.6 

川崎揚水機 0.0437 3.3 

勝山大用水 1.899 200 

九頭竜川下流右岸（鳴鹿大堰） 35.268 12,040.7 

九頭竜川下流左岸（鳴鹿大堰） 11.337 

塚原野用水 1.393 232 

正善揚水機 0.116 8.25 

天菅生揚水機  1.5 

神明下用水鳴鹿揚水機 0.016 11 

九頭竜川及び

日野川 

九頭竜川左岸農業用水事業 4.254 1,058 

日野川 国営日野川用水土地改良事業 17.152 5,537.9 

十一ヶ用水 2.012 386.9 

松ヶ鼻頭首工 3.701 1,653.7 

深谷揚水機 0.083 17.4 

竹生揚水機 0.125 10.5 

片粕揚水機 0.25 64 

楢原揚水機 0.178 18.7 

久喜津揚水機 0.083 7 

朝宮揚水機 0.07 6.9 

社用水 0.586 133.0 

久喜津第二揚水機 0.017 1.28 

片粕第二揚水機 0.060 4.08 

大瀬揚水機  20.0 

角折揚水機  19.49 

下市場揚水機  30 

清水揚水機  20 

真名川 真名川用水頭首工 12.35 1,285.6 

兵庫川 坂口海ヶ埼堰 1.722 438 

七瀬川 山梨子井堰  233 

天王川 七郷堰 1.41 288 

足羽川 足羽川頭首工 9.368 2,065.3 

部子川 藤原用水  0.4 

笹ヶ瀬口用水  0.25 

笹ヶ瀬用水  0.2 

ビワ首用水  1.0 

荒谷口用水  1.0 

屋敷前用水  0.9 

落合用水  1.0 

合計 105.4727 26,081.11 
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農・許 川崎揚水機 0.0437m3/s（排水取水）

竹田川

農・許 正善揚水機 0.116m3/s（排水取水）

農・許 布施田新揚水機 0.082m3/s（排水取水）

七瀬川

農・許 九頭竜川左岸農業用水 4.254m3/s

工 福井臨海工業用水道 0.390m3/s

農・慣 天菅生揚水機

工 福井臨海工業用水道（補助） 0.390m3/s
他 永平寺町公園用水 0.018m3/s

鳴鹿大堰

農・許 九頭竜川下流右岸取水口 35.268m3/s

他 福井県消雪用水（国道364号線・県道17号線） 0.06m3/s

他 永平寺町消雪用水 0.100m3/s

農・慣 神明下用水鳴鹿揚水機

他 内水面総合センター 0.123m3/s

農・許 九頭竜川下流左岸取水口 11.337m3/s

上 福井市水道 0.996m3/s

他 福井市消雪用水（国道364・416号線） 0.030m3/s

他 高橋砂利洗浄用水 0.0030m3/s

農・許 小舟渡用水 1.897m3/s

滝波川

浄土寺川

女神川

下荒井堰

真
名

川
農・許 勝山大用水 1.899m3/s

富田堰堤

壁倉P/S（北電）80.0m3/s～9.08m3/s

仏原ダム

九

頭

竜

川

日野川

市荒川P/S（関電）80.0m3/s～20.0m3/s

4

打波川

1

2

3

①西勝原第一P/S（北電）11.13m3/s～1.53m3/s

②西勝原第二P/S（北電）26.41m3/s～3.88m3/s

③西勝原第三P/S（北電）56.0m3/s～22.02m3/s

④富田P/S（北電）80.0m3/s～12.21m3/s

石徹白川 鷲ダム

九頭竜ダム

湯上P/S（電発）53.0m3/s～21.43m3/s

長野P/S（電発）266.0m3/s～20.49m3/s

農・許 塚原野用水 1.393m3/s

 

 

図 3.3-6 九頭竜川における水利用の現況模式図 
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鳴鹿大堰では、九頭竜川流域の農業用水取水量
の44％、水道用水取水量の47％を取水

 

 

【出典：九頭竜川水系河川整備基本方針資料】 

図 3.3-7 九頭竜川における水利用状況 

 

上   大野市水道 0.1m3/s 
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3.3.2 下流河川の流量の確保 

鳴鹿大堰においては、操作規則により、堰下流への維持流量をかんがい期（4/1～9/30）には

4.1m3/s、非かんがい期（10/1～3/31）には 10 m3/s流下させることとなっている。 

平成 25年～29年における鳴鹿大堰の流況は図 3.3-8に示すとおりであり、堰下流への維持流

量としてかんがい期には 4.1 m3/s、非かんがい期には 10 m3/sを確保する放流を行っている。な

お、近年、九頭竜川では取水制限は実施されていない。 
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【出典：鳴鹿大堰管理年報、鳴鹿大堰堰諸量データ】 

図 3.3-8 鳴鹿大堰における流況 
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3.3.3 新取水施設による効果 

新取水施設は、鳴鹿大堰の常時満水位(T.P.+34.95m)が旧鳴鹿堰堤の常時満水位(T.P.+35.9m)

より 0.95m 低くなることから、水位が低下しても取水できるよう流量調節ゲートを設置した。

また、取水口の幅を広げたことにより、1.0m/sを超えていた旧取水口での流速が 0.5m/sに低減

された。この改修により、取水口にゴミが入りづらく、魚類、特に遊泳力の弱い稚仔魚も吸い込

まれにくくなり、安定した取水を可能としている。 

 

 

表 3.3-2 新旧取水施設の比較 

 左岸 右岸 
摘要 

旧取水施設 新取水施設 旧取水施設 新取水施設 

取水口断面 

幅(m) 3.00 5.00 3.00 5.00 

 水深(m) 2.00 2.60 2.00 3.75 

連数 2 2 5 6 

計画取水位 

(T.P. m) 
35.900 34.300 35.900 34.300  

取水口流速 

(m/s) 
1.02 0.47 1.18 0.46 

基準では

0.5m/s以下 

基準：土地改良事業計画設計基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3-9 鳴鹿大堰及び鳴鹿堰堤の右岸取水施設 

 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調査報告書 平成17年3月】 

 

 

旧右岸取水施設取水口 新右岸取水施設取水口 

取水口にゴミ等は 
溜まっていない 
取水口流速：0.46m/s 

旧右岸取水施設 

旧取水施設 

旧取水口 

新右岸取水施設 

新取水施設 
新取水口 

取水口にゴミ等が溜ま
っている。 
取水口流速：1.18m/s 
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3.4 まとめ 

3.4.1 利水補給のまとめ 

鳴鹿大堰では、下流河川の維持用水を流下させるとともに、既得用水である下流域の農業用水

の補給を行い、堰下流の流水の正常な機能を維持するとともに、大野市の水道用水の新規取得を

可能としている。 

鳴鹿大堰左右岸の取水施設の整備および日々の運用により、流入量の変動に関わらず安定した

取水を可能とし、地域の発展に貢献している。 

 

3.4.2 今後の方針 

今後も安定した農業用水および水道用水の補給に貢献するため、適切な堰管理を継続していく。 
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3.5 文献リスト 

 

表 3.5-1 「3.利水補給」に使用した文献・資料リスト 

NO. 文献・資料名 発行者・出典 発行年月 引用ページ・箇所 

3-1 九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 
近畿地方建設局 

福井河川国道事務所 
平成18年3月 3.1.2利水補給計画 

3-2 九頭竜川水系河川整備基本方針 国土交通省 平成18年2月 
3.1.2利水補給計画 

3.3.1既得用水の安定的な確保 

3-3 九頭竜川鳴鹿大堰事業誌 
近畿地方建設局 

福井河川国道事務所 
平成19年3月 3.1.2利水補給計画 

3-4 九頭竜川鳴鹿大堰操作規則  平成18年4月 3.1.2利水補給計画 

3-5 
九頭竜川中流堰 60 問九頭竜川中流

堰想定問答集 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成2年10月 3.1.2利水補給計画 

3-6 北陸農政局取水量報告書 北陸農政局 
（～平成20年の

データ） 

3.2.1鳴鹿大堰からの取水実績 

3.3.1既得用水の安定的な確保 

3.3.2下流河川の流量の確保 

3-7 鳴鹿大堰堰諸量データ 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 

（平成21年～平

成29年のデータ） 

3.2.1鳴鹿大堰からの取水実績 

3.3.1既得用水の安定的な確保 

3.3.2下流河川の流量の確保 

3-8 鳴鹿大堰管理年報 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
― 

3.2.2下流への放流実績 

3.3.2下流河川の流量の確保 

3-9 
九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ 

平成29年次報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成30年2月 3.2.2下流への放流実績 

3-10 農林業センサス 農林水産省  3.3.1既得用水の安定的な確保 

3-11 農林水産省作物統計 農林水産省  3.3.1既得用水の安定的な確保 

3-12 
九頭竜川鳴鹿大堰モニタリング調

査報告書 

ダム水源地環境整備セ

ンター 
平成17年3月 3.3.3新取水施設による効果 
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4.1 堆砂測量実施状況 

鳴鹿大堰では貯水池容量の適正な運用を目的として、貯水池容量の実態把握のため堆砂状況調

査を行っている。 

堆砂測量は鳴鹿大堰調査測定要領（平成 18年 4月）に基づき、以下に示す調査方法により実

施している。 

① 調査方法は「ダム管理例規集平成 15年版」の「ダムの堆砂状況調査要領（案）」を参考と

して行うものとする。 

② 調査範囲は大堰地点から距離標 31.2kとする。ただし堆砂状況等により変更することがあ

る。 

③ 横断測量間隔は 200mを基本とする。 

④ 調査時期は 2年に 1回を基本とする。 

【出典：鳴鹿大堰調査測定要領 平成 18年 4月】 

 

平成 11年の鳴鹿大堰暫定運用開始以降、湛水域内の堆砂測量は平成 16年から平成 28年まで

隔年で合計 7回実施されている。測量位置は図 4.1-1に示すとおりである。 
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図 4.1-1 鳴鹿大堰測量位置(測線図) 

【出典：鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 平成29年2月】 
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4.2 堆砂実績の整理 

4.2.1 堆砂量の整理 

平成 11年の鳴鹿大堰暫定運用開始以後、湛水域内の堆砂測量は平成 16年、平成 18年、平成

20年、平成 22年、平成 24年、平成 26年、平成 28年の 7回実施されている。 

 

表 4.2-1 鳴鹿大堰の貯水容量および堆砂量 

容量 利水容量(m3) 貯水容量(m3) 総貯水容量(m3) 堆砂量(m3) 

計画 132,000.00 535,000.00 667,000.00 － 

H16測量結果による計算値 133,412.81 486,219.76 619,632.57 47,367.43 

H18測量結果による計算値 133,019.80 501,592.64 634,612.43 32,387.57 

H20測量結果による計算値 131,444.86 479,252.04 610,696.91 56,303.09 

H22測量結果による計算値 131,035.57 489,714.86 620,750.43 46,249.57 

H24測量結果による計算値 131,829.34 486,596.65 618,425.99 48,574.01 

H26測量結果による計算値 132,055.41  487,392.73  619,448.14  47,551.86  

H28測量結果による計算値 131,896.83  485,032.04  616,928.87  50,071.13  

H26と H28の堆砂量の比較 2,519.27 
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堆砂量の算出は測量結果から得られた総貯水量と公称との比較で行った
 

図 4.2-1 鳴鹿大堰流入量と堆砂量との比較 

 

表 4.2-1 に平成 28 年の測量結果から算出された貯水容量と堆砂量を示した。これより、平成

28 年度の鳴鹿大堰湛水域の堆砂量は 50,071.13m3 と算出され、平成 26 年度と比較して

2,519.27m3増加している。 

図 4.2-1 に平成 11 年以降の年平均流入量および年最大流入量と堆砂量を示した。年最大流入

量は平成 16年～18年は 2000m3/sを越える出水が続いていたが、平成 19年～20年は大規模な

出水は発生しておらず、下段扉の操作回数も少なかったことから、堆積が進み、平成 20 年の堆

砂量は増加したと考えられる。平成 22 年～平成 23 年にはやや大きな出水があったため、平成
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22 年、平成 24 年の堆砂量は平成 20 年に比べて減少したと考えられる。また、平成 28 年は平

成 26 年と比べて堆砂量が多かったが、平成 27 年～28 年にかけて大規模な出水が少なかったこ

とが要因であると考えられる。 

鳴鹿大堰湛水域においては、大規模な出水が発生すれば、湛水域内の土砂は下流に排出される

が、出水が少ないと、土砂の堆積が進行すると考えられる。 

平成 20年から平成 28年の断面を図 4.2-2に示す。平成 28年度には、堰直上流（29.6k付近）

では左岸側で最大 0.7m の堆積、右岸側で最大 0.4m の浸食が確認された。もっとも大きな河床

変動が生じた箇所は河道湾曲部（30.6k 付近）であり、最大 1.0m の堆積が確認された。この要

因として、前年度に当該箇所上流部で大きな侵食が発生していたため、侵食された土砂が当該箇

所付近に堆積したことが考えられた。 
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図 4.2-2 (1) 20年、24年および28年の断面比較図（29.6k、29.8k） 

【出典：鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 平成29年2月】 
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図 4.2-2 (2) 20年、24年および28年の断面比較図（30.0k、30.2k） 

【出典：鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 平成29年2月】 
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図 4.2-2 (3) 20年、24年および28年の断面比較図（30.4k、30.6k） 

【出典：鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 平成29年2月】 
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図 4.2-2 (4) 20年、24年および28年の断面比較図（30.8k、31.0k） 

【出典：鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 平成29年2月】 
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図 4.2-2 (5) 20年、24年および28年の断面比較図（31.2k） 

【出典：鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 平成29年2月】 
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図 4.2-3 堰上流の最深河床高比較 
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図 4.2-4 堰上流の平均河床高比較 
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4.2.2 堰下流の堆積状況 

堰直下（29.0k～29.4k）における堆積状況について、平成 20 年、22 年、24 年、26 年、28

年の横断測量結果を図 4.2-5に比較した。平成 26年から 28年の河床変動の状況を見ると、堰直

下流である 29.4k付近では、概ね中央部から右岸側で堆積の傾向が見られた。また、29.4kより

下流の箇所においては、全体的に若干の堆積傾向が見られる。 

 

 

 

 

 

  

 

図 4.2-5 堰下流の断面比較図 

 

【出典：鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 平成29年2月】

29.0k+0.0 

29.2k+0.0 

29.4k+0.0 
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4.2.3 河床材料の変化 

鳴鹿大堰周辺では、平成 3年より底質調査を実施している。平成 29年の底質調査地点は以下

のとおりである。 

 

 

図 4.2-6 平成29年の底質調査地点 

 

 

鳴鹿大堰周辺における河床材料の粒度組成の経年的変化は図 4.2-7に示すとおりである。 

これまでの調査結果より、鳴鹿大堰が暫定運用を開始した平成 11 年 3 月以降において湛水域

及び下流河川の粒度組成に大きな変化がみられた。これは、可動堰である鳴鹿大堰では、出水時

などの下段扉操作が行われると堰上流に堆積していた土砂分が下流域に流出するためである。こ

のため、底質は出水による堰の下段扉の操作によって絶えず変動しているものと推測される。 

湛水域内では平成 25 年から平成 27 年にかけて中礫、細礫が多い状態が続いていたが、平成

28 年、29 年には粗砂、細砂が大半を占める状態となった。平成 27 年は出水の規模が例年より

もやや小さかったため、平成 28年には細粒分の堆積が進んだと考えられる。 

本川下流では平成 25年は前年と比較して粗砂、細砂が多くなったが、平成 26年以降は中礫、

細礫が多い状態となっている。平成 24 年は出水の規模が例年よりも小さく、出水も少なかった

ため、平成 25年にかけて細粒分の堆積が進んだと考えられる。 
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成 29年次報告書】 

図 4.2-7 粒度組成・含水率の経年変化 

注 1）経年的に調査が行われている各年の 8月のデータを比較した。 
注 2）鳴鹿大堰直上流（St.5）：平成 12年までは鳴鹿橋下流のデータを使用。鳴鹿橋下流と鳴鹿大堰直上流はほぼ同一地点。 

注 3）福松大橋付近     ：平成 13～15年は福松大橋で調査を実施していないため、最も近い距離標 26km(St.4)付近のデ
ータを使用した。 

・鳴鹿大堰直上流（St.5） 

・福松大橋付近 
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【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成 29年次報告書のデータを編集】 

図 4.2-8 粒度組成・含水率の経年変化 

コロイド(0.001mm以下) 粘土 (0.005mm以下)

シルト(0.074～0.005mm) 細砂 (0.42～0.074mm)
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中礫 (20～4.76mm) 粗礫 (20～75mm)

含水率
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4.3 堆積土砂の変遷 

近年の航空写真を整理したところ、以下のことが確認された。 

大堰直下の堆積土砂は平成 15年ごろからみられるようになり、年々拡大するとともに標高も

高くなっていると考えられる（平成 18年の堆積土砂には植生がみられないが、平成 22年の砂

州には草本がみられる）。 

なお、平成 18年から平成 20年の間に 3号主ゲート前の砂州が無くなっているが、これは河

床掘削によるものである（砂利採取は平成 18年 1～3月に 29.2～29.4+40kで行われた）。 

平成 22 年から平成 25 年にかけて、大堰直下の堆積土砂が拡大している様子が確認できる。

また、砂州上の植生が衰退し、土砂が確認できる部分が拡大している。 
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4.4 まとめ 

4.4.1 堆砂のまとめ 

鳴鹿大堰の貯水池では、回転率（年総流入量/総貯水容量）が非常に高いことと、大規模な出

水時における下段扉の操作によるアンダーフロー放流等によって、堰上流湛水域における堆砂の

問題は生じていないものと考えられる。堰の直下流においては、河道の中央部から右岸側で堆積

傾向がみられるが、現状では堰操作への支障はない。 

 

4.4.2 今後の方針 

今後も河川測量などを継続して実施し、堆砂量を把握していく。 

また、堰直下流の堆砂が進行している箇所については、流下能力の低下や樹林化などが懸念さ

れるため、必要に応じて河道掘削、樹木伐採等を行う。 
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4.5 文献リスト 

 

表 4.5-1 「4.堆砂」に使用した文献・資料リスト 

No. 文献・資料名 発行者・出典 発行年月 引用ページ・箇所 

4-1 鳴鹿大堰調査測定要領 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成 18年 4月 4.1堆砂測量実施状況 

4-2 鳴鹿大堰縦横断測量業務報告書 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成29年2月 

4.1堆砂測量実施状況 

4.2.2堰下流の堆積状況 

4-3 九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ 

平成29年次報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成 30年 2月 

4.2.1堆砂量の整理 

4.2.3河床材料の変化 

4-4 鳴鹿大堰航空写真 
国土地理院 

鳴鹿大堰管理所 

平成 11年 

～平成 25年 
4.3堆積土砂の変遷 
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5.1 評価の進め方 

5.1.1 評価方針 

(1) 評価の方針 

「5.水質」では、評価として「水質の評価」を行う。 

「水質の評価」では、鳴鹿大堰内、流入河川及び下流河川における水質調査結果をもとに、

流入・下流水質の関係から見た堰の影響、経年的水質変化からみた流域及び堰の影響、水質

障害の発生状況について評価するとともに、改善の必要性を示す。 

 

(2) 評価期間 

鳴鹿大堰の水質データは、平成 3 年から存在するが、このうち、水質における評価期間は

鳴鹿大堰の暫定運用開始時期である平成 11 年から平成 29 年を対象とする。 

なお、鳴鹿大堰建設前と建設後の水質を比較するため、鳴鹿大堰建設前の評価期間として、

水質データが存在する平成 3 年から平成 10 年までについても整理の対象とする。 

 

(3) 評価範囲 

水質の評価範囲は、鳴鹿大堰上流の水質調査地点である直轄区間上流端地点から、鳴鹿大

堰下流の中角地点までの間とした。 
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5.1.2 評価手順 

鳴鹿大堰における水質に関する評価は以下の手順で検討を行った。 

(1) 必要資料の収集・整理 

(2) 基本事項の整理 

(3) 水質状況の整理 

(4) 社会環境からみた汚濁源の整理 

(5) 水質の評価 

(6) まとめ 

 

(1) 必要資料の収集・整理 

評価に必要となる基礎資料として、自然・社会環境に関する資料、鳴鹿大堰の水質調査状

況、水質調査結果、鳴鹿大堰の諸元を収集整理する。 

 

(2) 基本事項の整理 

水質に関わる評価を行うにあたり基本的な事項となる、環境基準の類型指定、水質調査地

点及び評価期間と水質調査状況を整理する。 

 

(3) 水質状況の整理 

定期水質調査を基本として、流入・下流河川及び鳴鹿大堰湛水域内の水質状況及び大堰周

辺の底質状況を整理するとともに、水質障害の発生有無についても整理する。 

 

(4) 社会環境からみた汚濁源の整理 

鳴鹿大堰内および放流先河川の水質は、貯水池の存在による影響だけでなく、流域の変化

や生活排水対策状況の変化の影響も受ける。特に水質状況が経年的に変化している場合には

流域社会環境の変遷について調査・整理し、水質変化の要因の考察に資するものとする。 

 

(5) 水質の評価 

水質の評価項目の考え方としては、対象水系にあって、鳴鹿大堰が存在することによって

水質に及ぶ影響項目を選定する。 

鳴鹿大堰の存在によって変化する事象としては、止水環境の形成、貯水池出現による利活

用が挙げられる。これに伴い、水質に及ぶ影響項目としては、水温跳躍の形成、洪水後の微

細土砂の浮遊、基礎生産者の変遷、流域負荷のため込み、堰操作が考えられる。 

これら水質に及ぶ影響項目から、鳴鹿大堰で評価すべき事項として、環境基準項目、水温

の変化、富栄養化、底質、下流河川への影響を取り上げることとする。 

 

(6) まとめ 

水質の評価を整理し、改善の必要性等を整理する。 
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5.2 基本事項の整理 

5.2.1 鳴鹿大堰の水質に関わる外的要因 

鳴鹿大堰の水質に関する整理・評価にあたっては、鳴鹿大堰の水質に関する特性・条件を念頭

において行うものとする。 

 

(1) 鳴鹿大堰の位置 

鳴鹿大堰は、九頭竜川の河口から約 29.6km 地点に位置しており、九頭竜川の流域面積

2,930km2に対して、鳴鹿大堰の流域面積は 1,181.8km2となっている。鳴鹿大堰の上流には、

大野市、勝山市などがあり、九頭竜川上流部には複数のダムが存在している。 

  

 

図 5.2-1 鳴鹿大堰の流域概要 

 

(2) 回転率が大きい貯水池 

鳴鹿大堰の総貯水容量は 66.7 万 m3 であるのに対し、年間総流入量の平均は約 40 億 m3/

年（平成 16～29 年平均）であり、回転率が約 6 千回／年、1 日あたり平均 16 回と非常に回

転率が大きい貯水池である。回転率が大きいということは、貯水池の水交換が促進されやす

いことを意味し、水質上は良い方向に位置付けられる。 

九頭竜川流域 

鳴鹿大堰 
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5.2.2 環境基準類型指定状況の整理 

環境基準とは、人の健康の保護および生活環境の保全のための目標であり、環境基本法第 16

条に基づいて設定されるものである。環境基準は「維持されることが望ましい基準」であり、水

質汚濁についても対象となっている。 

鳴鹿大堰の類型指定状況は表 5.2-1 に示すとおりである。 

 

表 5.2-1 類型指定状況 

ダム名 
環境基準 

指定年 
環境基準 

環 境 基 準 値 

BOD pH SS DO 大腸菌群数 

鳴鹿大堰 

昭和 47年 3月 

(石徹白川合流点～

日野川合流点) 

河川 

A類型 

2mg/L 

以下 

6.5以上 

8.5以下 

25mg/L 

以下 

7.5mg/L 

以上 

1,000MPN/100mL

以下 

 

 

図 5.2-2 九頭竜川における環境基準の類型指定状況 

【出典：環境 GIS（公共用水域の類型指定）,国立環境研究所】 

岐岐岐阜阜阜県県県   
郡郡郡上上上市市市   
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川 
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川 
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川 

野 

日 川 

足 
羽 

荒鹿橋 

布施田橋 

豊橋 

凡 例 

：環境基準地点 

中角橋 

土布子橋 

明治橋 

水越橋 

天神橋 

B 類型 

清水山橋 

A 類型 

B 類型 

A 類型 

鳴鹿大堰 

B 類型 

A 類型 

A 類型 
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5.2.3 水質調査地点と対象とする水質項目 

(1) 水質調査地点 

鳴鹿大堰においては、大堰管理者（国土交通省）により直轄区間上流端（本川上流）、鳴鹿

橋（湛水域）、福松大橋（本川下流）の 3 地点において水質調査を実施している。 

これらに公共用水域水質測定が実施されている中角橋（本川下流）を含めた計 4 地点を対象

に整理を行う。 

 

 

 

図 5.2-3 水質調査地点位置 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ平成29年次報告書】 

 

 

図 5.2-4 水質調査地点模式図 
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(2) 水質調査項目 

鳴鹿大堰において継続的に水質調査を実施している直轄区間上流端、鳴鹿橋、福松大橋にお

ける水質調査項目と調査頻度は下表のとおりである。 

 

表 5.2-2 水質調査項目及び頻度 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 計 

生
活
環
境
項
目 

pH ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

DO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

BOD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

COD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

SS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

大腸菌群数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

総窒素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

総リン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質     ○      ○  2 

全亜鉛     ○      ○  2 

健
康
項
目 

カドミウム     ○      ○  2 

鉛     ○      ○  2 

全シアン     ○      ○  2 

クロム（6価）     ○      ○  2 

ヒ素     ○      ○  2 

総水銀     ○      ○  2 

PCB     ○      ○  2 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     ○      ○  2 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     ○      ○  2 

四塩化炭素     ○      ○  2 

ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ     ○      ○  2 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ     ○      ○  2 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ     ○      ○  2 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ     ○      ○  2 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     ○      ○  2 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ     ○      ○  2 

ベンゼン     ○      ○  2 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ     ○      ○  2 

チウラム     ○      ○  2 

シマジン     ○      ○  2 

チオベンカルブ     ○      ○  2 

セレン     ○      ○  2 

ふっ素     ○      ○  2 

ほう素     ○      ○  2 

硝酸性窒素     ○      ○  2 

亜硝酸性窒素     ○      ○  2 

そ
の
他
項
目 

濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

アルカリ度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

カルシウム ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

塩素イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

クロロフィル a ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

電気伝導度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

【出典：鳴鹿大堰調査測定要領 平成18年4月】 
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5.2.4 水質調査状況の整理 

鳴鹿大堰における水質調査の実施状況を表 5.2-3 に示す。 

 

表 5.2-3 鳴鹿大堰関連の河川水質調査実施状況 

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

①直轄区間上流端 A類型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②鳴鹿橋 A類型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

③福松大橋 A類型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

④中角橋注1) A類型 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

調査
項目

調査地点
環境類型
区分

年度

河
川
水
水
質

工事の実施状況

工事前

本体工事

工事中

撤去工

暫定運用

本運用  

注１） 中角橋のみ公共用水域水質測定結果を使用 

注２） ○：月１回調査（生活環境項目）、※8月のみ健康項目も実施(H17～) 

注３） 環境類型区分（Ａ類型） 

水素イオン濃度(ｐＨ)：6.5以上 8.5以下、ＢＯＤ：2mg/l以下、浮遊物質量(ＳＳ)：25mg/l以下 

溶存酸素量(DO)：7.5mg/l以上、大腸菌群数：1,000MPN/100ml以下 
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5.3 水質状況の整理 

5.3.1 水理・水文・気象特性 

(1) 流入量と降水量 

鳴鹿大堰暫定運用開始以降の平成 11 年から 29 年のダム諸量と日降水量の推移を図 5.3-1

に示す。流入量と放流量の散布図に見られるように、鳴鹿大堰ではほぼ流入量＝放流量とな

っている。年降水量は平成 11 年から 29 年の平均で 2,340mm であり、最大が平成 17 年で

2,731mm、最小が平成 20 年で 1,965mm となっている。 
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図 5.3-1 ダム諸量と鳴鹿大堰の日降水量 
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図 5.3-2 鳴鹿大堰の年降水量（福井気象観測所） 
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(2) 流況と回転率 

1) 流況 

鳴鹿大堰の管理開始以降（平成 16 年以降）の流況（流入量）を表 5.3-1 及び図 5.3-3 に示

す。 

表 5.3-1 鳴鹿大堰流況（流入量）整理結果表 

 最大流量 

（m3/s） 

豊水流量 

（m3/s） 

平水流量 

（m3/s） 

低水流量 

（m3/s） 

渇水流量 

（m3/s） 

最小流量 

（m3/s） 

年平均流量 

（m3/s） 

年総流入量 

（106m3/s） 

平成16年 2,258.9  180.1  123.1  89.0  59.0  29.8  152.6  4,827.2  

平成17年 2,418.6  149.1  94.0  60.0  23.8  12.8  121.2  3,820.9  

平成18年 2,232.4  204.1  97.6  56.9  19.5  12.9  144.4  4,552.6  

平成19年 1,441.6  126.0  87.4  63.7  26.4  13.0  107.2  3,380.6  

平成20年 932.9  119.6  77.1  53.0  18.0  0.0  93.7  2,969.4  

平成21年 670.0 122.6 79.1 48.4 29.9 15.3 95.18 3,001.5 

平成22年 1,322.9 184.6 125.7 71.5 28.8 18.2 146.5 4,621.5 

平成23年 2,273.5 165.9 110.3 81.3 46.6 20.1 142.5 4,492.7 

平成24年 782.6 152.2 92.3 56.4 32.7 15.7 118.3 3,739.9 

平成25年 861.4  167.0  127.8  92.5  50.0  45.3  143.7  4532.8  

平成26年 663.7  142.6  103.7  68.2  46.3  40.9  122.5  3863.0  

平成27年 776.6  173.2  129.6  79.2  44.0  23.2  150.3  4740.0  

平成28年 589.3  125.2  82.8  52.9  37.2  30.7  99.6  3149.8  

平成29年 1104.3  169.1  119.5  73.3  46.0  43.3  138.0  4351.3  

平均値 1309.2  155.8  103.6  67.6  36.3  22.9  126.8  4003.1  

注）最大流量、最小流量は日流量の最大、最小 
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図 5.3-3 鳴鹿大堰の流況推移図 
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2) 回転率 

鳴鹿大堰の年回転率の経年変化を図 5.3-4 に、回転率の経月変化を図 5.3-5 に示す。鳴鹿

大堰は運用が開始された平成 16 年から 29 年の平均年回転率が 6,001 回／年であり、一般的

なダム貯水池と比べ回転率が非常に大きいといえる。 

経月変化については、3～4 月の融雪期、7 月の梅雨期、9 月～10 月の台風期の流入量増大

により回転率が大きくなる傾向がみられる。また、回転率が低い 10 月～11 月でも概ね 200

回／月に達する。 

鳴鹿大堰では回転率が非常に大きいため、上流域から流入する栄養塩や濁質分が長期的に

貯水池に滞留することはなく、富栄養化や濁水長期化等の現象を引き起こす可能性は低いと

考えられる。 
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図 5.3-4 平均年回転率 
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図 5.3-5 鳴鹿大堰における月回転率の経月変化 
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5.3.2 鳴鹿大堰水質の経年・経月変化 

鳴鹿大堰の本川上流、湛水域内、及び下流支川、本川下流の水質観測地点は、本川上流が 1 地

点（直轄区間上流端）、大堰湛水域内が 1 地点（鳴鹿橋）、本川下流が 4 地点（福松大橋、中角橋）

あり、この 4 地点を対象に経年及び経月変化をとりまとめた。 

 

(1) 経年変化 

本川上流（直轄区間上流端）、大堰湛水域内（鳴鹿橋）、および、本川下流（福松大橋、中

角橋）における水質の経年変化を整理した。 

水質項目の年平均値（BOD および COD は 75%値）のとりまとめを表 5.3-2 に、経年変化

を図 5.3-6に、また、地点別に年平均値、最小値および最大値を基準値と比較した図を図 5.3-7

に示す。 

表 5.3-2 鳴鹿大堰水質の平均値（H25～H29） 

項目 

（環境基準値） 
単位 

平均値（H25～H29）  

本川上流 湛水域 本川下流  

 
直轄区間 

上流端 
鳴鹿橋 福松大橋 中角橋 

河川Ａ類型 

水温 ℃ 13.6 13.3 13.6 13.4 
いずれの地点においても概

ね同程度である。 

SS 

(25mg/L 以下) 
mg/L 2.6 2.7 2.7 3.3 

いずれの地点においても基

準値を大きく下回っている。 

pH 

(6.5 以上 8.5 以下） 
－ 7.9 7.7 7.8 7.5 

いずれの地点においても同

程度である。 

大腸菌群数 

（1,000MPN/100mL 以下） 

MPN/ 

100mL 
1,951 2,328 2,166 2,895 

堰の上下流ではあまり変わ

らない。本川は下流へ行くほ

ど値が高くなる。 

DO 

（7.5mg/L 以上） 
mg/L 11.0 10.8 10.9 10.4 

いずれの地点においても同

程度である。 

BOD 

(2mg/L 以下) 
mg/L 0.6 0.6 0.6 0.6 

本川はどの地点も同程度であ

り、経年的にほぼ横ばい。本川

に対し支川は高い傾向がある

が基準は満足している。 

COD mg/L 1.6 1.6 1.7 1.7 

本川は堰の上下流どの地点

も同程度であり横ばいであ

る。 

総窒素 mg/L 0.42 0.43 0.43 0.46 

支川濃度は高く年変動が大

きい。本川は堰の上下流で同

程度となっている。 

総リン mg/L 0.030 0.030 0.030 0.026 

支川濃度は高く年変動が大

きい。本川は堰の上下流で同

程度となっている。 

クロロフィル a μg/L 2.3 2.4 2.3 ― 堰の上下流で同程度である。 

濁度 度 2.5 2.6 2.6 3.0 
いずれの地点においても同

程度である。 

※表中数値は各年の平均値（BOD、CODは 75%値）を H25～29で平均した値である。 

※H25～H29において中角橋でクロロフィル aの測定は行われていない。 
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図 5.3-6 (1) 上流・湛水域・下流の水質の経年変化 
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図 5.3-6 (2) 上流・湛水域・下流の水質の経年変化 
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図 5.3-6 (3) 上流・湛水域・下流の水質の経年変化 
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図 5.3-6 (4) 上流・湛水域・下流の水質の経年変化 
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図 5.3-7 (1) 調査地点ごとの BOD75%値の経年変化 
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図 5.3-7 (2) 調査地点ごとの pH年平均値の経年変化 
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図 5.3-7 (3) 調査地点ごとの DO年平均値の経年変化 
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図 5.3-7 (4) 調査地点ごとの SS年平均値の経年変化 
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図 5.3-7 (5) 調査地点ごとの大腸菌群数年算術平均値の経年変化(1) 

（※年平均値は、算術平均（ n/xxx n 21 ）で算定している） 
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図 5.3-7 (6) 調査地点ごとの大腸菌群数年幾何平均値の経年変化(2) 

（※年平均値は、幾何平均 n
nxxx  21  で算定している） 



定期報告書(案) 

5.水質 

 5-22 

 

 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

COD(mg/L) 本川上流（直轄区間上流端）

年最大値

75%値

年最小値

測定なし

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

COD(mg/L) 湛水域（鳴鹿橋）

年最大値

75%値

年最小値

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

COD(mg/L) 本川下流（福松大橋）

年最大値

75%値

年最小値

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29

COD(mg/L) 本川下流（中角橋）

年最大値

75%値

年最小値

 

 

図 5.3-7 (7) 調査地点ごとの COD75%値の経年変化 
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図 5.3-7 (8) 調査地点ごとの T-N年平均値の経年変化 
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図 5.3-7 (9) 調査地点ごとの T-P年平均値の経年変化 
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図 5.3-7 (10) 調査地点ごとのクロロフィル a年平均値の経年変化 
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(2) 経月変化 

本川上流（直轄区間上流端）、大堰湛水域内（鳴鹿橋）、本川下流（福松大橋、中角橋）に

おける水質の経月変化を整理した。 

本川上流、湛水域内および本川下流における水質項目の経月平均値（BOD および COD は

75%値）の経年変化のとりまとめを図 5.3-8 に示す。 

経月変化によると、SS は一時的に高くなる場合がみられるものの基準値は満足しており、

その他の項目については本川上流と湛水域内、本川下流は概ね同じ傾向を示している。 

 

表 5.3-3 鳴鹿大堰水質の経月変化とりまとめ（H25～H29） 

水質項目 

（環境基準値） 

平均値（H25～H29） 

本川上流 湛水域内 本川下流 

直轄区間上流端 鳴鹿橋 福松大橋、中角橋 

河川Ａ類型 

水温 
概ね 3～30℃の範囲で季
節的に変動している。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

本川上流と概ね同じ傾向を
示している。 

SS 

(25mg/L 以下) 

概ね 10mg/L 以下の低い
値で推移している。 

一時的に高くなることも
あるが、概ね 20mg/L 以下
で推移している。 

福松大橋では湛水域内と概
ね同じ傾向を示している。中
角のでは季節変動がより大
きい傾向がみられるが、概ね
20mg/L 以下で推移してい
る。 

pH 

(6.5 以上 

8.5 以下） 

一時的に8.5を超過する年
があるが、概ね 7～8.5 の
間で推移している。 

7～8.5 の間で推移してい
る。 

一時的に 8.5 を超過する年
があるが、概ね 7～8.5 の間
で推移している。 

大腸菌群数 

（1,000MPN/100mL 以
下） 

夏期に高くなる傾向を示
している。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

本川上流と概ね同じ傾向を
示している。 

DO 

（7.5mg/L 以上） 

夏期に低く、冬季に高い季
節変動を示しており、おお
むね 8～14mg/L の間を推
移している。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

本川上流と概ね同じ傾向を
示している。 

BOD 

(2mg/L 以下) 

本川は概ね 0～1mg/L の
間で推移している。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

福松大橋では本川上流と概
ね同じ傾向を示しているが、
さらに下流の中角橋ではよ
り大きい季節変動がみられ
る。 

COD 
概ね 1～2mg/L の間で推
移している。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

本川上流と概ね同じ傾向を
示している。 

総窒素 

変動が少なく冬期に若干
高くなり、概ね 0.5mg/L

程度で推移している。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

本川上流と概ね同じ傾向を
示している。 

総リン 

変動が少なく夏季に若干
高くなり、概ね 0.01～
0.04mg/L 程度で推移して
いる。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

本川上流と概ね同じ傾向を
示している。 

クロロフィル a 

夏期に一時的に高くなる
場合がみられるが、おおむ
ね 0～6mg/L 程度で推移
している。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

本川上流と概ね同じ傾向を
示している。 

濁度 
概ね 20 度程度までの間で
推移している。 

本川上流と概ね同じ傾向
を示している。 

本川上流と概ね同じ傾向を
示している。 
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図 5.3-8 (1) 調査地点ごとの水温の経月変化 
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図 5.3-8 (2) 調査地点ごとのSSの経月変化 
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図 5.3-8 (3) 調査地点ごとの pH の経月変化 
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図 5.3-8 (4) 調査地点ごとの大腸菌群数の経月変化 
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図 5.3-8 (5) 調査地点ごとのDOの経月変化 
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図 5.3-8 (6) 調査地点ごとのBODの経月変化 
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図 5.3-8 (7) 調査地点ごとのCODの経月変化 
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図 5.3-8 (8) 調査地点ごとのT-Nの経月変化 
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図 5.3-8 (9) 調査地点ごとのT-Pの経月変化 
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図 5.3-8 (10) 調査地点ごとのクロロフィルaの経月変化 
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図 5.3-8 (11) 調査地点ごとの濁度の経月変化 
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5.3.3 底質の変化 

鳴鹿大堰上下流の底質調査は、福松大橋、九頭竜川橋付近、鳴鹿大堰直上流付近、鳴鹿橋付近、

光明寺付近の 5 地点で実施している。これら 5 地点について、底質の経年変化を整理した。 

底質調査地点を図 5.3-9 に示す。また、鳴鹿大堰関連の河川底質調査の実施状況を表 5.3-4 に

示す。 

 

 

図 5.3-9 底質調査地点位置 

 

表 5.3-4 鳴鹿大堰関連の河川底質調査実施状況 

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

①光明寺付近
　（St．6）

● ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

②直轄区間上流端 ○ ○

③鳴鹿橋付近
　（鳴鹿橋上流）
　（St．5）

○ ○ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

④鳴鹿大堰直上流
　（鳴鹿橋下流）
　（St．5’）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑤五松橋 ○ ○

⑥九頭竜川橋付近
　（St．4）

● ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑦福松大橋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

⑧距離標24km付近
　（St．3）

● ◎ ◎ ◎

⑨距離標21km付近
　（St．2）

● ◎ ◎ ◎

⑩九頭竜橋 ○ ○
⑪中角橋付近（St．1） ● ◎ ◎ ◎

工事の実施状況

底
質

調査
項目

調査地点
年度

工事前

本体工事

工事中

撤去工

暫定運用

本運用
 

○：8月、●：5月、10月、◎：5月、8月、10月に調査を行っている。 

注１） 平成 12年度の 5月、10月調査は、底生動物の典型性調査として行っている。 

注２） ⑥距離標 26km付近は、平成 19年度より調査地点名が九頭竜川橋に変更となっている。 

 

N 

 0 500 1000m 

九頭竜川橋付近 
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(1) 底質濃度の変化 

福松大橋、九頭竜川橋付近、鳴鹿大堰直上流付近、鳴鹿橋付近、光明寺付近の 5 地点にお

ける底質濃度の経年変化を整理した。 

整理の対象とした項目は以下に示すとおりである。 

 pH 

 強熱減量 

 COD 

 硫化物 

 総リン 

 総窒素 

 含水率 

 

各地点における底泥濃度の経年変化を図 5.3-10～図 5.3-14 に示す。 

いずれの項目も、各底質項目の間には経年変化で同様の傾向がみられる。堰直上流では平

成 20 年に強熱減量、COD、総リン、総窒素、含水率がいずれも一時的に高い値を示したが、

平成 21 年以降には再び平均に近い値となった。 
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図 5.3-10 (1) 底質濃度の経年変化（福松大橋） 
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※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 
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図 5.3-10 (2) 底質濃度の経年変化（福松大橋） 
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※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 
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図 5.3-11 (1) 底質濃度の経年変化（九頭竜川橋付近） 

※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 
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図 5.3-11 (2) 底質濃度の経年変化（九頭竜川橋付近） 

 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 

 

※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 
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図 5.3-12 (1) 底質濃度の経年変化（鳴鹿大堰直上流） 
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※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 

 

※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 
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図 5.3-12 (2) 底質濃度の経年変化（鳴鹿大堰直上流） 
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※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 
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図 5.3-13 (1) 底質濃度の経年変化（鳴鹿橋付近） 
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※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 
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図 5.3-13 (2) 底質濃度の経年変化（鳴鹿橋付近） 
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※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 
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図 5.3-14 (1) 底質濃度の経年変化（光明寺付近） 
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※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 
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図 5.3-14 (2) 底質濃度の経年変化（光明寺付近） 
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※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 

※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。 
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(2) 河床の粒度組成の変化 

大堰上下流 5 地点（下流から、福松大橋付近、九頭竜川橋付近、鳴鹿大橋直上流、鳴鹿橋

付近、光明寺付近）における河床の粒度組成の経年変化を図 5.3-15 に示す。 

また、平成 12 年～29 年の年別の粒度組成縦断変化を図 5.3-16 に示す。 

 

1) 調査地点ごとの経年変化 

鳴鹿大堰直上流においては、平成 10 年までは細砂・シルト分の比率が高かったが、平成

11年の鳴鹿大堰暫定運用開始後はシルト分が減少し、粗砂～中礫分の比率が高くなっている。

平成 12 年には再び細砂・シルト分が高くなったが、その後平成 15 年まで礫分が増加し、そ

の後は礫分が減少し砂分が増加する傾向が見られる。しかし、平成 20 年には 60%、平成 23

年には 80％を超える急激かつ一時的な礫分の増加が見られている。その後は概ね礫分の比率

が高い状態が続いている。 

一方、堰下流の福松大橋における経年変化をみると、工事中の平成 8 年およびその後の平

成 9 年にシルト分の比率が増加している。鳴鹿大堰建設工事による影響で一時的にシルト分

が増加した可能性も考えられるが、その後鳴鹿大堰暫定運用開始後の平成 12 年には、細砂が

減少し、細礫・中礫が増加し、工事前の平成 4 年とほぼ同じ組成となっている。これ以降は

中礫・細礫・粗砂主体の粒度組成となっていたが、平成 20 年は礫分がまったくみられず、ほ

ぼ 100%が砂分となっている。しかし平成 21 年には砂礫分が再び増加し、この組成が平成 23

年まで続いている。平成 24 年には礫分がさらに増大し、細砂以下がほぼ 0％となっている。

平成 25 年には細砂、粗砂の比率が多くなり、礫分の割合が低くなったが、平成 26 年以降は

再び礫分の割合が高まった。 

 

2) 粒度組成の縦断変化 

鳴鹿大堰の運用開始後は、平成 12 年を除くと、湛水域上流の光明寺付近から堰下流の距離

標 26km 付近までの縦断的な粒度組成に大きな変化はみられなかったが、平成 17 年以降は

地点によって砂分が増加する地点やシルトが増加する地点がみられ、かつ、年によって大き

な変化がある。平成 21 年以降はシルトや粘土がより減少し、各地点で礫分あるいは砂分に偏

る傾向が見られる。平成 26 年、27 年には礫分が増加し、平成 28 年、29 年には逆に砂分が

増加するなど変動が見られる。 
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図 5.3-15 (1) 粒度組成の経年変化（鳴鹿大堰下流） 

 

※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 
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図 5.3-15 (2) 粒度組成の経年変化（鳴鹿大堰上流） 
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※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。 
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図 5.3-16 (1) 鳴鹿大堰粒度組成縦断分布（平成12～平成16年） 

（※ 横軸は河口からの距離） 

鳴鹿大堰 
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図 5.3-16 (2) 鳴鹿大堰粒度組成縦断分布（平成17～平成21年） 
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（※ 横軸は河口からの距離） 
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図 5.3-16 (3) 鳴鹿大堰粒度組成縦断分布（平成22～平成26年） 

 

（※ 横軸は河口からの距離） 
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図 5.3-16 (4) 鳴鹿大堰粒度組成縦断分布（平成27～平成29年） 

 

 

 

 

（※ 横軸は河口からの距離） 
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5.3.4 水質障害発生の状況 

鳴鹿大堰周辺において、近年水質障害は発生していない。 
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5.4 社会環境からみた汚濁源の整理

ダム及び下流河川における水質汚濁は、上流域内に存在する様々な汚濁発生源から発生する負

荷量が河川へ流出する過程で生ずる。流域の負荷を原因別に分類すると、自然負荷と人為的負荷

に大別することができる。自然負荷は、山林、原野など人為的な汚濁源のない地域からの物質の

流出によるものであり、対象流域の地質、地形（勾配）、植生及び降雨強度などに影響される。

人為的負荷は、上流域の人間活動によって発生する汚濁物質の流出によるものであり、対象流域

の人口、土地利用および産業などの状況に影響される。

これらの情報の概略把握として、鳴鹿大堰上流域の流域内人口、観光客数、土地利用状況、家

畜頭数の状況、排水処理の状況、下水処理場整備の状況について整理を行った。

(1) 鳴鹿大堰上流域の状況 

流域社会環境を整理するにあたって、鳴鹿大堰より上流域にかかる市町村及び整理対象と

した市町を表 5.4-1に、位置図を図 5.4-1に示す。

表 5.4-1 鳴鹿大堰上流域にかかる市町村一覧

市町村名 流域社会環境の整理対象 備考

大野市 ○

勝山市 ○

永平寺町 ○

岐阜県郡上市 × 鳴鹿大堰上流域に含まれる面

積がごく一部であるため

図 5.4-1 鳴鹿大堰周辺市町村

鳴鹿大堰
九頭竜川

九頭竜川

日野川 足羽川

真名川
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(2) 人口の推移（生活系） 

鳴鹿大堰上流域の人口の推移を図 5.4-2 に示す。人口は、国勢調査の値を元に、鳴鹿大堰
上流域にかかる市町（大野市、勝山市、永平寺町）を対象に集計した。

鳴鹿大堰上流域の人口は、昭和 30年より減少傾向にあり、平成 27年時点で約 7.7万人と
なっている。
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【出典：国勢調査】 

図 5.4-2 鳴鹿大堰上流域の人口の推移

(3) 観光客数の推移（観光系） 

鳴鹿大堰上流域の観光客数の推移を図 5.4-3 に示す。観光客数は、福井県統計年鑑の値を
もとに、鳴鹿大堰上流域にかかる市町（大野市、勝山市、永平寺町）を対象に集計した。

平成 15 年以降、若干の増減を示していたが平成 26 年以降は急増し、平成 28年には地域
の人口の約 70倍の 533万人もの人々が訪れている。
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【出典：福井県統計年鑑】 

図 5.4-3 鳴鹿大堰上流域の観光客数の推移
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(4) 家畜の推移（畜産系） 

鳴鹿大堰上流域の家畜飼育頭数の推移を【出典：福井県統計年鑑】

図 5.4-4に示す。
近年の鳴鹿大堰上流域の家畜（牛、豚、鶏）の飼養頭羽数は、平成 17年には約 50,000頭・
羽弱であったが、その後減少し続けており、平成 28年には平成 17年の約 0.2割の 1,100頭・
羽となっている。
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【出典：福井県統計年鑑】 

図 5.4-4 鳴鹿大堰上流域の家畜飼養頭羽数の推移

(5) 土地利用変化の状況 

鳴鹿大堰上流域の地目別土地面積の推移を【出典：福井県統計年鑑】

図 5.4-5 に示す。地目別土地面積は、福井県統計値をもとに、鳴鹿大堰上流域にかかる市
町村を対象に集計した。

鳴鹿大堰上流域の近年の土地利用はほとんど変化していない。
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図 5.4-5 鳴鹿大堰上流域の土地利用の変遷
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(6) 排水処理の状況 

鳴鹿大堰上流域の排水処理状況を図 5.4-6に示す。
鳴鹿大堰上流域では、毎年、下水道、農業集落排水施設、並びに、合併処理浄化槽の処理

人口が増加しており、平成 10年から平成 23年の間に、処理人口は約 1.7倍に増加し、7万
人を超えている。その後は横ばい状態が続いている。
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【出典：福井県ホームページ】 

図 5.4-6 鳴鹿大堰上流域の排水処理状況の変化

なお、鳴鹿大堰の直下流で九頭竜川に流入する永平寺川には、永平寺町の 2 つの浄化セン
ターの処理水が放流されている。中央浄化センターと志比浄化センターの位置図を図 5.4-7
に示す。

図 5.4-7 中央浄化センターと志比浄化センターの位置図 

鳴鹿大堰

中央浄化センター

志比浄化センター

鳴鹿橋

直轄区間上流端

福松大橋
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浄化センターの放流水の水質と鳴鹿橋の水質の経年変化を図 5.4-8 に示す。放流水の水質
には年によって変動がみられるものの、経年的な増減の傾向は見られない。また、SSについ
ては鳴鹿橋の水質とほぼ同等であるが、その他の項目については河川の水質と比べて高い数

値を示している。なお、大腸菌群数についてはいずれの調査日においても測定下限値（300
個/cm3）未満である。
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図 5.4-8 (1) 永平寺町の下水処理場放流水の水質の経年変化

【出典：中央浄化センター、志比浄化センター提供データ】 
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図 5.4-8 (2) 永平寺町の下水処理場放流水の水質の経年変化

【出典：中央浄化センター、志比浄化センター提供データ】

(7) 社会環境からみた汚濁源のまとめ 

鳴鹿大堰上流域の汚濁源のまとめを以下に示す。

項目 概要

流域人口の推移 鳴鹿大堰上流域の人口は、昭和 30年（112,000人）から現在
（平成 27年：77,000人）まで減少傾向にある。

観光客数の推移 鳴鹿大堰上流域の観光客数は平成28年には約533万人に増加
し、人口のほぼ 70倍の観光客が訪れている。

家畜頭数の推移 鳴鹿大堰上流域における家畜（牛、豚、にわとり）の飼養頭

羽数は平成 17年をピークに減少しており、平成 28 年には約
1,100頭・羽となっている。

土地利用状況の推移 86％の土地利用が山地や原野であり、宅地の増加はみられな
い。

生活排水処理状況の推移 鳴鹿大堰上流域では、平成 10年以降から現在までに排水処理
人口が約 1.7倍に増加している。平成 28年の総人口に占める
排水処理人口の比率は 90％、下水処理人口の比率は約 65%と
なっている。特に大野市における排水処理普及率が低い。
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5.5 水質の評価

5.5.1 生活環境項目の評価

鳴鹿大堰の運用開始後（平成 16年）を対象として、本川上流と本川下流の水質について環境
基準値との比較、上流・下流の比較、経年的、経月的な変動の視点から生活環境項目について評

価する。生活環境項目とは、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい項目について基

準値が定められているもので、pH、BOD、SS、DO、大腸菌群数が該当する。
本川上流（直轄区間上流端）と湛水域内（鳴鹿橋）、並びに、本川下流（福松大橋、中角橋）

の各水質項目の平均値（平成 25年から平成 29年）を表 5.5-1に示す。
大腸菌群数はいずれの地点でも基準を満足していないが、その他のすべての項目については基

準を満足している。

表 5.5-1 環境基準達成状況（H25～29）

項目

地点

pH BOD75%
(mg/L) 

SS 
(mg/L) 

DO 
(mg/L) 

大腸菌群数

(MPN/100mL
) 

 6.5以上
8.5以下

2mg/L以
下

25mg/L以
下

7.5mg/L以
上

1,000MPN/10
0 

mL以下

本川上流 直轄区間上流端

平均値 7.9 0.6 2.6 11.0 1,951 

環境基準

満足状況

満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足していない

(B相当) 

湛水域 鳴鹿橋

平均値 7.7 0.6 2.7 10.8 2,328 

環境基準

満足状況

満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足していない

 (－) 

本川下流

福松大橋

平均値 7.8 0.6 2.7 10.9 2,166 

環境基準

満足状況

満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足していない

 (－) 

中角橋

平均値 7.5 0.6 3.3 10.4 2,895 

環境基準

満足状況

満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足

(AA相当)
満足していない

 (－) 

※支川の永平寺川は環境基準の類型指定がないが、ここでは本川の環境基準値で評価を行った

※表中の網掛けは環境基準を達成していないことを示す 
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(1) pH 

本川上流および本川下流の pH は、平均値ではすべての年で基準値を満足しているが、最
大値は基準を超過する年がある。湛水域は最大値も基準値内に納まっている。

＜本川上流：直轄区間上流端＞ ＜湛水域：鳴鹿橋＞

＜本川下流：福松大橋＞ ＜本川下流：中角橋＞
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図 5.5-1 上流、湛水域および下流のpH 
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表 5.5-2 pHの環境基準達成状況（H11～H29）

＜本川上流：直轄区間上流端＞
年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 7.8 7.6 ～ 8.0 8 / 8
H12 7.8 7.3 ～ 8.3 12 / 12
H13 7.8 7.4 ～ 8.5 12 / 12
H14 7.8 7.3 ～ 8.8 11 / 12
H15 7.8 7.4 ～ 8.2 12 / 12
H16 7.6 7.3 ～ 8.2 12 / 12
H17 7.6 7.4 ～ 8.1 12 / 12
H18 7.8 7.4 ～ 8.5 12 / 12
H19 7.8 7.4 ～ 8.7 11 / 12
H20 7.9 7.3 ～ 8.7 11 / 12
H21 8.1 7.6 ～ 8.6 11 / 12
H22 7.8 7.4 ～ 8.2 12 / 12
H23 7.8 7.5 ～ 8.5 11 / 12
H24 7.9 7.5 ～ 8.6 11 / 12
H25 7.9 7.6 ～ 8.7 11 / 12
H26 8.0 7.5 ～ 8.5 12 / 12
H27 7.9 7.4 ～ 8.6 11 / 12
H28 7.9 7.5 ～ 8.2 12 / 12
H29 7.8 7.5 ～ 8.1 12 / 12

最大 8.1 7.6 ～ 8.8
平均 7.8 7.4 ～ 8.4
最小 7.6 7.3 ～ 8.0

＜湛水域：鳴鹿橋＞
年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 7.7 7.5 ～ 7.9 11 / 11
H12 7.7 7.3 ～ 8.0 12 / 12
H13 7.7 7.4 ～ 8.4 12 / 12
H14 7.7 7.4 ～ 8.3 12 / 12
H15 7.8 7.4 ～ 8.2 12 / 12
H16 7.6 7.4 ～ 8.0 12 / 12
H17 7.6 7.4 ～ 7.8 12 / 12
H18 7.7 7.3 ～ 8.3 12 / 12
H19 7.7 7.4 ～ 8.2 12 / 12
H20 7.7 7.3 ～ 8.0 12 / 12
H21 7.8 7.6 ～ 8.1 12 / 12
H22 7.7 7.4 ～ 7.9 12 / 12
H23 7.7 7.5 ～ 8.0 12 / 12
H24 7.7 7.5 ～ 8.2 12 / 12
H25 7.7 7.5 ～ 8.3 12 / 12
H26 7.8 7.4 ～ 8.1 12 / 12
H27 7.8 7.5 ～ 8.0 12 / 12
H28 7.7 7.5 ～ 7.9 12 / 12
H29 7.7 7.5 ～ 8.0 12 / 12

最大 7.8 7.6 ～ 8.4
平均 7.7 7.4 ～ 8.1
最小 7.6 7.3 ～ 7.8

＜本川下流：福松大橋＞
年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 7.9 7.6 ～ 8.2 11 / 11
H12 8.0 7.4 ～ 8.7 11 / 12
H13 8.0 7.5 ～ 9.0 10 / 12
H14 7.9 7.4 ～ 8.8 11 / 12
H15 7.9 7.5 ～ 8.2 12 / 12
H16 7.7 7.5 ～ 8.2 12 / 12
H17 7.7 7.4 ～ 7.9 12 / 12
H18 7.7 7.4 ～ 8.2 12 / 12
H19 7.8 7.4 ～ 8.2 12 / 12
H20 7.9 7.4 ～ 8.5 12 / 12
H21 8.0 7.6 ～ 8.4 12 / 12
H22 7.7 7.4 ～ 8.0 12 / 12
H23 7.7 7.5 ～ 7.9 12 / 12
H24 7.8 7.5 ～ 8.1 12 / 12
H25 7.8 7.5 ～ 8.7 11 / 12
H26 7.8 7.4 ～ 8.3 12 / 12
H27 7.8 7.5 ～ 8.1 12 / 12
H28 7.8 7.5 ～ 8.2 12 / 12
H29 7.8 7.5 ～ 8.1 12 / 12

最大 8.0 7.6 ～ 9.0
平均 7.8 7.5 ～ 8.3
最小 7.7 7.4 ～ 7.9

＜本川下流：中角橋＞
年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 7.5 7.4 ～ 7.7 12 / 12
H12 7.6 7.4 ～ 7.8 12 / 12
H13 7.5 7.2 ～ 8.0 12 / 12
H14 7.4 7.1 ～ 7.8 12 / 12
H15 7.4 7.3 ～ 7.7 12 / 12
H16 7.5 7.2 ～ 7.8 12 / 12
H17 7.6 7.2 ～ 7.9 12 / 12
H18 7.7 7.2 ～ 8.1 12 / 12
H19 7.5 7.3 ～ 7.7 12 / 12
H20 7.6 7.4 ～ 7.8 12 / 12
H21 7.6 7.4 ～ 7.7 12 / 12
H22 7.5 7.4 ～ 7.6 12 / 12
H23 7.5 7.4 ～ 7.6 12 / 12
H24 7.5 7.4 ～ 7.6 12 / 12
H25 7.5 7.4 ～ 7.6 12 / 12
H26 7.5 7.4 ～ 7.6 12 / 12
H27 7.6 7.4 ～ 7.7 12 / 12
H28 7.5 7.3 ～ 7.7 12 / 12
H29 7.5 7.4 ～ 7.6 12 / 12

最大 7.7 7.4 ～ 8.1
平均 7.5 7.3 ～ 7.7
最小 7.4 7.1 ～ 7.6
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(2) BOD 

下流支川の永平寺川は環境基準の類型指定がされていないが、本川の環境基準値（Ａ類型）

と比較すると、平成 11～12年の 75％値は基準値を超過しており、その後は、基準値を満足
する値で推移した。本川上流、湛水域、本川下流は 75％値では環境基準を満足しており、堰
の上下流において概ね同様の値を示している。

＜本川上流：直轄区間上流端＞ ＜湛水域：鳴鹿橋＞

＜本川下流：福松大橋＞ ＜本川下流：中角橋＞
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図 5.5-2 上流、湛水域および下流のBOD 
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表 5.5-3 BODの環境基準達成状況（H11～H29）

＜本川下流：中角橋＞ （単位：mg/L）

年 75%値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 0.7 0.4 ～ 1.5 12 / 12
H12 0.8 0.2 ～ 1.4 12 / 12
H13 1.0 0.6 ～ 1.2 12 / 12
H14 0.7 0.3 ～ 1.5 12 / 12
H15 0.7 0.3 ～ 1.9 12 / 12
H16 0.6 0.5 ～ 0.8 12 / 12
H17 0.7 0.4 ～ 1.0 12 / 12
H18 0.7 0.4 ～ 1.1 12 / 12
H19 0.7 0.3 ～ 2.4 11 / 12
H20 0.8 0.3 ～ 1.1 12 / 12
H21 0.9 0.5 ～ 1.2 12 / 12
H22 0.8 0.3 ～ 1.1 12 / 12
H23 0.5 0.3 ～ 0.6 12 / 12
H24 0.7 0.3 ～ 0.8 12 / 12
H25 0.6 0.3 ～ 1.1 12 / 12
H26 0.6 0.4 ～ 1.1 12 / 12
H27 0.5 0.2 ～ 1.2 12 / 12
H28 0.7 0.3 ～ 1.2 12 / 12
H29 0.7 0.3 ～ 1.2 12 / 12

最大 1.0 0.6 ～ 2.4
平均 0.7 0.3 ～ 1.2
最小 0.5 0.2 ～ 0.6

＜本川下流：福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 75%値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 0.8 0.5 ～ 0.9 11 / 11
H12 0.7 0.5 ～ 1.3 12 / 12
H13 0.7 0.5 ～ 1.0 12 / 12
H14 0.5 0.5 ～ 0.8 12 / 12
H15 0.6 0.5 ～ 0.7 12 / 12
H16 0.6 0.5 ～ 1.0 12 / 12
H17 0.6 0.5 ～ 1.1 12 / 12
H18 1.0 0.3 ～ 1.3 12 / 12
H19 0.7 0.4 ～ 0.9 12 / 12
H20 0.8 0.5 ～ 0.8 12 / 12
H21 0.7 0.4 ～ 0.8 12 / 12
H22 0.5 0.3 ～ 0.9 12 / 12
H23 0.5 0.4 ～ 0.7 12 / 12
H24 0.6 0.3 ～ 0.7 12 / 12
H25 0.6 0.4 ～ 1.1 12 / 12
H26 0.6 0.3 ～ 1.1 12 / 12
H27 0.5 0.2 ～ 1.0 12 / 12
H28 0.6 0.1 ～ 1.0 12 / 12
H29 0.6 0.3 ～ 0.7 12 / 12

最大 1.0 0.5 ～ 1.3
平均 0.6 0.4 ～ 0.9
最小 0.5 0.1 ～ 0.7

＜本川上流：直轄区間上流端＞ （単位：mg/L）

年 75%値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 0.6 0.5 ～ 0.7 8 / 8
H12 0.6 0.5 ～ 0.8 12 / 12
H13 0.6 0.5 ～ 0.9 12 / 12
H14 0.5 0.5 ～ 0.9 12 / 12
H15 0.5 0.5 ～ 0.8 12 / 12
H16 0.5 0.5 ～ 0.9 12 / 12
H17 0.5 0.5 ～ 0.7 12 / 12
H18 0.7 0.1 ～ 1.4 12 / 12
H19 0.6 0.4 ～ 0.8 12 / 12
H20 0.8 0.4 ～ 1.0 12 / 12
H21 0.7 0.3 ～ 0.8 12 / 12
H22 0.6 0.2 ～ 0.8 12 / 12
H23 0.5 0.4 ～ 0.7 12 / 12
H24 0.6 0.3 ～ 0.9 12 / 12
H25 0.6 0.3 ～ 1.0 12 / 12
H26 0.6 0.3 ～ 0.9 12 / 12
H27 0.6 0.2 ～ 0.9 12 / 12
H28 0.6 0.1 ～ 1.0 12 / 12
H29 0.6 0.3 ～ 0.8 12 / 12

最大 0.8 0.5 ～ 1.4
平均 0.6 0.4 ～ 0.9
最小 0.5 0.1 ～ 0.7

＜湛水域：鳴鹿橋＞ （単位：mg/L）

年 75%値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 0.7 0.5 ～ 0.9 11 / 11
H12 0.7 0.5 ～ 0.9 12 / 12
H13 0.6 0.5 ～ 0.9 12 / 12
H14 0.6 0.5 ～ 0.9 12 / 12
H15 0.5 0.5 ～ 0.7 12 / 12
H16 0.5 0.5 ～ 1.0 12 / 12
H17 0.6 0.5 ～ 0.8 12 / 12
H18 0.7 0.2 ～ 0.8 12 / 12
H19 0.6 0.5 ～ 0.9 12 / 12
H20 0.8 0.6 ～ 1.2 12 / 12
H21 0.7 0.3 ～ 0.9 12 / 12
H22 0.7 0.3 ～ 0.8 12 / 12
H23 0.5 0.3 ～ 0.6 12 / 12
H24 0.6 0.3 ～ 0.8 12 / 12
H25 0.6 0.4 ～ 1.7 12 / 12
H26 0.6 0.3 ～ 1.0 12 / 12
H27 0.5 0.2 ～ 0.9 12 / 12
H28 0.6 0.1 ～ 1.0 12 / 12
H29 0.7 0.2 ～ 0.8 12 / 12

最大 0.8 0.6 ～ 1.7
平均 0.6 0.4 ～ 0.9
最小 0.5 0.1 ～ 0.6
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(3) SS 

平均値ではいずれの地点においても環境基準値を満足しており、堰の上下流で概ね同様の

値を示している。

＜本川上流：直轄区間上流端＞ ＜湛水域：鳴鹿橋＞

＜本川下流：福松大橋＞ ＜本川下流：中角橋＞
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図 5.5-3 上流、湛水域および下流のSS 
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表 5.5-4 SSの環境基準達成状況（H11～H29）

＜本川上流：直轄区間上流端＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 4.4 2.0 ～ 11.0 8 / 8
H12 3.6 1.0 ～ 8.0 12 / 12
H13 4.3 1.0 ～ 11.0 12 / 12
H14 4.4 2.0 ～ 12.0 12 / 12
H15 4.9 2.0 ～ 11.0 12 / 12
H16 4.5 1.0 ～ 11.0 12 / 12
H17 5.4 0.7 ～ 12.9 12 / 12
H18 3.2 0.0 ～ 7.5 12 / 12
H19 3.7 1.4 ～ 7.0 12 / 12
H20 3.4 1.1 ～ 7.9 12 / 12
H21 2.7 1.0 ～ 5.2 12 / 12
H22 2.7 1.2 ～ 5.4 12 / 12
H23 2.3 1.1 ～ 3.7 12 / 12
H24 2.4 1.4 ～ 5.6 12 / 12
H25 2.7 1.1 ～ 5.6 12 / 12
H26 2.5 1.0 ～ 4.6 12 / 12
H27 3.2 0.9 ～ 12.5 12 / 12
H28 2.4 1.4 ～ 4.0 12 / 12
H29 2.5 1.1 ～ 4.9 12 / 12

最大 5.4 2.0 ～ 12.9
平均 3.4 1.2 ～ 7.9
最小 2.3 0.0 ～ 3.7

＜湛水域：鳴鹿橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 7.1 3.0 ～ 29.0 10 / 11
H12 3.8 1.0 ～ 10.0 12 / 12
H13 4.5 2.0 ～ 11.0 12 / 12
H14 5.5 1.0 ～ 14.0 12 / 12
H15 5.8 2.0 ～ 19.0 12 / 12
H16 6.3 1.0 ～ 16.0 12 / 12
H17 6.0 2.2 ～ 14.8 12 / 12
H18 3.7 1.9 ～ 8.4 12 / 12
H19 3.3 1.6 ～ 6.8 12 / 12
H20 3.6 1.3 ～ 5.9 12 / 12
H21 3.0 1.0 ～ 5.5 12 / 12
H22 3.1 1.1 ～ 6.1 12 / 12
H23 2.3 1.0 ～ 3.7 12 / 12
H24 2.6 1.3 ～ 5.0 12 / 12
H25 2.7 1.3 ～ 5.1 12 / 12
H26 2.6 1.0 ～ 5.8 12 / 12
H27 3.5 1.1 ～ 13.3 12 / 12
H28 2.5 1.1 ～ 4.0 12 / 12
H29 2.5 1.4 ～ 5.8 12 / 12

最大 7.1 3.0 ～ 29.0
平均 3.9 1.4 ～ 10.0
最小 2.3 1.0 ～ 3.7

＜本川下流：中角橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 6.3 2.0 ～ 20.0 12 / 12
H12 4.1 2.0 ～ 7.0 12 / 12
H13 7.8 2.0 ～ 18.0 12 / 12
H14 6.3 3.0 ～ 19.0 12 / 12
H15 6.0 2.0 ～ 12.9 12 / 12
H16 6.2 1.0 ～ 15.0 12 / 12
H17 7.2 1.5 ～ 21.6 12 / 12
H18 4.9 2.1 ～ 9.2 12 / 12
H19 4.0 0.9 ～ 8.8 12 / 12
H20 4.0 1.5 ～ 7.6 12 / 12
H21 2.8 1.1 ～ 5.2 12 / 12
H22 3.9 1.6 ～ 10.4 12 / 12
H23 3.0 0.8 ～ 5.3 12 / 12
H24 3.1 1.6 ～ 6.2 12 / 12
H25 3.7 1.8 ～ 6.8 12 / 12
H26 2.8 1.2 ～ 4.8 12 / 12
H27 3.8 1.4 ～ 13.9 12 / 12
H28 2.9 1.3 ～ 4.6 12 / 12
H29 3.3 1.7 ～ 6.9 12 / 12

最大 7.8 3.0 ～ 21.6
平均 4.5 1.6 ～ 10.7
最小 2.8 0.8 ～ 4.6

＜本川下流：福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 6.6 2.0 ～ 28.0 10 / 11
H12 3.6 1.0 ～ 10.0 12 / 12
H13 4.9 1.0 ～ 13.0 12 / 12
H14 5.6 1.0 ～ 20.0 12 / 12
H15 4.8 1.0 ～ 10.0 12 / 12
H16 4.7 1.0 ～ 11.0 12 / 12
H17 6.6 1.8 ～ 17.8 12 / 12
H18 4.7 1.6 ～ 9.5 12 / 12
H19 4.2 1.6 ～ 6.4 12 / 12
H20 3.8 1.8 ～ 5.8 12 / 12
H21 2.6 1.1 ～ 5.6 12 / 12
H22 2.8 1.1 ～ 6.1 12 / 12
H23 2.4 1.0 ～ 3.7 12 / 12
H24 2.7 1.2 ～ 5.6 12 / 12
H25 2.8 1.3 ～ 5.4 12 / 12
H26 2.5 1.1 ～ 4.3 12 / 12
H27 3.4 1.2 ～ 13.6 12 / 12
H28 2.5 1.3 ～ 4.1 12 / 12
H29 2.4 1.3 ～ 4.6 12 / 12

最大 6.6 2.0 ～ 28.0
平均 3.9 1.3 ～ 9.7
最小 2.4 1.0 ～ 3.7
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(4) DO 

本川上流、湛水域、本川下流いずれも同様な傾向を示しており、いずれの地点においても

平均値で環境基準値を満足している。永平寺川においては年間最低値が基準値を下回る年が

みられた。

＜本川上流：直轄区間上流端＞ ＜湛水域：鳴鹿橋＞

＜本川下流：福松大橋＞ ＜本川下流：中角橋＞
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図 5.5-4 上流、湛水域および下流のSS 
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表 5.5-5 DOの環境基準達成状況（H11～H29）

＜本川上流：直轄区間上流端＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 9.7 8.4 ～ 11.7 8 / 8
H12 10.6 8.8 ～ 14.3 12 / 12
H13 10.6 8.7 ～ 12.2 12 / 12
H14 10.7 8.6 ～ 12.8 12 / 12
H15 10.7 8.8 ～ 13.1 12 / 12
H16 10.4 8.8 ～ 12.3 12 / 12
H17 11.7 9.7 ～ 14.8 12 / 12
H18 11.6 9.2 ～ 14.0 12 / 12
H19 11.2 9.4 ～ 12.9 12 / 12
H20 11.1 8.9 ～ 13.6 12 / 12
H21 11.0 8.7 ～ 13.6 12 / 12
H22 11.0 8.9 ～ 13.0 12 / 12
H23 11.0 8.8 ～ 13.4 12 / 12
H24 11.1 9.2 ～ 13.4 12 / 12
H25 11.1 9.2 ～ 13.0 12 / 12
H26 11.0 9.3 ～ 13.0 12 / 12
H27 10.9 9.0 ～ 13.4 12 / 12
H28 10.9 8.6 ～ 13.0 12 / 12
H29 11.1 9.6 ～ 13.0 12 / 12

最大 11.7 9.7 ～ 14.8
平均 10.9 9.0 ～ 13.2
最小 9.7 8.4 ～ 11.7

＜湛水域：鳴鹿橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 10.2 8.5 ～ 12.3 11 / 11
H12 10.5 8.5 ～ 13.5 12 / 12
H13 10.6 8.6 ～ 12.2 12 / 12
H14 10.5 8.4 ～ 12.5 12 / 12
H15 10.6 8.5 ～ 12.9 12 / 12
H16 10.3 8.7 ～ 12.2 12 / 12
H17 11.6 9.8 ～ 14.8 12 / 12
H18 11.7 9.2 ～ 14.8 12 / 12
H19 11.0 9.1 ～ 12.8 12 / 12
H20 10.9 8.8 ～ 13.1 12 / 12
H21 10.8 8.6 ～ 13.4 12 / 12
H22 10.9 8.7 ～ 12.9 12 / 12
H23 11.0 8.6 ～ 13.4 12 / 12
H24 10.9 8.9 ～ 13.4 12 / 12
H25 10.9 9.2 ～ 12.9 12 / 12
H26 10.8 8.8 ～ 12.9 12 / 12
H27 10.7 8.7 ～ 13.0 12 / 12
H28 10.5 8.2 ～ 13.0 12 / 12
H29 11.1 9.3 ～ 13.0 12 / 12

最大 11.7 9.8 ～ 14.8
平均 10.8 8.8 ～ 13.1
最小 10.2 8.2 ～ 12.2

＜本川下流：中角橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 11.0 8.5 ～ 13.5 12 / 12
H12 10.8 7.9 ～ 14.2 12 / 12
H13 10.7 7.7 ～ 12.9 12 / 12
H14 10.8 8.3 ～ 13.0 12 / 12
H15 11.0 8.9 ～ 13.6 12 / 12
H16 10.6 8.5 ～ 13.0 12 / 12
H17 11.6 9.1 ～ 14.5 12 / 12
H18 11.6 8.7 ～ 14.4 12 / 12
H19 10.7 8.7 ～ 12.9 12 / 12
H20 10.6 8.1 ～ 13.2 12 / 12
H21 10.2 7.8 ～ 13.2 12 / 12
H22 10.5 8.4 ～ 12.7 12 / 12
H23 10.7 8.3 ～ 13.3 12 / 12
H24 10.4 7.6 ～ 13.0 12 / 12
H25 10.6 8.7 ～ 12.8 12 / 12
H26 10.3 7.6 ～ 12.7 12 / 12
H27 10.4 8.7 ～ 12.8 12 / 12
H28 10.2 7.5 ～ 12.9 12 / 12
H29 10.4 8.1 ～ 12.8 12 / 12

最大 11.6 9.1 ～ 14.5
平均 10.7 8.3 ～ 13.2
最小 10.2 7.5 ～ 12.7

＜本川下流：福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 10.3 7.8 ～ 12.8 11 / 11
H12 10.6 8.5 ～ 13.7 12 / 12
H13 10.6 8.4 ～ 12.5 12 / 12
H14 10.5 8.4 ～ 12.4 12 / 12
H15 10.6 8.8 ～ 12.9 12 / 12
H16 10.3 8.3 ～ 12.6 12 / 12
H17 11.5 9.3 ～ 14.4 12 / 12
H18 11.7 9.0 ～ 14.8 12 / 12
H19 11.1 9.4 ～ 12.9 12 / 12
H20 11.0 8.7 ～ 13.5 12 / 12
H21 10.8 8.9 ～ 13.5 12 / 12
H22 10.9 8.9 ～ 13.1 12 / 12
H23 11.0 8.9 ～ 13.5 12 / 12
H24 10.9 8.6 ～ 13.4 12 / 12
H25 10.9 9.0 ～ 12.9 12 / 12
H26 10.9 8.9 ～ 13.0 12 / 12
H27 10.8 9.0 ～ 13.3 12 / 12
H28 10.7 8.5 ～ 12.8 12 / 12
H29 11.1 9.2 ～ 13.0 12 / 12

最大 11.7 9.4 ～ 14.8
平均 10.8 8.8 ～ 13.2
最小 10.3 7.8 ～ 12.4
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(5) 大腸菌群数 

本川上流、湛水域、本川下流のいずれにおいても平均値がほとんどの年において環境基準

を超過している。本川上流と本川下流の大腸菌群数はほぼ同程度となっている。経年的には、

本川上流および湛水域においては大きな変化はみられない。

＜本川上流：直轄区間上流端＞ ＜湛水域：鳴鹿橋＞

＜本川下流：福松大橋＞ ＜本川下流：中角橋＞
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図 5.5-5 上流、湛水域および下流の大腸菌群数
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表 5.5-6 大腸菌群数の環境基準達成状況（H11～H29）

※表中の網掛けは環境基準を達成していないことを示す 

＜本川上流：直轄区間上流端＞ （単位：MPN/100mL）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 1,901 220 ～ 4,600 2 / 8
H12 738 220 ～ 1,300 9 / 12
H13 2,332 170 ～ 9,200 4 / 12
H14 5,568 310 ～ 35,000 5 / 12
H15 8,847 490 ～ 54,000 4 / 12
H16 3,921 130 ～ 16,000 4 / 12
H17 8,249 130 ～ 33,000 3 / 12
H18 5,852 33 ～ 49,000 6 / 12
H19 4,513 46 ～ 17,000 5 / 12
H20 2,078 49 ～ 7,900 6 / 12
H21 3,970 79 ～ 17,000 6 / 12
H22 4,875 110 ～ 22,000 6 / 12
H23 1,563 49 ～ 4,900 6 / 12
H24 1,295 230 ～ 4,900 6 / 12
H25 1,678 110 ～ 7,900 7 / 12
H26 1,453 110 ～ 4,900 7 / 12
H27 2,889 130 ～ 13,000 5 / 12
H28 2,476 33 ～ 7,900 3 / 12
H29 1,259 140 ～ 4,900 7 / 12

最大 8,847 490 ～ 54,000
平均 3,445 147 ～ 16,547
最小 738 33 ～ 1,300

＜湛水域：鳴鹿橋＞ （単位：MPN/100mL）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 3,225 490 ～ 13,000 3 / 11
H12 1,218 110 ～ 3,500 5 / 12
H13 2,158 130 ～ 9,200 5 / 12
H14 4,594 170 ～ 22,000 5 / 12
H15 11,335 180 ～ 92,000 4 / 12
H16 1,855 110 ～ 7,000 5 / 12
H17 14,746 230 ～ 79,000 3 / 12
H18 5,417 70 ～ 33,000 6 / 12
H19 7,414 33 ～ 33,000 4 / 12
H20 2,243 130 ～ 13,000 7 / 12
H21 3,488 70 ～ 13,000 5 / 12
H22 3,204 79 ～ 13,000 4 / 12
H23 2,394 49 ～ 4,900 3 / 12
H24 1,352 170 ～ 3,300 6 / 12
H25 1,672 49 ～ 4,600 6 / 12
H26 2,103 170 ～ 7,900 5 / 12
H27 3,016 79 ～ 13,000 6 / 12
H28 2,934 49 ～ 13,000 6 / 12
H29 1,914 170 ～ 7,900 6 / 12

最大 14,746 490 ～ 92,000
平均 4,015 134 ～ 20,279
最小 1,218 33 ～ 3,300

＜本川下流：中角橋＞ （単位：MPN/100mL）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 5,000 1,300 ～ 13,000 0 / 12
H12 11,350 490 ～ 49,000 5 / 12
H13 6,609 330 ～ 22,000 3 / 12
H14 6,392 230 ～ 28,000 4 / 12
H15 5,227 460 ～ 17,000 2 / 12
H16 14,563 330 ～ 130,000 5 / 12
H17 8,617 1,300 ～ 33,000 0 / 12
H18 3,164 170 ～ 7,900 3 / 12
H19 10,874 130 ～ 49,000 3 / 12
H20 8,341 490 ～ 49,000 1 / 12
H21 7,918 330 ～ 49,000 3 / 12
H22 1,558 130 ～ 3,500 4 / 12
H23 2,436 49 ～ 7,000 3 / 12
H24 5,115 330 ～ 22,000 5 / 12
H25 2,711 460 ～ 7,900 5 / 12
H26 2,677 170 ～ 7,900 5 / 12
H27 2,713 490 ～ 7,000 4 / 12
H28 3,616 220 ～ 13,000 4 / 12
H29 2,756 170 ～ 13,000 6 / 12

最大 14,563 1,300 ～ 130,000
平均 5,876 399 ～ 27,800
最小 1,558 49 ～ 3,500

＜本川下流：福松大橋＞ （単位：MPN/100mL）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 3,444 490 ～ 13,000 2 / 11
H12 687 79 ～ 1,700 9 / 12
H13 2,451 180 ～ 9,200 6 / 12
H14 5,209 79 ～ 35,000 5 / 12
H15 6,105 20 ～ 35,000 4 / 12
H16 5,708 130 ～ 17,000 4 / 12
H17 15,493 330 ～ 130,000 3 / 12
H18 5,885 49 ～ 33,000 5 / 12
H19 4,848 33 ～ 11,000 4 / 12
H20 1,599 49 ～ 4,900 6 / 12
H21 4,009 110 ～ 17,000 6 / 12
H22 3,183 230 ～ 11,000 5 / 12
H23 2,210 70 ～ 4,900 3 / 12
H24 2,380 170 ～ 17,000 8 / 12
H25 2,939 110 ～ 13,000 4 / 12
H26 1,397 230 ～ 2,800 4 / 12
H27 1,598 170 ～ 4,900 5 / 12
H28 2,863 170 ～ 14,000 5 / 12
H29 2,034 220 ～ 4,900 5 / 12

最大 15,493 490 ～ 130,000
平均 3,897 154 ～ 19,963
最小 687 20 ～ 1,700
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本流上流、湛水域、下流支川、並びに、本川下流のすべての地点において、大腸菌群数の

平均値は概ね毎年河川環境基準Ａ類型を超過している。

大腸菌群数の中には土壌・植物など自然界に由来するものも含まれるため、社会生活環境

に伴う水質悪化の直接的な指標とはならない。このため、人為由来での汚染状況を表す指標

である、糞便性大腸菌群数についても整理した。

鳴鹿大堰付近では、平成 10年 4月より鳴鹿大堰下流の中角橋地点において糞便性大腸菌群
数を調査している。大腸菌群数と糞便性大腸菌群数の推移を整理した結果を図 5.5-6に示す。
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図 5.5-6 大腸菌群数および糞便性大腸菌群数の推移

大腸菌群数に対し糞便性大腸菌群数は約半分であり、自然由来のものが多いことが伺える。

なお、公共用水域における糞便性大腸菌群数に係る環境基準は設定されていないため、「水浴

場における糞便性大腸菌群数による水質判定方法」（平成 9年 4月 11日付け環水管第 115号
水質保全局長通知）の判定基準を目安とした場合、糞便性大腸菌群数の水浴可能な基準値は

1,000 個/100mL 以下となっている。中角橋地点の糞便性大腸菌群数は、年間を通して概ね
1,000個/100mL以下の範囲にあり、水浴場水質判定基準ではほとんど「可」と判断されるた
め、人体に害を与えるレベルではないものと考えられる。
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(6) 供用開始前後の水質比較 

鳴鹿大堰の暫定運用開始前後の水質の変化について、暫定運用以前（平成 11年以前）から
調査を行っている本川下流（福松大橋：環境基準点）において確認する。

福松大橋における暫定運用開始前の平成 3年（1991年）～平成 10年（1998年）と、暫定
運用開始後の平成 11年（1999年）～平成 29年（2017年）の各水質項目の平均値（各年の
平均値（または 75%値））は表 5.5-7に示すとおりである。
暫定運用開始前に対して、運用開始後の各水質の平均値は、大腸菌群数以外の項目はほぼ

変化が見られない。前述したとおり、大腸菌群数は、本川上流と本川下流で明確な差は認め

られず、鳴鹿大堰建設による水質の悪化とはとらえられない。

表 5.5-7 福松大橋地点における暫定運用開始前後の水質比較

地 点
項 目

期 間
pH BOD75%

（mg/L）
SS 

（mg/L）
DO 

（mg/L）
大腸菌群数

（MPN/100mL）

福松大橋

（河川 A類型）

暫定運用

開始前（平

成 3 年～
10年）

平

均

値

7.8 
（93）

0.7 
（93）

4.2 
（93）

10.5 
（93）

2,097 
（81）

暫定運用

開始後（平

成 11 年～
29年）

平

均

値

7.8 
（227）

0.6 
（227）

3.9 
（227）

10.8 
（227）

3,897 
（227）

※表中数値は、各年の平均値（または 75%値）の暫定供用前・後それぞれの平均値である。 

※表中括弧内数値は、調査回数実績を示す。 

また、各水質項目の各年平均値、各年最小値および最大値、ならびに各月調査データの環

境基準値達成表を表 5.5-8 に示す。大腸菌群数については暫定運用開始前および開始後いず
れにおいてもほとんどの年において環境基準を満足していない。それ以外の項目については

暫定運用開始前および開始後いずれにおいてもすべての年において環境基準値を満足してい

る。
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表 5.5-8 (1) 福松大橋地点における暫定供用開始前後の水質比較（pH）

【大堰暫定供用開始前】 【大堰暫定供用開始後】 

＜福松大橋＞

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数

H3 7.8 7.6 ～ 8.1 9 / 9

H4 7.9 7.4 ～ 8.5 12 / 12

H5 7.5 7.0 ～ 7.8 12 / 12

H6 7.8 7.6 ～ 8.3 12 / 12

H7 7.8 7.4 ～ 8.3 12 / 12

H8 7.9 7.6 ～ 8.4 12 / 12

H9 7.8 7.4 ～ 8.5 12 / 12
H10 7.6 7.1 ～ 8.0 12 / 12

最大 7.9 7.6 ～ 8.5

平均 7.8 7.4 ～ 8.2

最小 7.5 7.0 ～ 7.8

＜本川下流：福松大橋＞
年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 7.9 7.6 ～ 8.2 11 / 11
H12 8.0 7.4 ～ 8.7 11 / 12
H13 8.0 7.5 ～ 9.0 10 / 12
H14 7.9 7.4 ～ 8.8 11 / 12
H15 7.9 7.5 ～ 8.2 12 / 12
H16 7.7 7.5 ～ 8.2 12 / 12
H17 7.7 7.4 ～ 7.9 12 / 12
H18 7.7 7.4 ～ 8.2 12 / 12
H19 7.8 7.4 ～ 8.2 12 / 12
H20 7.9 7.4 ～ 8.5 12 / 12
H21 8.0 7.6 ～ 8.4 12 / 12
H22 7.7 7.4 ～ 8.0 12 / 12
H23 7.7 7.5 ～ 7.9 12 / 12
H24 7.8 7.5 ～ 8.1 12 / 12
H25 7.8 7.5 ～ 8.7 11 / 12
H26 7.8 7.4 ～ 8.3 12 / 12
H27 7.8 7.5 ～ 8.1 12 / 12
H28 7.8 7.5 ～ 8.2 12 / 12
H29 7.8 7.5 ～ 8.1 12 / 12

最大 8.0 7.6 ～ 9.0
平均 7.8 7.5 ～ 8.3
最小 7.7 7.4 ～ 7.9

表 5.5-8 (2) 福松大橋地点における暫定供用開始前後の水質比較（BOD）

【大堰暫定供用開始前】 【大堰暫定供用開始後】 

＜福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 75%値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数

H3 0.7 0.5 ～ 0.9 9 / 9

H4 0.7 0.5 ～ 1.2 12 / 12

H5 0.6 0.5 ～ 0.7 12 / 12

H6 0.8 0.5 ～ 1.0 12 / 12

H7 0.7 0.5 ～ 0.8 12 / 12

H8 0.6 0.5 ～ 1.0 12 / 12

H9 0.7 0.5 ～ 1.0 12 / 12
H10 0.5 0.5 ～ 0.8 12 / 12

最大 0.8 0.5 ～ 1.2

平均 0.7 0.5 ～ 0.9

最小 0.5 0.5 ～ 0.7

＜本川下流：福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 75%値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 0.8 0.5 ～ 0.9 11 / 11
H12 0.7 0.5 ～ 1.3 12 / 12
H13 0.7 0.5 ～ 1.0 12 / 12
H14 0.5 0.5 ～ 0.8 12 / 12
H15 0.6 0.5 ～ 0.7 12 / 12
H16 0.6 0.5 ～ 1.0 12 / 12
H17 0.6 0.5 ～ 1.1 12 / 12
H18 1.0 0.3 ～ 1.3 12 / 12
H19 0.7 0.4 ～ 0.9 12 / 12
H20 0.8 0.5 ～ 0.8 12 / 12
H21 0.7 0.4 ～ 0.8 12 / 12
H22 0.5 0.3 ～ 0.9 12 / 12
H23 0.5 0.4 ～ 0.7 12 / 12
H24 0.6 0.3 ～ 0.7 12 / 12
H25 0.6 0.4 ～ 1.1 12 / 12
H26 0.6 0.3 ～ 1.1 12 / 12
H27 0.5 0.2 ～ 1.0 12 / 12
H28 0.6 0.1 ～ 1.0 12 / 12
H29 0.6 0.3 ～ 0.7 12 / 12

最大 1.0 0.5 ～ 1.3
平均 0.6 0.4 ～ 0.9
最小 0.5 0.1 ～ 0.7
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表 5.5-8 (3) 福松大橋地点における暫定供用開始前後の水質比較（SS）

【大堰暫定供用開始前】 【大堰暫定供用開始後】 

＜福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数

H3 4.1 1.0 ～ 12.0 9 / 9

H4 5.7 1.0 ～ 22.0 12 / 12

H5 4.4 1.0 ～ 9.0 12 / 12

H6 4.2 1.0 ～ 8.0 12 / 12

H7 3.6 1.0 ～ 7.0 12 / 12

H8 4.1 1.0 ～ 17.0 12 / 12

H9 3.2 1.0 ～ 10.0 12 / 12
H10 4.5 1.0 ～ 8.0 12 / 12

最大 5.7 1.0 ～ 22.0

平均 4.2 1.0 ～ 11.6

最小 3.2 1.0 ～ 7.0

＜本川下流：福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 6.6 2.0 ～ 28.0 10 / 11
H12 3.6 1.0 ～ 10.0 12 / 12
H13 4.9 1.0 ～ 13.0 12 / 12
H14 5.6 1.0 ～ 20.0 12 / 12
H15 4.8 1.0 ～ 10.0 12 / 12
H16 4.7 1.0 ～ 11.0 12 / 12
H17 6.6 1.8 ～ 17.8 12 / 12
H18 4.7 1.6 ～ 9.5 12 / 12
H19 4.2 1.6 ～ 6.4 12 / 12
H20 3.8 1.8 ～ 5.8 12 / 12
H21 2.6 1.1 ～ 5.6 12 / 12
H22 2.8 1.1 ～ 6.1 12 / 12
H23 2.4 1.0 ～ 3.7 12 / 12
H24 2.7 1.2 ～ 5.6 12 / 12
H25 2.8 1.3 ～ 5.4 12 / 12
H26 2.5 1.1 ～ 4.3 12 / 12
H27 3.4 1.2 ～ 13.6 12 / 12
H28 2.5 1.3 ～ 4.1 12 / 12
H29 2.4 1.3 ～ 4.6 12 / 12

最大 6.6 2.0 ～ 28.0
平均 3.9 1.3 ～ 9.7
最小 2.4 1.0 ～ 3.7

表 5.5-8 (4) 福松大橋地点における暫定供用開始前後の水質比較（DO）

【大堰暫定供用開始前】 【大堰暫定供用開始後】 

＜福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数

H3 9.8 8.6 ～ 11.5 9 / 9

H4 10.2 8.5 ～ 12.2 12 / 12

H5 10.7 8.7 ～ 12.7 12 / 12

H6 10.3 8.5 ～ 13.0 12 / 12

H7 10.8 8.7 ～ 13.3 12 / 12

H8 10.9 8.7 ～ 13.8 12 / 12

H9 10.8 8.7 ～ 12.9 12 / 12
H10 10.4 8.8 ～ 12.8 12 / 12

最大 10.9 8.8 ～ 13.8

平均 10.5 8.7 ～ 12.8

最小 9.8 8.5 ～ 11.5

＜本川下流：福松大橋＞ （単位：mg/L）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 10.3 7.8 ～ 12.8 11 / 11
H12 10.6 8.5 ～ 13.7 12 / 12
H13 10.6 8.4 ～ 12.5 12 / 12
H14 10.5 8.4 ～ 12.4 12 / 12
H15 10.6 8.8 ～ 12.9 12 / 12
H16 10.3 8.3 ～ 12.6 12 / 12
H17 11.5 9.3 ～ 14.4 12 / 12
H18 11.7 9.0 ～ 14.8 12 / 12
H19 11.1 9.4 ～ 12.9 12 / 12
H20 11.0 8.7 ～ 13.5 12 / 12
H21 10.8 8.9 ～ 13.5 12 / 12
H22 10.9 8.9 ～ 13.1 12 / 12
H23 11.0 8.9 ～ 13.5 12 / 12
H24 10.9 8.6 ～ 13.4 12 / 12
H25 10.9 9.0 ～ 12.9 12 / 12
H26 10.9 8.9 ～ 13.0 12 / 12
H27 10.8 9.0 ～ 13.3 12 / 12
H28 10.7 8.5 ～ 12.8 12 / 12
H29 11.1 9.2 ～ 13.0 12 / 12

最大 11.7 9.4 ～ 14.8
平均 10.8 8.8 ～ 13.2
最小 10.3 7.8 ～ 12.4
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表 5.5-8 (5) 福松大橋地点における暫定供用開始前後の水質比較（大腸菌群数）

【大堰暫定供用開始前】 【大堰暫定供用開始後】 

＜福松大橋＞ （単位：MPN/100mL）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数

H3 － － ～ － － / －

H4 2,642 79 ～ 9,200 5 / 9

H5 1,325 330 ～ 4,900  5 / 12

H6 2,522 230 ～ 13,000  7 / 12

H7 2,274 220 ～ 9,200  4 / 12

H8 1,884 330 ～ 9,200  5 / 12

H9 935 230 ～ 2,800  9 / 12
H10 3,099 170 ～ 16,000  5 / 12

最大 3,099 330 ～ 16,000

平均 2,097 227 ～ 9,186

最小 935 79 ～ 2,800

＜本川下流：福松大橋＞ （単位：MPN/100mL）

年 平均値 最小値 ～ 最大値 環境基準達成月数
H11 3,444 490 ～ 13,000 2 / 11
H12 687 79 ～ 1,700 9 / 12
H13 2,451 180 ～ 9,200 6 / 12
H14 5,209 79 ～ 35,000 5 / 12
H15 6,105 20 ～ 35,000 4 / 12
H16 5,708 130 ～ 17,000 4 / 12
H17 15,493 330 ～ 130,000 3 / 12
H18 5,885 49 ～ 33,000 5 / 12
H19 4,848 33 ～ 11,000 4 / 12
H20 1,599 49 ～ 4,900 6 / 12
H21 4,009 110 ～ 17,000 6 / 12
H22 3,183 230 ～ 11,000 5 / 12
H23 2,210 70 ～ 4,900 3 / 12
H24 2,380 170 ～ 17,000 8 / 12
H25 2,939 110 ～ 13,000 4 / 12
H26 1,397 230 ～ 2,800 4 / 12
H27 1,598 170 ～ 4,900 5 / 12
H28 2,863 170 ～ 14,000 5 / 12
H29 2,034 220 ～ 4,900 5 / 12

最大 15,493 490 ～ 130,000
平均 3,897 154 ～ 19,963
最小 687 20 ～ 1,700

※表中の網掛けは環境基準を達成していないことを示す 
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(7) 生活環境項目のまとめ 

鳴鹿大堰の暫定運用開始後の平成 11年～平成 29年における生活環境項目の満足状況を以
下にまとめる。

・ pH、DO、BOD、SSについては各地点ともほとんどすべての年で環境基準を満足して
いる。

・ 暫定運用開始前後の水質を比較すると、大腸菌群数以外はほとんど変化が見られない。

・ 大腸菌群数については、環境基準を超過しているが、暫定運用開始前からほとんどの

年において環境基準を満足していない。

・ 糞便性大腸菌群数は年間を通して概ね 1,000個/100mL以下の範囲にあり、水浴場水質
判定基準ではほとんどの場合「可」と判断される。そのため、ただちに人体に害を与

えるレベルではないものと思われる。
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5.5.2 健康項目
各地点における健康項目の水質調査結果について整理を行った。整理対象地点は本川上流（直

轄区間上流端）、大堰湛水域内（鳴鹿橋）、本川下流（福松大橋、中角橋）の 4地点とした。
健康項目の基準値は表 5.5-9に示すとおりである。

表 5.5-9 健康項目の基準値

項目 基準値 項目 基準値
カドミウム 0.01以下 1,1,1-トリクロロエタン 1以下
全シアン 検出されないこと。 1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下
鉛 0.01以下 トリクロロエチレン 0.03以下

クロム(6価) 0.05以下 テトラクロロエチレン 0.01以下
ヒ素 0.01以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002以下
総水銀 0.0005以下 チラウム 0.006以下

アルキル水銀 検出されないこと。 シマジン 0.003以下
ＰＣＢ 検出されないこと。 チオベンカルブ 0.02以下

ジクロロメタン 0.02以下 ベンゼン 0.01以下
四塩化炭素 0.002以下 セレン 0.01以下

1,2-ジクロロエタン 0.004以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下
1,1-ジクロロエチレン 0.02以下 ふっ素 0.8以下
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 ほう素 0.1以下
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(1) 本川上流の評価 

本川上流（直轄区間上流端）における各年の健康項目分析結果を表 5.5-10に示す。
いずれの健康項目も基準値を超過していない。

表 5.5-10 (1) 健康項目の評価（直轄区間上流端）
項目 単位 H11.8月 H12.2月 H12.8月 H13.2月 H13.8月 H14.2月 H14.8月 H15.2月 H15.8月 H16.2月 H16.8月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
鉛 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ＰＣＢ mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
チラウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/L <0.001 <0.001 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 未実施 未実施 0.34 0.56 0.21 0.32 0.26 0.40 0.22 0.69 0.22
硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - - -
亜硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - - -

ふっ素 mg/L 未実施 未実施 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
ほう素 mg/L 未実施 未実施 0.05 0.05 <0.02 0.02 0.03 0.02 0.05 0.02 <0.02

表 5.5-10 (2) 健康項目の評価（直轄区間上流端）
項目 単位H11.8月H17.2月 H17.8月 H18.2月 H18.8月 H19.2月 H19.8月 H20.2月 H20.8月 H21.2月 H21.8月 H22.2月

カドミウム mg/L<0.001<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001
全シアン mg/LND ND ND ND ND ND ND <0.1 <0.1 ND <0.1 <0.1
鉛 mg/L<0.002<0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L<0.01<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L<0.005<0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001
総水銀 mg/L<0.0005<0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ND <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/LND ND 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/LND ND ND ND ND ND ND <0.0005 <0.0005 ND <0.0005 <0.0005
ジクロロメタン mg/L<0.002<0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L<0.0002<0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L<0.0004<0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L<0.002<0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L<0.004<0.004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L<0.0005<0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L<0.0006<0.0006 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L<0.002<0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L<0.0005<0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L<0.0002<0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L<0.0003<0.0006 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 ND <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L<0.001<0.0003 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L<0.002<0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L<0.001<0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
セレン mg/L<0.001<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L未実施0.58 0.34 0.61 0.24 0.51 0.29 0.38 0.33 0.45 0.20 0.46
硝酸性窒素 mg/L - - 0.33 0.61 0.24 0.51 0.28 0.38 0.32 0.45 0.20 0.46
亜硝酸性窒素 mg/L - - 0.005 0.001 0.003 0.003 0.006 0.003 0.005 0.002 0.002 0.002
ふっ素 mg/L未実施<0.1 <0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.05 ND <0.05 0.05
ほう素 mg/L未実施0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.03 0.03 0.10 0.04 0.03 0.04
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表 5.5-10 (3) 健康項目の評価（直轄区間上流端）
項目 単位 H22.8月 H23.2月 H23.8月 H24.2月 H24.8月 H25.2月 H25.8月 H26.2月 H26.8月 H27.2月 H27.8月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.22 0.38 0.26 0.50 0.26 0.51 0.18 0.49 0.23 0.36 0.17
硝酸性窒素 mg/L 0.22 0.38 0.26 0.50 0.25 0.51 0.18 0.49 0.22 0.36 0.17
亜硝酸性窒素 mg/L 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.002 0.002 0.003 0.005 0.003 0.004

ふっ素 mg/L <0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

ほう素 mg/L 0.05 0.07 0.07 0.04 0.05 <0.01 0.03 0.02 0.06 0.02 0.07

表 5.5-10 (4) 健康項目の評価（直轄区間上流端）
項目 単位 H28.2月 H28.8月 H29.2月 H29.8月 平均 最大

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.001 <0.001
全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ND ND
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.002
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.005 <0.005
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 ND ND
ＰＣＢ mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0002 <0.0002
チラウム mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0003 <0.001
チオベンカルブ mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.001 <0.001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.35 0.16 0.41 0.29 0.35 0.69
硝酸性窒素 mg/L 0.35 0.15 0.41 0.28 - -
亜硝酸性窒素 mg/L 0.002 0.005 0.004 0.005 - -
ふっ素 mg/L 0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.1 0.06
ほう素 mg/L 0.03 0.04 0.02 0.04 0.04 0.10
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(2) 湛水域の評価 

湛水域（鳴鹿橋）における各年の健康項目分析結果を表 5.5-11に示す。
いずれの健康項目も基準値を超過していない。

表 5.5-11 (1) 健康項目の評価（鳴鹿橋）
項目 単位 H3.4月 H3.5月 H3.6月 H3.8月 H3.10月 H3.11月 H3.12月 H4.2月 H4.8月 H5.2月 H5.8月

カドミウム mg/L 未実施 <0.005 未実施 <0.005 未実施 <0.005 未実施 <0.005 <0.005 <0.005 <0.001
全シアン mg/L 未実施 ND 未実施 ND 未実施 未実施 未実施 未実施 ND ND ND
鉛 mg/L 未実施 <0.05 未実施 <0.05 未実施 <0.05 未実施 <0.05 <0.05 <0.05 <0.002
クロム(6価) mg/L 未実施 <0.02 未実施 <0.02 未実施 <0.02 未実施 <0.02 <0.02 <0.02 <0.01
ヒ素 mg/L 未実施 <0.02 未実施 <0.02 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.02 <0.02 <0.005
総水銀 mg/L <0.0005 未実施 <0.0005 <0.0005 <0.0005 未実施 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 ND
ＰＣＢ mg/L 未実施 未実施 未実施 ND 未実施 未実施 未実施 未実施 ND ND ND
ジクロロメタン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.002
四塩化炭素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.02
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.002 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0002
チラウム mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0006
シマジン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0003
チオベンカルブ mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.002
ベンゼン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.001
セレン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - - -
亜硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - - -

ふっ素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ほう素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

表 5.5-11 (2) 健康項目の評価（鳴鹿橋）
項目 単位 H6.2月 H6.8月 H7.2月 H7.8月 H8.2月 H8.8月 H9.2月 H9.8月 H10.2月 H10.8月 H11.2月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
鉛 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ＰＣＢ mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
チラウム mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
セレン mg/L <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - - -
亜硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - - -

ふっ素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ほう素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
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表 5.5-11 (3) 健康項目の評価（鳴鹿橋）
項目 単位 H11.8月 H12.2月 H12.8月 H13.2月 H13.8月 H14.2月 H14.8月 H15.2月 H15.8月 H16.2月 H16.8月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
鉛 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ＰＣＢ mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
チラウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/L <0.001 <0.001 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 未実施 未実施 0.34 0.55 0.23 0.39 0.27 0.40 0.25 0.68 0.24
硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - - -
亜硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - - -

ふっ素 mg/L 未実施 未実施 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
ほう素 mg/L 未実施 未実施 0.05 0.04 <0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 <0.02 <0.02

表 5.5-11 (4) 健康項目の評価（鳴鹿橋）
項目 単位 H17.2月 H17.8月 H18.2月 H18.8月 H19.2月 H19.8月 H20.2月 H20.8月 H21.2月 H21.8月 H22.2月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001
全シアン mg/L ND ND ND ND ND ND <0.1 <0.1 ND <0.1 <0.1
鉛 mg/L <0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ND <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L ND 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L ND ND ND ND ND ND <0.0005 <0.0005 ND <0.0005 <0.0005
ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L <0.0006 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 ND <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L <0.0003 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.59 0.34 0.62 0.25 0.51 0.31 0.38 0.35 0.45 0.21 0.47
硝酸性窒素 mg/L - 0.34 0.61 0.25 0.51 0.30 0.38 0.34 0.45 0.21 0.47
亜硝酸性窒素 mg/L - 0.004 0.005 0.003 0.003 0.005 0.004 0.006 0.002 0.002 0.003
ふっ素 mg/L <0.1 <0.1 <0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 ND <0.05 0.06
ほう素 mg/L 0.03 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.1 0.05 0.03 0.04
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表 5.5-11 (5) 健康項目の評価（鳴鹿橋）
項目 単位 H22.8月 H23.2月 H23.8月 H24.2月 H24.8月 H25.2月 H25.8月 H26.2月 H26.8月 H27.2月 H27.8月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.22 0.37 0.29 0.52 0.28 0.51 0.19 0.48 0.26 0.37 0.17
硝酸性窒素 mg/L 0.22 0.37 0.29 0.51 0.27 0.51 0.19 0.48 0.25 0.37 0.17
亜硝酸性窒素 mg/L 0.004 0.004 0.003 0.005 0.006 0.002 0.003 0.003 0.006 0.003 0.003
ふっ素 mg/L <0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
ほう素 mg/L 0.06 0.07 0.07 0.04 0.05 0.01 0.03 0.02 0.06 0.03 0.07

表 5.5-11 (6) 健康項目の評価（鳴鹿橋）
項目 単位 H28.2月 H28.8月 H29.2月 H29.8月 平均 最大

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.001 <0.001
全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ND ND
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.005 <0.02
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 ND ND
ＰＣＢ mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.02
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0002 <0.0002
チラウム mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0003 <0.001
チオベンカルブ mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.001 <0.001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.35 0.18 0.41 0.32 0.36 0.68
硝酸性窒素 mg/L 0.35 0.17 0.41 0.31 - -
亜硝酸性窒素 mg/L 0.002 0.005 0.004 0.006 - -
ふっ素 mg/L <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.1 0.06
ほう素 mg/L 0.04 0.05 0.02 0.04 0.04 0.1



定期報告書(案)

5.水質 

5-87

(3) 本川下流の評価 

本川下流（五松橋・福松大橋・九頭竜橋・中角橋）における各年の健康項目分析結果を表

5.5-12～表 5.5-13に示す。
平成 20年に中角橋でほう素が若干基準値を超過したが、その他の地点においては、健康項
目の基準値を超過していない。

表 5.5-12 (1) 健康項目の評価（福松大橋）

項目 単位 H4.8月 H5.2月 H5.8月 H6.2月 H6.8月 H7.2月 H7.8月 H8.2月 H8.8月 H9.2月

カドミウム mg/L <0.005 <0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
鉛 mg/L <0.05 <0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
クロム(6価) mg/L <0.02 <0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.02 <0.02 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 ND ND ND ND ND ND ND ND
ＰＣＢ mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ジクロロメタン mg/L 未実施 未実施 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L 未実施 未実施 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L 未実施 未実施 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L 未実施 未実施 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L 未実施 未実施 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 未実施 未実施 <0.02 <0.02 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 未実施 未実施 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L 未実施 未実施 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
チラウム mg/L 未実施 未実施 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/L 未実施 未実施 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
チオベンカルブ mg/L 未実施 未実施 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L 未実施 未実施 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
セレン mg/L 未実施 未実施 <0.002 <0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - -
亜硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - -

ふっ素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ほう素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

表 5.5-12 (2) 健康項目の評価（福松大橋）

項目 単位 H9.8月 H10.2月 H10.8月 H11.2月 H11.8月 H12.2月 H12.8月 H13.2月 H13.8月 H14.2月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
鉛 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ＰＣＢ mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
チラウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 0.28 0.52 0.22 0.39
硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - -
亜硝酸性窒素 mg/L - - - - - - - - - -

ふっ素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
ほう素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 0.04 0.03 0.02 0.03
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表 5.5-12 (3) 健康項目の評価（福松大橋）

項目 単位 H14.8月 H15.2月 H15.8月 H16.2月 H16.8月 H17.2月 H17.8月 H18.2月 H18.8月 H19.2月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
鉛 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.001 <0.001 <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L ND ND ND ND ND ND 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.25 0.38 0.23 0.70 0.26 0.54 0.39 0.60 0.26 0.52
硝酸性窒素 mg/L - - - - - - 0.38 0.59 0.26 0.52
亜硝酸性窒素 mg/L - - - - - - 0.007 0.006 0.004 0.003

ふっ素 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.05 <0.05 <0.05
ほう素 mg/L 0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03

表 5.5-12 (4) 健康項目の評価（福松大橋）

項目 単位H4.8月H19.8月 H20.2月 H20.8月 H21.2月 H21.8月 H22.2月 H22.8月 H23.2月 H23.8月　 H24.2月
カドミウム mg/L<0.005<0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0003
全シアン mg/LND ND <0.1 <0.1 ND <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
鉛 mg/L<0.05<0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L<0.02<0.01 <0.01 <0.01 ND <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L<0.02<0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
総水銀 mg/L<0.0005<0.0005 <0.0005 <0.0005 ND <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L未実施未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/LND ND <0.0005 <0.0005 ND <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
ジクロロメタン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L<0.002<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L<0.0005<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L未実施<0.0002 <0.0002 <0.0002 ND <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L未実施<0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L未実施<0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L未実施0.36 0.39 0.35 0.46 0.23 0.48 0.23 0.39 0.31 0.53
硝酸性窒素 mg/L - 0.35 0.39 0.34 0.46 0.23 0.48 0.23 0.38 0.31 0.52
亜硝酸性窒素 mg/L - 0.007 0.004 0.006 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004 0.006
ふっ素 mg/L未実施0.05 0.05 0.05 ND <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.06 0.06
ほう素 mg/L未実施0.03 0.04 0.08 0.04 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07 0.05
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表 5.5-12 (5) 健康項目の評価（福松大橋）

項目 単位 H24.8月 H25.2月 H25.8月 H26.2月 H26.8月 H27.2月 H27.8月 H28.2月 H28.8月 H29.2月

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.28 0.52 0.20 0.48 0.22 0.38 0.17 0.37 0.16 0.44
硝酸性窒素 mg/L 0.27 0.52 0.20 0.48 0.22 0.38 0.17 0.37 0.16 0.43
亜硝酸性窒素 mg/L 0.005 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.005

ふっ素 mg/L 0.06 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 <0.05 0.05 0.05 <0.05
ほう素 mg/L 0.05 <0.01 0.03 0.02 0.07 0.03 0.06 0.04 0.04 0.02

表 5.5-12 (6) 健康項目の評価（福松大橋）

項目 単位 H29.8月 平均 最大

カドミウム mg/L <0.0003 <0.001 <0.005
全シアン mg/L <0.1 ND ND
鉛 mg/L <0.001 <0.002 0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.02
ヒ素 mg/L <0.001 <0.005 <0.02
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 ND ND
ＰＣＢ mg/L <0.0005 ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.002 <0.002
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0002 <0.0002
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0004 <0.0004
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.002 <0.002
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.004 <0.004
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0005 <0.02
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0006 <0.0006
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.002 <0.002
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0005 <0.0005
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0002 <0.0002
チラウム mg/L <0.0002 <0.0006 <0.0006
シマジン mg/L <0.0001 <0.0003 <0.001
チオベンカルブ mg/L <0.0001 <0.002 <0.002
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.001 <0.001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.29 0.37 0.70
硝酸性窒素 mg/L 0.28 - -
亜硝酸性窒素 mg/L 0.005 - -

ふっ素 mg/L <0.05 <0.1 0.07
ほう素 mg/L 0.05 0.04 0.08
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表 5.5-13 (1) 健康項目の評価（中角橋）

項目 単位 H3.2月 H3.5月 H3.8 H3.11月 H4.2月 H4.5月 H5.2月 H5.5月 H5.8月 H5.11月 H6.2月 H6.5月

カドミウム mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L ND 未実施 ND 未実施 ND 未実施 ND 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施
鉛 mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND <0.01 <0.01 <0.01 <0.001
クロム(6価) mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
ヒ素 mg/L ND 未実施 ND 未実施 ND 未実施 ND 未実施 <0.005 未実施 <0.005 未実施
総水銀 mg/L 未実施 ND 未実施 ND 未実施 ND 未実施 ND 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L 未実施 未実施 ND 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0005 未実施 未実施 未実施
ジクロロメタン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 0.0001
四塩化炭素 mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0002
1,1,2-トリクロロエタン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L ND ND ND ND ND ND ND ND <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.002 未実施 <0.002 <0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.37 0.18 0.23 0.38 0.37 0.28 0.46 0.64 0.69 0.43 0.40 0.28
硝酸性窒素 mg/L 0.36 0.17 0.23 0.37 0.36 0.28 0.46 0.62 0.67 0.42 0.39 0.27
亜硝酸性窒素 mg/L 0.005 0.007 0.004 0.006 0.005 0.010 0.006 0.039 0.022 0.010 0.008 0.008

ふっ素 mg/L 未実施 未実施 ND 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.1 未実施 未実施 未実施
ほう素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施

表 5.5-13 (2) 健康項目の評価（中角橋）

項目 単位 H6.8月 H6.11月 H7.2月 H7.5月 H7.8月 H7.11月 H8.2月 H8.5月 H8.8月 H8.11月 H9.2月 H9.5月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施
鉛 mg/L <0.001 0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.005 未実施 <0.005 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施
総水銀 mg/L 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L <0.0005 未実施 未実施 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 0.0008 0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0002 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002
シマジン mg/L 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001
チオベンカルブ mg/L 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L 未実施 <0.002 未実施 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.29 0.32 0.45 0.25 0.25 0.14 0.77 0.19 0.29 0.44 0.30 0.29
硝酸性窒素 mg/L 0.28 0.31 0.44 0.24 0.24 0.13 0.76 0.18 0.28 0.43 0.29 0.28
亜硝酸性窒素 mg/L 0.010 0.007 0.011 0.007 0.005 0.006 0.014 0.006 0.008 0.006 0.007 0.011

ふっ素 mg/L <0.1 未実施 未実施 未実施 <0.1 未実施 未実施 未実施 <0.1 未実施 未実施 未実施
ほう素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
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表 5.5-13 (3) 健康項目の評価（中角橋）

項目 単位 H9.8月 H9.11月 H10.2月 H10.5月 H10.8月 H10.11月 H11.2月 H11.5月 H11.8月 H11.11月 H12.2月 H12.5月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
全シアン mg/L <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施
総水銀 mg/L 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002
シマジン mg/L 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001
チオベンカルブ mg/L 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.24 0.60 0.84 0.37 0.29 0.41 0.47 0.30 0.24 0.39 0.37 0.27
硝酸性窒素 mg/L 0.23 0.59 0.81 0.36 0.29 0.40 0.46 0.22 0.23 0.34 0.36 0.26
亜硝酸性窒素 mg/L 0.005 0.008 0.025 0.011 0.004 0.006 0.009 0.082 0.005 0.053 0.007 0.007

ふっ素 mg/L <0.1 未実施 未実施 未実施 <0.1 未実施 未実施 未実施 <0.1 未実施 <0.1 <0.1
ほう素 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 <0.01 0.01

表 5.5-13 (4) 健康項目の評価（中角橋）

項目 単位 H12.8月 H12.11月 H13.2月 H13.5月 H13.8月 H13.11月 H14.2月 H14.5月 H14.8月 H14.11月 H15.2月 H15.5月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 未実施
全シアン mg/L <0.1 未実施 <0.1 未実施 ND 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 未実施
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 未実施
ヒ素 mg/L <0.001 未実施 <0.001 未実施 ND 未実施 <0.001 未実施 0.001 未実施 <0.001 未実施
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ND <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 未実施
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 ND 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
チラウム mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 未実施
シマジン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
チオベンカルブ mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施
セレン mg/L <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.002 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.35 0.51 0.42 0.35 0.48 0.61 0.41 0.28 0.26 0.45 0.35 0.24
硝酸性窒素 mg/L 0.34 0.50 0.41 0.34 0.44 0.60 0.40 0.27 0.25 0.44 0.34 0.23
亜硝酸性窒素 mg/L 0.009 0.006 0.007 0.010 0.044 0.006 0.005 0.005 0.007 0.005 0.007 0.007

ふっ素 mg/L <0.1 <0.1 0.11 0.10 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
ほう素 mg/L 0.04 0.04 0.02 0.02 0.07 0.02 0.05 0.05 <0.01 0.01 <0.01 <0.01
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表 5.5-13 (5) 健康項目の評価（中角橋）

項目 単位 H15.8月 H15.11月 H16.2月 H16.5月 H16.8月 H16.11月 H17.2月 H17.5月 H17.8月 H17.11月 H18.2月 H18.5月

カドミウム mg/L <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 <0.001
全シアン mg/L <0.1 未実施 <0.1 未実施 <0.1 未実施 ND 未実施 ND 未実施 ND ND
鉛 mg/L <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 0.003 未実施 <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 未実施 <0.01 未実施 <0.01 未実施 <0.01 未実施 <0.01 未実施 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 未実施 0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 <0.001
総水銀 mg/L <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 ND 未実施 ND 未実施 未実施 未実施
ジクロロメタン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 未実施 未実施
シマジン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 未実施 未実施
チオベンカルブ mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 未実施 未実施
ベンゼン mg/L <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 未実施 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.23 0.60 0.72 0.36 0.41 0.39 0.46 0.33 0.41 0.63 0.56 0.31
硝酸性窒素 mg/L 0.22 0.59 0.71 0.35 0.40 0.38 0.45 0.32 0.40 0.62 0.55 0.3
亜硝酸性窒素 mg/L 0.006 0.008 0.009 0.006 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008 0.006

ふっ素 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.05 <0.05
ほう素 mg/L 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 <0.01

表 5.5-13 (6) 健康項目の評価（中角橋）

項目 単位 H18.8月 H18.11月 H19.2月 H19.5月 H19.8月 H19.11月 H20.2月 H20.5月 H20.8月 H20.11月 H21.2月 H21.8月
カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001
全シアン mg/L ND ND ND ND ND ND <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ND 0.1
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 ND <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ND <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 0.004 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 ND <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L ND 未実施 未実施 未実施 ND 未実施 未実施 未実施 <0.0005 未実施 未実施 <0.0005
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 未実施 <0.0001
チラウム mg/L <0.0002 未実施 未実施 未実施 <0.0002 未実施 未実施 未実施 <0.0002 未実施 未実施 <0.0002
シマジン mg/L <0.0001 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 未実施 <0.0001
チオベンカルブ mg/L <0.0001 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 未実施 未実施 <0.0001 未実施 未実施 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 ND <0.0001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ND <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.25 0.60 0.56 0.42 0.35 0.55 0.41 0.42 0.31 0.42 0.53 0.24
硝酸性窒素 mg/L 0.25 0.59 0.55 0.41 0.34 0.54 0.4 0.41 0.3 0.41 0.52 0.24
亜硝酸性窒素 mg/L 0.004 0.01 0.007 0.012 0.006 0.008 0.005 0.008 0.006 0.005 0.006 0.003
ふっ素 mg/L 0.05 0.05 <0.05 0.05 0.06 <0.05 <0.05 0.05 0.05 <0.05 ND <0.05
ほう素 mg/L 0.01 0.04 0.05 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 0.07 0.12 0.03 0.03
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表 5.5-13 (7) 健康項目の評価（中角橋）

項目 単位 H22.2月 H22.8月 H23.2月 H23.8月 H24.2月 H24.8月 H25.2月 H25.8月 H26.2月 H26.8月 H27.2月 H27.8月

カドミウム mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003
全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ヒ素 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0001 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001
チラウム mg/L <0.0001 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002
シマジン mg/L <0.0001 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001
チオベンカルブ mg/L <0.0001 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.50 0.23 0.39 0.34 0.52 0.29 0.52 0.23 0.51 0.25 0.40 0.18
硝酸性窒素 mg/L 0.49 0.23 0.38 0.34 0.51 0.28 0.52 0.23 0.50 0.25 0.39 0.18
亜硝酸性窒素 mg/L 0.005 0.004 0.005 0.004 0.007 0.005 0.004 0.003 0.005 0.004 0.005 0.004

ふっ素 mg/L 0.06 <0.05 0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
ほう素 mg/L 0.04 0.05 0.07 0.08 0.04 0.05 <0.01 0.03 0.02 0.05 0.03 0.04

表 5.5-13 (8) 健康項目の評価（中角橋）

項目 単位 H28.2月 H28.8月 H29.2月 H29.8月 平均 最大

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.001 <0.001
全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ND ND
鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.01 0.003
クロム(6価) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.02
ヒ素 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.004
総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
アルキル水銀 mg/L 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施 未実施
ＰＣＢ mg/L 未実施 <0.0005 未実施 <0.0005 ND ND
ジクロロメタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0008
四塩化炭素 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.0002
1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
トリクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
テトラクロロエチレン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
1,3-ジクロロプロペン mg/L 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チラウム mg/L 未実施 <0.0002 未実施 <0.0002 <0.0002 <0.0002
シマジン mg/L 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001 <0.0001
チオベンカルブ mg/L 未実施 <0.0001 未実施 <0.0001 <0.0001 <0.0001
ベンゼン mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 0.37 0.18 0.46 0.32 0.39 0.84
硝酸性窒素 mg/L 0.37 0.18 0.45 0.32 - -
亜硝酸性窒素 mg/L 0.004 0.004 0.005 0.004 - -

ふっ素 mg/L <0.05 0.23 <0.05 <0.05 <0.1 0.23
ほう素 mg/L 0.04 0.06 0.02 0.03 0.04 0.12
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5.5.3 土砂による水の濁りに関する評価

鳴鹿大堰の貯水池の存在により、洪水時に上流河川から流入してくる微細な土砂が、長期間に

わたって貯水池内で沈むことなく浮遊する現象が生じている場合、漁業や水利用、ならびに魚類

生息などに障害を及ぼすことがある。

ここでは、鳴鹿大堰による SSおよび濁度の変化の状況を把握するため、本川上流（直轄区間
上流端）と本川下流（福松大橋）における SSおよび濁度の経年変化の比較を行った。
鳴鹿大堰の暫定運用が開始した平成 11年から平成 29年までで下流の SSが上流の SSを上回
る日数は 119/224日（53%）である。このうち、下流の SSと上流の SSの差が 5mg/L以上の日
数は 3日、10mg/Lの日数は 1日であり、上流の SSに対し下流の SSが著しく上回る現象はみ
られない。

濁度については、下流の濁度が上流の濁度を上回る日数は 121/224 日（54％）であり、この
うち下流の濁度と上流の濁度の差が 5度以上の日数は 1日、10度以上の日数は 0日となってい
る。

したがって、鳴鹿大堰では、濁水の長期化の現象は発生していないと考えられる。
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図 5.5-7 本川上流と本川下流の SS と濁度の経年変化
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5.5.4 富栄養化現象に関する評価

一般に富栄養化現象とは、貯水池内の栄養塩類の増加により、植物プランクトンの異常増殖が

発生することである。これにより、アオコによる悪臭の発生などの障害を引き起こすこともある。

富栄養状況を把握するために、本川上流の水質と湛水域内の水質の経年変化、流域の社会環境

等から整理した結果、以下のことが挙げられる。

 鳴鹿大堰は回転率が大きいことから、顕著な植物プランクトンの増殖は発生しにくい状況

にある。

 鳴鹿大堰の本川上流および本川下流の栄養塩濃度はほぼ同程度であり、経年的にみても横

ばい傾向にある。

 鳴鹿大堰運用開始以降、アオコ発生などの水質障害は問題となっていない。

これらのことから、鳴鹿大堰の貯水池では、大きな水質障害を引き起こすような富栄養化現象

は発生していないと考えられる。

鳴鹿大堰の富栄養化傾向を確認するため、水質調査を実施している平成 3年以降における本川
上流、湛水域、本川下流のクロロフィル a濃度、COD濃度、TN濃度、TP濃度の推移を図 5.5-8
に示した。

図 5.5-8 より、本川上流の水質と湛水域内の水質については概ね同程度であることがわかる。
また、本川下流についても同様の傾向にある。このことから、鳴鹿大堰の貯水池の富栄養現象は

本川上流の水質に大きく依存しており、鳴鹿大堰による富栄養化は発生していないものと考えら

れる。
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図 5.5-8 富栄養化評価関連項目の経年変化
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5.5.5 底質濃度の評価

鳴鹿大堰の直上流における底質濃度の分析結果を図 5.5-9に示す。強熱減量、COD、TP、TN、
含水率は平成 20年に一時的に高い値を示したが、平成 21年以降は再び低い値で安定しており、
底泥に堆積している有機物・栄養塩の顕著な増加はみられていない。

底質の粒度組成を図 5.5-10 に示す。平成 11 年の試験湛水、平成 13 年の旧堰堤撤去を境に、
粒度組成に変化が現れ、シルト分や粘土分などの細粒分がほとんど見られなくなり、砂分、礫分

が大半となった。大規模出水等の有無により粒度組成は変化するものの、旧鳴鹿堰堤によって貯

水池内に堆砂していた底泥は鳴鹿大堰の運用によって大きく減少したと考えられる。
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図 5.5-9 (1) 底質濃度の経年変化（鳴鹿大堰直上流） 
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※図中水色線は、大堰の洪水時制御実施日に相当する。

※大堰流入量は洪水時制御を行った洪水の最大流入量を示す。
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図 5.5-9 (2) 底質濃度の経年変化（鳴鹿大堰直上流）
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図 5.5-10 底質粒度組成の経年変化（鳴鹿大堰直上流）
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5.5.6 水質縦断変化による鳴鹿大堰の影響評価

鳴鹿大堰による水質縦断変化への影響を評価するため、直轄区間上流端（本川上流）から中角

橋（本川下流）までの水質の縦断変化を整理した。

(1) 年平均 SSの縦断変化 

いずれの地点においても、環境基準を満足している。下流の中角橋で若干高い値となって

いるが、各地点で大きな差はみられない。
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図 5.5-11 鳴鹿大堰年平均SSの縦断変化

(2) 年平均 pHの縦断変化 

本川上流の直轄区間上流端から本川下流の中角橋までの年平均 pH の縦断変化をみると、

暫定運用開始後は堰下流の福松大橋で湛水域内の鳴鹿橋よりやや高く、中角橋で若干低くな

る傾向がみられた。いずれの地点においても環境基準を満足している。

pH は付着藻類の光合成によって大きく左右されるため、測定時の日照状態や測定時間、水

温等に影響を受ける。確認された値は通常の河川の範囲内の値であり、堰による影響はみら

れない。
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図 5.5-12 鳴鹿大堰年平均pHの縦断変化
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(3) 年平均 DOの縦断変化 

いずれの地点においても、環境基準を満足しており、工事前、暫定運用開始前後で大きな

変化はみられない。
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図 5.5-13 鳴鹿大堰年平均DOの縦断変化

(4) 年平均 BOD の縦断変化 

下流にいくほど若干値が高くなる傾向がみられるが、工事前、暫定運用開始前にもみられ

ていた傾向であり、鳴鹿大堰の運用による影響ではないと考えられる。
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図 5.5-14 鳴鹿大堰年平均BODの縦断変化
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(5) 年平均 COD の縦断変化 

下流にいくほど値が高くなる傾向がみられるが、工事前、暫定運用開始前にもみられてい

た傾向であり、鳴鹿大堰の運用による影響ではないと考えられる。
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図 5.5-15 鳴鹿大堰年平均CODの縦断変化

(6) 年平均全窒素の縦断変化 

いずれの地点においても工事前、暫定運用開始前後で縦断的な変化はみられない。
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図 5.5-16 鳴鹿大堰年平均全窒素の縦断変化
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(7) 年平均全リンの縦断変化 

いずれの地点においても工事前、暫定運用開始前後で縦断的な変化はみられない。
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図 5.5-17 鳴鹿大堰年平均全リンの縦断変化

(8) 年平均クロロフィル aの縦断変化 

堰の上下流における縦断的な変化は見られないが、年によるばらつきが大きい。近年は比

較的低い値で推移している。
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図 5.5-18 鳴鹿大堰年平均クロロフィルaの縦断変化
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(9) 夏季の水質縦断変化 

流況が悪化している時期の水質縦断変化を確認することにより、鳴鹿大堰による本川下流

の水質への影響を確認した。

1) 月平均放流量が少ない月の水質縦断変化 

鳴鹿大堰における月平均流況の経年変化図を 図 5.5-19 に示す。平成 25 年から平成 29
年の間で鳴鹿大堰からの月平均放流量が最も少ない月は 6 月であった。
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 図 5.5-19 鳴鹿大堰における月平均放流量

鳴鹿大堰からの月平均放流量が最も少ない平成 29 年 6 月（水質調査日：平成 29 年 6 月 6
日）の水質の縦断変化を図 5.5-21 に整理した。また、平成 25 年から平成 29 年の 6 月にお

ける調査結果の平均値を用いた水質の縦断変化を図 5.5-22 に整理した。流況が小さくなる時

期（6 月）の縦断的な水質状況からは、鳴鹿大堰によって下流の水質が悪化する傾向は見ら

れなかった。
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図 5.5-20 平成29年6月の平均流況
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図 5.5-21 平成29年6月6日の水質縦断変化図
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図 5.5-22 6月の水質縦断変化図（平成25～29年平均）
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2) 日平均放流量が少ない日の水質縦断変化 

平成 25 年から平成 29 年に実施された水質調査日で放流量が最も小さかった平成 29 年 6
月 6 日の水質縦断図を図 5.5-25 に示す。日平均放流量が少ない日においても、鳴鹿大堰によ

って下流の水質が悪化する傾向は見られなかった。
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図 5.5-23 鳴鹿大堰における水質調査日の流入量・下流放流量
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図 5.5-24 平成29年6月6日の流況
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図 5.5-25 平成 29 年 6 月 6 日の水質縦断変化図
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5.6 まとめ

5.6.1 水質のまとめ

鳴鹿大堰は滞留時間が短く、湛水域内、並びに、本川下流の水質は本川上流の水質を反映した

ものとなっており、大腸菌群数以外の項目は環境基準を満たしている。また、底質の濃度につい

ても低い値で安定している。水質の経年変化をみると、工事前、暫定運用、並びに、本運用開始

後で大きな変化はみられない。鳴鹿大堰の管理にあたっての水質障害は平成 25 年から平成 29
年の間には生じていない。

以上より、鳴鹿大堰の運用による堰の上下流の水質に対する影響は生じていないと考えられる。

5.6.2 今後の方針

今後も水質調査を継続し、良好な水質の維持に努める。

項目 検討結果等 評価 改善の 

必要性 

生活環境

項目

健康項目

本川上流（直轄区間上流端）の平成 11 年から

29 年の平均は、 pH:7.8 、 BOD:0.6mg/L 、

SS:3.4mg/L、DO:10.9mg/L、大腸菌群数:3,445
個/100mL となっている。

湛水域（鳴鹿橋）の平成 11 年から 29 年の平均

は、 pH:7.7 、 BOD:0.6mg/L 、 SS:3.9mg/L 、

DO:10.8mg/L、大腸菌群数:4,015 個/100mL と

なっている。

本川下流（福松大橋）の平成 11 年から 29 年の

平均は、pH:7.8、BOD:0.6mg/L、SS:3.9mg/L、
DO:10.8mg/L、大腸菌群数：3,897 個/100mL と

なっている。

・pH、DO、BOD、SS について

は各地点ともすべての年で環境基

準を満足している。

・大腸菌群数については、暫定運

用開始前からほとんどの年におい

て環境基準を満足していない。

・糞便性大腸菌群数は年間を通し

て概ね 1,000 個/100mL 以下の範

囲にあり、水浴場水質判定基準で

はほとんどの場合「可」と判断さ

れる。そのため、ただちに人体に

害を与えるレベルではない。

現時点で必要

なし

（現状調査の

継続）

水の濁り 平成 11 年から平成 29 年までで下流の SS が上

流の SS を上回る日数は 119/224 日（53%）、う

ち下流と上流の差が 5mg/L 以上の日数は 3 日、

10mg/L 以上の日数は 1 日。

下流の濁度が上流の濁度を上回る日数は

121/224 日（54％）であり、うち下流と上流の

差が 5 度以上の日数は 1 日、10 度以上の日数は

0 日。

鳴鹿大堰の滞留時間は短いことか

ら、本川下流の SS および濁度は

本川上流と概ね同程度となってお

り、堰による濁りの影響は生じて

いない。

現時点で必要

なし

（現状調査の

継続）

富栄養化

現象

平成 3 年以降における本川上流、湛水域、本川

下流のクロロフィル a 濃度、COD 濃度、TN 濃

度、TP 濃度の推移をみると、各項目とも、本川

上流の水質と湛水域内水質については概ね同程

度であり、本川下流についても同様の傾向にあ

る。

本川上流の水質と湛水域内の水

質、本川下流の水質が同様の傾向

となっており、鳴鹿大堰内の富栄

養化現象は本川上流の水質に大き

く依存している。鳴鹿大堰による

富栄養化は発生していないものと

考えられる。

現時点で必要

なし

（現状調査の

継続）

底質 強熱減量、COD、TP、TN、含水率は暫定運用

開始以後、低い値を示していたが、平成 20 年に

は一時的に高い値を示し、平成 21 年以後は平成

19 年までとほぼ同様の値に戻っている。

底質の粒度組成をみると、鳴鹿大堰運用開始以

後は細粒分がほとんど見られなくなった。

平成 20 年に一時的に底質濃度が

高くなったが、その後は低い値を

示しており、底泥に堆積している

有機物・栄養塩の増加は認められ

ない。

現時点で必要

なし。

（現状調査の

継続）
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5.7 文献リスト

表 5.7-1 「5.水質」に使用した文献・資料リスト

NO. 文献・資料名 発行者・出典 発行年月 引用ページ・箇所

5-1 環境GIS（公共用水域の類型指定）独立行政法人
国立環境研究所

－
5.2.2 環境基準類型指定状況
の整理

5-2 九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ

平成29年次報告書
近畿地方整備局

福井河川国道事務所
平成30年3月 5.2.3 水質調査地点と対象と

する水質項目

5-3 鳴鹿大堰調査測定要領
近畿地方整備局

福井河川国道事務所
平成18年4月 5.2.3 水質調査地点と対象と

する水質項目

5-4 水質調査報告書
近畿地方整備局

福井河川国道事務所

(平成3年～平成
29年のデータ) 5.3水質状況の整理

5-5 国勢調査 総務省統計局
(昭和30年～平成

27年のデータ)
5.4 社会環境からみた汚濁源
の整理

5-6 福井県統計年鑑 福井県
（平成15年～平
成29年のデータ）

5.4 社会環境からみた汚濁源
の整理

5-7 福井県ホームページ

(http://www.pref.fukui.jp/) 福井県 －
5.4 社会環境からみた汚濁源
の整理

5-8 中央浄化センター、志比浄化セ

ンター 放流水分析値

中央浄化センター

志比浄化センター

（平成13年～平
成29年のデータ）

5.4 社会環境からみた汚濁源
の整理
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7.1 堰周辺の概況 

7.1.1 堰周辺地域の概要 

(1) 概要 

九頭竜川流域は、本州日本海側のほぼ中央にあり、福井県嶺北地方に位置している。流域

には、福井市をはじめ福井県の 7 市 4 町と岐阜県郡上市の一部が含まれている。流域面積は、

福井県面積の約 70％に相当する 2,930km2である。また、山地と平地の割合は、福井平野な

どの平地が約 22.2％であり、残りの約 77.8％が山地である。 

流域の主流である九頭竜川は、幹川流路延長 116km を有し、北陸地方屈指の大河川である

とともに、この地域を代表する「母なる川」として古くから人々の生活と密接な関わりを持

ち、親しまれてきた河川である。九頭竜川の源は、福井県と岐阜県の県境の油坂峠（標高 717

ｍ）に発し、九頭竜峡谷を経て大野盆地を北流し、大野市と勝山市との境付近で左支川真名

川を合わせ、永平寺町鳴鹿にて福井平野に入り、そこから西流する。そして、福井市高屋に

おいて左支川日野川を合流し、流れを北西に転じ坂井市で日本海に注いでいる。 

鳴鹿大堰は、九頭竜川の河口から約 29km 上流に位置しており、洪水の安全な流下と利水

補給を目的としている。堰およびその貯水池の右岸側は坂井市、左岸側は永平寺町であり、

下流には福井市が位置している。 

 

図 7.1-1 鳴鹿大堰周辺の概況 

【九頭竜川水系河川整備計画、平成 19年 2月】 

鳴鹿大堰 
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(2) 人口 

九頭竜川流域内に位置する市町村、並びに福井市、坂井市、永平寺町における人口と世帯数

の昭和 30 年（1955）から平成 27 年（2015）までの間の推移は、以下に示すとおりである。 

流域内に位置する市町村の人口は昭和 30 年には約 66 万人であり、微増傾向を示してきた

が、平成 12 年の約 73 万人をピークに近年では減少傾向に転じている。一方で、世帯数は増

加傾向を続けており、核家族化が進んでいることが伺える。 

また、鳴鹿大堰の近隣の市町村では、福井市が平成 7 年、坂井市が平成 17 年、永平寺町が

平成 12 年にそれぞれ人口のピークを迎え、その後、減少に転じている。 
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図 7.1-2 (1) 人口及び世帯数の推移 

【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑、岐阜県統計書】 
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図 7.1-2 (2) 人口及び世帯数の推移 

【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑】 
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(3) 産業 

流域内に位置する市町村、並びに福井市、坂井市、永平寺町における産業別就業人口の昭

和 40 年（1965）から平成 27 年（2015）までの間の推移は、以下に示すとおりである。 

就業者人口は、流域全体および福井市、永平寺町においては、平成 7 年をピークに減少傾

向を示している。坂井市では福井市等からの移住者等により、平成 17 年までは増加傾向にあ

ったが、平成 22 年には減少に転じた。 

産業別では、平成 27年には第 3次産業が全体の約 60％強を占めており、第 2次産業が 30％

強、第 1 次産業が約 4％を占めている。近年の増減傾向を見ると、いずれの自治体でも 1 次

産業、2 次産業の就業人口は減少しており、3 次産業は福井市では微減、坂井市と永平寺町で

は微増を示している。 

 

88,240 74,702 51,136 41,086 32,996 25,961 23,289 
16,555 16,066 

12,554 13,014 

112,764 132,179 
138,801 148,328 152,318 156,958 154,848 146,867 127,151 112,786 111,073 

118,496 
139,210 157,653 175,681 186,644 195,987 215,099 

219,393 
225,089 

220,347 218,680 

計319,735
計346,339

計348,152
計365,407計372,249計379,553

計393,975計383,829
計370,830

計351,911 計349,289

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

（人） 産業別就業人口の推移（流域全体の市町村）
分類不能

第3次

第2次

第1次

 

17,528 17,664 13,496 10,575 8,400 
6,490 6,063 4,153 4,053 

3,074 2,824

31,621 39,207 42,303 45,003 46,513 48,124 47,399 43,767 38,256 33,555 32,932

47,501 

59,789 69,782 77,811 82,638 86,717 92,602 
92,712 

93,207 
90,027 90,375

計96,728

計116,790
計125,849

計133,592
計137,744計141,848

計146,742
計141,503

計137,400 計131,245
計129,888

0

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27

（人） 産業別就業人口の推移（福井市） 分類不能

第3次

第2次

第1次

 

 

図 7.1-3 流域全体及び福井市の産業別就業人口の推移 

【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑、岐阜県統計書】 
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図 7.1-4 坂井市及び永平寺町の産業別就業人口の推移 

【出典：国勢調査結果、福井県統計年鑑】 
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7.1.2 堰の立地特性 

(1) アクセス性 

鳴鹿大堰は、九頭竜川の河口から約 29km 上流の坂井市と永平寺町の境に位置している。 

鳴鹿大堰付近の交通網は図 7.1-5 に示すとおりであり、道路としては国道 416 号及び 364

号が近接して通り、堰の西には北陸自動車道が南北に、南には永平寺大野道路（中部縦貫自

動車道）が東西に走っている。鉄道としては、堰の西方約 9km の地点を南北に JR 北陸本線

が通り、福井駅から勝山へ向かう「えちぜん鉄道・勝山永平寺線」が九頭竜川の左岸沿いを

通っている。 

鳴鹿大堰へのアクセスは、鉄道利用ではえちぜん鉄道勝山永平寺線永平寺口から徒歩 15

分、車では北陸自動車道福井北インターチェンジから国道 416 号を通り約 15 分（約 5km）、

JR 福井駅から約 25 分（約 11km）となっている。 

 

 

【出典：近畿地方整備局管内道路網図】 

図 7.1-5 鳴鹿大堰周辺の交通網 

 

 

 

北陸自動車道 

永平寺大野道路 

（中部縦貫自動車道） 

えちぜん鉄道 

永平寺口駅 

鳴鹿大堰 

福井北 IC 
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(2) 周辺の観光施設（スポット）等の状況 

九頭竜川流域は、歴史・文化や水と緑などの自然に恵まれた観光地が多く点在し、平成 28

年度には福井県内に年間約 1,652 万人（福井県全体の約 3,166 万人の約 52％）の観光客が訪

れており、その代表的な観光資源としては以下が挙げられる。 

 

【九頭竜川流域の代表的な観光資源】 

天下の絶景として有名な東尋坊、全国的にも名高い芦原温泉をはじめとする各地の温泉、

中世を今に伝える一乗谷朝倉氏遺跡・永平寺・平泉寺・丸岡城、恵まれた森と水を生かした

アウトドアレクリェーションが満喫できる九頭竜湖と九頭竜国民休養地や六呂師高原などと

いったキャンプ村・スキー場、北陸の秋の風物詩として人気の高いたけふ菊人形、広大な芝

生の中にパットゴルフ場やオートキャンプ場などがあり１年中楽しめるレジャーランドの芝

政ワールド、恐竜に関する国内最大級の規模を誇る福井県立恐竜博物館、等が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.1-6 主な名所・旧跡及び古社寺等の位置 

 

鳴鹿大堰 
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表 7.1-1 観光入込の推移 

年次 

観光入込客数（千人） 

福井県全県 九頭竜川流域 
全県に占める割合 

(%) 

H25 24,342 17,014 69.9 

H26 26,253 18,389 70.0 

H27 29,956 21,598 72.1 

H28 31,657 22,844 72.2 

 

 

 

 
【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

 

西山公園（鯖江市） 

大野城（大野市） 丸岡城（坂井市） 奇岩・奇磯が連なる東尋坊（坂井市） 

プラントピア（越前町） 謡曲「花筺」の舞台ともなった花筺公園（越前市） 

白山平泉寺（勝山市） 狭野茅上娘子と中臣朝臣宅守との相聞歌碑が建つ味真野苑（越前市） 
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【出典：九頭竜川流域誌 水との闘い そして共生】 

江戸中期の代表的庭園養浩館（福井市） 

福井藩主の菩提寺である大安禅寺（福井市） 歴代藩主の廟所がある千畳敷（福井市） 一乗谷で復元された武家屋敷と町屋（福井市） 

曹洞宗大本山永平寺（永平寺町） 三間社流造りの滝谷寺（坂井市） 

複雑な形をした屋根の大滝神社（越前市） 江戸初期の秀麗な姿をとどめる剱神社（越前町） 楼門形式の山門のある宝慶寺（大野市） 

継体天皇を合祀する三国神社（坂井市） 継体天皇を合祀する足羽神社（福井市） 

足羽川左岸堤防の桜（福井市） 福井県総合グリーンセンター（坂井市） 

 

勝山橋上下流の弁天堤の桜（福井市） 
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7.2 堰事業と地域社会情勢の変遷 

鳴鹿大堰関連事業と地域社会情勢の変遷の概況は表 7.2-1 に示すとおりである。 

 

表 7.2-1 鳴鹿大堰事業と地域社会情勢の変遷 

年 鳴鹿大堰関連事業 地域の出来事 

H 元. 5 月 実施計画調査に着手。 

福井工事事務所に開発調査課(鳴鹿大堰担当)設置。 

九頭竜川本川区域延長 1.6km。合計 31.2km となる。 

福井市市制 100 周年記念式典 

福井市都市景観基本計画策定 

H 2 1 月 九頭竜川中流堰建設促進期成同盟会が発足 

6 月 九頭竜川鳴鹿大堰建設事業に着手 

12 月 大野市がダム使用権設定について申請書提出 

足羽川・足羽山公園が「日本の

桜百選」に選定、桜づつみ事業

着手 

H 3 11 月 基本計画告示(事業費 280 億円、工期平成 8 年度) 足羽山トンネル完成 

一乗谷朝倉氏庭園が国の特別

史跡に指定 

H 4 11 月 鳴鹿大堰起工式 

右岸取水施設改築工事着手 

第四次福井市総合計画スター

ト 

H 5 3 月 左岸取水施設改築工事着手  

H 6 3 月 九頭竜川鳴鹿大堰本体着工 

   本体ゲート着工 

すかっとランド九頭竜オープ

ン 

H 7 3 月 中部漁業協同組合と、漁業補償の契約を締結 

4 月 九頭竜川鳴鹿大堰定礎式 

6 月 本体工右岸部慨成 

10 月 本体工左岸部慨成 

 

H 8 6 月 堰本体慨成  

H 9 3 月 九頭竜川鳴鹿大堰建設に伴う鳴鹿頭首工(取水施設

を含む)の工事施行の変更協定書を締結。 

 

H 10 2 月 基本計画変更が官報告示される。  

H 11 3 月 試験湛水(暫定運用)開始 

通水式挙行 

10 月 旧堰撤去(左岸部)工事着手 

 

H 12 8 月 左岸魚道完成  

H 13 6 月 旧堰撤去(右岸部)完了  

H 14 4 月 資料館がオープン 21 世紀を拓くふくい創造プラ

ン（第５次福井市総合計画）ス

タート 

H 15  えちぜん鉄道全線開通 

H 16 3 月 竣工 福井豪雨災害発生 

   

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰工事誌、福井県ホームページ】 
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7.3 堰と地域の関わりに関する評価 

7.3.1 地域における堰の位置づけに関する整理 

(1) 坂井市総合計画 

平成 18 年 3 月 20 日、旧三国町、旧丸岡町、旧春江町、旧坂井町は、地理的、歴史的特性

を共有しつつ、地域の特性を活かしながらより広域的な視点でまちづくりを推進していくこ

とを目指して合併し、「坂井市」が誕生した。坂井市では、市の行政運営の指針となる「坂井

市総合計画」を平成 20 年 3 月に策定している。 

同計画では、まちづくりの方針として 3 つの軸を定めており、そのうち「水と緑の交流軸」

では、福井県のシンボル河川である九頭竜川等を活かし、親水空間などの整備に努め、水と

緑の交流軸を形成していくとしている。 

また、平成 25 年 3 月には、平成 25 年度から平成 29 年度を計画期間とする坂井市総合計

画後期基本計画を策定しており、基本構想で定めている 8 つの施策の大綱を実現するために、

前期基本計画の達成状況の検証、施策体系の見直し等を実施している。 

 

図 7.3-1 坂井市総合計画 まちづくりにおける3つの軸 

【出典：坂井市総合計画後期基本計画 平成 25年 3月】 

 

(2) 第二次永平寺町総合振興計画 

永平寺町では、平成 29 年度以降 10 年間のまちづくりの指針を示した「第二次永平寺町総

合振興計画」を平成 29 年 3 月に策定している。 

同計画では、「めぐる感動 心つながる清流のまち えいへいじ」をまちづくりの将来像に

掲げ、九頭竜川等の観光資源活用の推進、九頭竜川における内水面漁業の振興などに関する

施策を示している。 

【出典：第二次永平寺町総合振興計画 平成 29年 3月】 
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7.3.2 地域と堰管理者の関わり 

福井河川国道事務所では、鳴鹿大堰と九頭竜川に親しみながら自然を学ぶための環境学習

を実施しており、地域との交流を図っている。 

 

【出典：平成 27年度新聞記事スクラップ,福井河川国道事務所（福井新聞、平成 27年 8月 3日）】 
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7.4  堰周辺の状況 

7.4.1 堰周辺の施設状況 

(1) 概要 

鳴鹿大堰周辺の施設としては、九頭竜川に関するさまざまな資料を展示している九頭竜川

流域防災センター、階段式魚道の様子がみられる魚道観察室、旧鳴鹿堰堤の堰柱を利用して

造られた見学橋、鳴鹿橋上流部左岸側（30.5～30.9km 付近）に設けられたビオトープ等を整

備した。 

 

(2) わくわく RiverCan（九頭竜川流域防災センター） 

「わくわく RiverCan（九頭竜川流域防災センター）」は、鳴鹿大堰左岸にある鳴鹿大堰管

理所脇に建設され、平成 14 年 4 月 27 日にオープンした。この資料館は、地域の子供たちが

九頭竜川について体験的に学べるよう九頭竜川に関する様々な資料を展示するとともに、九

頭竜川流域の方々が集える場所として活用することを目的としている。また、土日祝日につ

いては NPO 法人「ドラゴンリバー交流会」に依頼して運営している。 

 

 

図 7.4-1 わくわくRiverCanの外観 
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図 7.4-2 わくわくRiverCanの館内案内 
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(3) なるほど！鳴鹿大堰ふれあいゾーン 

「なるほど！鳴鹿大堰ふれあいゾーン」は、鳴鹿大堰管理所１階のエントランス部を利用

した展示施設である。鳴鹿大堰管理所エントランス部は、完成当初より鳴鹿大堰の役割やし

くみについて解説するための展示スペースとして利用されていたが、平成 17 年度に展示内容

の更新が行われ、より一層充実した内容となった。 

展示は鳴鹿大堰の歴史、鳴鹿大堰の役割、鳴鹿大堰魚道のしくみについて解説するもので

あり、電動模型や映像などを活用し、子供から大人まで楽しめる内容となっている。 

 

 

図 7.4-3 「なるほど！鳴鹿大堰ふれあいゾーン」 

 

鳴鹿大堰魚道の縮小模型およびライブ映像の放映 

映像による鳴鹿大堰の紹介や模型展示によるゲートの解説 
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(4) 魚道観察室 

鳴鹿大堰には、階段式魚道、人工河川式魚道（平常用）及びデニール式魚道（渇水時の呼

び水水路の水量減少時）の 3 種類の魚道が設けられており、魚が魚道をのぼっていく様子を

観察できるよう、階段式魚道の横に観察室が設置されている。魚道観察室は一般に開放され

ており、九頭竜川流域防災センターと一体の運営が行われている。また、魚道にはライブカ

メラが設置されており、わくわく RiverCan（九頭竜川流域防災センター）の中からも魚道の

様子を観察することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 見学橋 

旧鳴鹿堰堤は、昭和 29 年に完成し、福井平野の利水にとって約半世紀の歴史ある施設であ

ったため、利水の歴史を残す意味からも、旧鳴鹿堰堤関連施設のうち、利用可能な管理橋・

堰柱を完全に撤去せず、見学橋としてほとんど原形で使用している。 

見学橋からは、堰直上流から鳴鹿大堰を眺望することができ、全国的に見ても珍しい施設

である。 

図 7.4-4 一般解放区及び見学橋の外観

魚道観察室から見たアユの遡上 

魚道観察室

の様子 

魚道観察室 

わくわく RiverCan 
（九頭竜川流域防災センター） 

鳴鹿大堰 

 

見学橋 
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(6) ビオトープ 

鳴鹿橋上流部左岸側（30.5～30.9km 付近）に「自然な河川草地のビオトープ」をコンセプ

トにビオトープを整備した（平成 14 年 5 月完成）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ビオトープの位置 

 

図 7.4-5 ビオトープの整備位置 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整備方針

植生

九頭竜川流域でよく見られる「自然な河川草地」を復元する中で、環境教育の場
をつくり、周辺流域にある重要種を保存する場を確保する。
○基本的植生：ツルヨシ、クサヨシ、オギ、ミゾソバ等
○重要種植生：カワヂシャ、フジバカマ、ミクリ

基本的植生を復元する区域
手入れを行い安全に子供たちが入ることのできる場所と、より自然な姿で管理す
る場所に区分する。高木植栽が可能な箇所でのカワヤナギ、タチヤナギの復元、
また堤防側のエノキ林の復元を検討する。

湧水池の築造
湧水池は水質の変化による環境の多様化を意図して、水位の異なる3つの池に分
割する。

高水敷の地形
現状の棚田状地形を利用し、わずかな高低差をつけることで、植生を多様化す
る。

草本類の移植
地域に特有の遺伝子を残す意味で、現場に生えている草本類を地下茎ごと取って
保管し移植する。

住民参加
自然環境の復元を住民参加の移植作業等により促進し、河川敷の自然環境を住民
参加の管理により維持していく。

子供たちとの関わり

計画地周辺のモニタリング調査を近隣の小・中学校の課題とし、ビオトープの生
物学的な評価を任せることも考えられる。さらに、その結果からビオトープの目
標生物についてさらに詳しく検討することは、地域住民との双方向的なコミュニ
ケーションを重視した、柔軟な河川環境整備手法である。

ビオトープ整備位置 

旧鳴鹿堰堤 鳴鹿大堰 

表 7.4-1 ビオトープの整備方針 
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○ 整備直後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 整備 2年後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 整備 11年後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 整備 16年後の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.4-6 ビオトープの整備状況 

平成 14年 5月

撮影 

平成 14年 5月

撮影 

２
年
後 

９
年
後 

平成 25年 11月 平成 25年 11月撮影 

平成 16年 10月

撮影 

台風の出水により植物が倒伏し、その枯死

体により水面全体が覆われた。 

平成 16 年 6 月

撮影 

５
年
後 

平成 30年 6月撮影 平成 30年 6月撮影 
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7.4.2 堰周辺の施設の利用状況 

(1) 施設の利用状況 

「わくわく RiverCan（九頭竜川流域防災センター）」の平成 14 年 4 月 27 日の開館から平

成 29 年 3 月 31 日までの入館者数の推移を以下に示す。 

平成 29 年は 5,228 人が利用しており、平成 14 年 4 月 27 日の開館以来の総入館者数は 10

万人を超え、平成 29 年には累計 158,511 人となった。年間の入館者数は、広報ＰＲの休止、

イベントの減少、開館日の減少等が要因で平成 21 年以降は減少したが、近年は NPO 法人ド

ラゴンリバー交流会等と協働した運営によるイベントの増加や開館日の増加、広報ＰＲの再

開に伴い、減少傾向にあった入館者数に歯止めがかかりやや回復しつつある。 

利用者の年齢層をみると、大人の割合が少し高く、本施設は子供から大人まで幅広い年齢

層に利用されていることが分かる。月別の入館者数をみると、大型連休のある 5 月と夏休み

の 8 月に多く、12 月から 2 月の冬期に少なくなる傾向がみられる。 
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図 7.4-8 わくわくRiverCan（九頭竜川流域防災センター）の運営費およびイベント実施状況 

図 7.4-7 わくわくRiverCan（九頭竜川流域防災センター）入館者数（H14年度～H29年度） 
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図 7.4-9 わくわくRiverCan（九頭竜川流域防災センター）の月別入館者数 
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平成 14 年から 29 年までの「わくわく RiverCan」の見学団体数および見学者数を図 7.4-10

に示す。 

団体としての見学は学校関係の団体の見学が多く、その他に行政関係、自治関係、福祉関

係の団体が見学を行っている。 
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図 7.4-10 わくわくRiverCanの見学団体数および見学者数 

【出典：鳴鹿大堰管理所提供データ（種類別見学団体数・人数）】 
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(2) 利用内容 

1) イベントの開催 

「わくわく RiverCan（九頭竜川流域防災センター）」や鳴鹿大堰、九頭竜川周辺ではさ

まざまなイベントが実施されている。平成 29 年度のイベントおよび環境学習の実施状況を

表 7.4-2 に示す。 

 

表 7.4-2 イベント・環境学習実施状況 

月 日 イベント名 目的・内容 

7/7（金） 水辺で乾杯 鳴鹿大堰前の広場に住民ら約 300 名が集ま

り、地酒や天然アユの塩焼き、サクラマスの

葉っぱ寿司などを楽しんだ。 

7/26（水） 川の生き物を調べよう in 九

頭竜川・北川 

水生生物の種類や簡易水質キットを用いた

水質調査等を行い、調査を通じて身近な河川

に対する関心を高める。 

8/6（日） 第 21 回「九頭竜川に親しむ

会」 

NPO 法人ドラゴンリバー交流会が主催する

イベントであり、紙芝居やものづくり体験、

永平寺川の生き物調べ等を通して九頭竜川

に親しむことを目的としている。 

 

 

水辺で乾杯を紹介する新聞記事（福井新聞） 

 

【出典：第 21回「九頭竜川に親しむ会」のご案内、福井河川国道事務所 HP記者発表資料、 

平成 29年度新聞記事スクラップ（福井新聞）】 
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川の生き物を調べよう in九頭竜川・北川 
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2) 小学校からの見学 

「わくわく RiverCan（九頭竜川流域防災センター）」では、小学校からの見学を受け入

れており、地域の子供たちの防災・環境教育に貢献している。見学した子供達から感謝状

をもらい、鳴鹿大堰の役割や環境について理解が深まったとの声が届いている。 

 

〈見学した子供たちの感想〉 

・「鳴鹿大堰のことを知って「そうなんだ。」「そうだったんだ。」などと思いました。」 

・「鳴鹿大堰が雨が降っているときはあふれないように流れやすくしていて、いつもはゲー

トを閉じて水の量を調節しているなんて知りませんでした。」 

・「2 つの魚道があって、力の強い魚が通る階段式魚道、力が弱い魚が通る人工河川式魚道、

2 つとも魚が安全に上れるのでとてもいいなと思いました。」 

 

図 7.4-11 見学した小学校からいただいた感謝状 
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3) ダムカードの配布 

鳴鹿大堰管理所、及び「わくわく RiverCan（九頭竜川流域防災センター）」ではダムカ

ードの配布が行われている。ダムカードの配布数は近年増加傾向にあり、平成 29 年度の配

布数は合計 2,370 枚であった。近年の配布数の推移を図 7.4-12 に示す。 
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図 7.4-12 ダムカード配布数の推移 

【出典：鳴鹿大堰管理所提供データ（ダムカード配布数）】 

 

4) 自転車の駅 

九頭竜川堤防上の自転車歩行者専用道の利用を促進するために、わくわく RiverCan は

「自転車の駅」としての認定を受け、自転車用の空気入れや簡易工具の貸し出し、トイレ

の提供を行っている。 

 

「自転車の駅」に認定

自転車歩行者
専用道

わくわくRiverCan

図 7.4-13 堰周辺の自転車の利用環境 
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(3) 利用者からの意見・要望 

「わくわく RiverCan（九頭竜川流域防災センター）」の利用者から平成 25 年から平成 29

年の間に寄せられた主な意見および要望を以下に整理した。 

表 7.4-3 利用者からの意見・要望 

施設 ・おしゃれなデザインで何度見学しても飽きない 

・立派な施設なので子どもたちにも見学させたい 

・駅から防災センターの案内図が無くて困った 

・近所に住んでいるが来た事がなく、こういうセンターがあるとは知らなかった 

・自然豊かでとても良い環境の中、魚やダムについて身近に学ぶことが出来て良い

と思う。また利用したい 

・天気がよければ外で散歩もできて、車イスの人でも気持ちよくすごせる場所だ 

展示内容 【全般】 

・「子ども」が気に入ると何度も来てもらえる資料館になる 

・防災についての意識が高まった 

・子どもと一緒に来たい 

・魚やゲームをもっと増やしてほしい 

・水や魚などとふれあえる所があるといい 

・体験できるコーナーが多くあって楽しい 

・釣堀とかもう少し充実して欲しい 

・魚に餌をやれる施設が欲しい 

 【展示物】 

・防災センター建設に至る経緯がビデオを通して詳しく学べた 

・子ども達が見たりふれたりできる展示があり、とても良かった 

・ダムの仕組みを学べるといい 

・手作りのすごろく、クイズ、魚釣り占いなど子どもが楽しめる物がありたくさん

遊べた 

・九頭竜川の魚類を見ることができてよい 

・アラレガコを水槽に入れてほしい 

・アニメの鳴鹿大堰説明ビデオを見ることができてよい（主に小学生） 

・床の地図が良かった 

・パソコンやおもしろい機械やゲームがあってとても楽しかった 

・アラレガコに会えて幸せでした 

・置物などがかわいい 

説明 ・九頭竜川の資料を増やしてほしい 

・九頭竜川に関係する施設などの資料が欲しい 

広報・PR ・ダムカードをいただけたのがよかった 

・来館の記念スタンプがあるとよい 

【出典：九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ年次報告書】 
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7.5 河川水辺の国勢調査（河川空間利用実態調査）結果 

九頭竜川では、3 年毎に河川水辺の国勢調査（河川空間利用実態調査）を行い、河川の利用状

況を調査している。 

鳴鹿大堰の近隣では、下流の松岡河川公園（永平寺町上合月地区、27.0～28.0km）において

利用実態調査が行われている。同公園では、マレットゴルフ場を中心に芝生広場やせせらぎ水路

等が整備されており、平成 26 年度調査によると、主に散策、マレットゴルフ、水遊び、魚釣り

等に利用されている。利用者数は、推計値で 32,888 人となっている。 

 
 

施設管理者：永平寺町 

面積：約12ha（東西方向：約1,000ｍ、南北方向：約120ｍ） 

永平寺町上合月地区 （九頭竜川 右岸 河口から 27.0～28.0km） 

その他： 

毎年、六月の第一日曜日に「松岡九頭竜フェスティバル」が開催され、松岡町の初夏の風物詩として定着している。 

 

【出典：平成26年度 九頭竜川河川水辺現地調査（植物）他業務報告書 平成27年3月】 

図 7.5-1 鳴鹿大堰周辺の利用状況 

 

 

 

表 7.5-1 九頭竜川河川敷公園（27.0～28.0km）の平成26年度年間利用者数（推計値） 

 
利用形態別 利用場所別 

合計 
スポーツ 釣り 水遊び 散策等 水面 水際 高水敷 堤防 

利用者数 27,373 1,752 24 3,739 1,421 355 30,175 937 32,888 

(単位 人) 

【出典：平成26年度 九頭竜川河川水辺現地調査（植物）他業務報告書 平成27年3月】 
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7.6 川の通信簿調査の結果 

平成26年の河川空間利用実態調査と併せて、下流の松岡河川公園（永平寺町上合月地区、27.0～

28.0km）において川の通信簿調査が行われた。 

この結果、総合的な成績は、四つ星（相当良い）と高い評価を受けている。 

 

川の通信簿（永平寺町上合月地区） 
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7.7 まとめ 

7.7.1 堰と周辺地域との関わりのまとめ 

鳴鹿大堰が位置する九頭竜川流域では、人口は平成 12 年をピークに、産業別就業人口は平成

7 年をピークにそれぞれ減少に転じている。一方、観光面では流域内の観光入込客数が福井県内

の約 7 割を占め、歴史・文化や水と緑などの自然に恵まれた観光地が多く点在している。また、

鳴鹿大堰が立地する坂井市と永平寺町においては、九頭竜川を地域の資源として有効に活かした

交流軸の形成や観光の振興等を地域づくりの目標に掲げている。 

鳴鹿大堰の周辺では、鳴鹿大堰建設事業の一環として「わくわく RiverCan（九頭竜川流域防

災センター）」を整備して、九頭竜川に関する様々な資料を展示するとともに環境学習の場等と

して提供し、小学生以下の子供から大人まで幅広い年齢層に利用されている。「わくわく

RiverCan」は、近年では年間およそ 5,000 人強の利用者があり、開館以来の総入場者数は約

158,000 人に達している。また、「自転車の駅」に認定され九頭竜川堤防のｻｲｸﾘﾝｸﾞ利用の促進に

も貢献している。 

また、「わくわく RiverCan」以外にも、管理所 1 階の鳴鹿大堰を紹介する展示や魚道観察室、

旧鳴鹿堰堤を活かした見学橋などを整備し、周辺地域に暮らす人々、訪れる人々に活用されてい

る。 

 

7.7.2 今後の方針 

地域のイベントや環境学習などの場を引き続き提供していくとともに、快適な利用のための維

持管理を行っていく。 

教育委員会とも連携し、地域の学校の総合学習の場としていく。 

自転車の駅としての「わくわく RiverCAN」の広報に努めていく。 
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7.8 文献リスト 

 

表 7.8-1 「7.堰と周辺地域との関わり」に使用した文献・資料リスト 

NO. 文献・資料名 発行者・出典 発行年月 引用ページ・箇所 

7-1 九頭竜川水系河川整備計画 
国土交通省 

近畿地方整備局 
平成19年2月 7.1.1堰周辺地域の概要 

7-2 
国勢調査結果(市町村の人口) 

福井県ホームページ 

福井県統計年鑑 

福井県 
(昭和30年～平成

28年のデータ) 

7.1.1堰周辺地域の概要 

7.2 堰事業と地域社会情勢の

変遷 

7-3 
岐阜県ホームページ 

岐阜県統計書 
岐阜県 

(昭和30年～平成

28年のデータ) 
7.1.1堰周辺地域の概要 

7-4 
国勢調査結果 

(世帯数・産業別就業者数) 
総務省統計局 

(昭和30年～平成

27年のデータ) 
7.1.1堰周辺地域の概要 

7-5 近畿地方整備局管内道路網図 
国土交通省 

近畿地方整備局 
― 7.1.2堰の立地特性 

7-6 九頭竜川流域誌 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成14年3月 7.1.2堰の立地特性 

7-7 九頭竜川鳴鹿大堰工事誌 
近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成18年3月 

7.2 堰事業と地域社会情勢の

変遷 

7-8 坂井市総合計画 坂井市 平成25年3月 
7.3.1 地域における堰の位置

づけに関する整理 

7-9 永平寺町総合振興計画  永平寺町 平成20年3月 
7.3.1 地域における堰の位置

づけに関する整理 

7-10 新聞記事スクラップ 福井河川国道事務所 ― 

7.3.2 地域と堰管理者の関わ

り 

7.4.2 堰周辺の施設の利用状

況 

7-11 
九頭竜川鳴鹿大堰フォローアップ 

年次報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 

平成25年 

～平成29年 

7.4.2 堰周辺の施設の利用状

況 

7-12 
鳴鹿大堰管理所提供データ 

（種類別見学団体数・人数） 

福井河川国道事務所 

鳴鹿大堰管理所 

(平成14年～平成

29年のデータ) 

7.4.2 堰周辺の施設の利用状

況 

7-13 
鳴鹿大堰管理所提供データ 

（ダムカード配布数） 

福井河川国道事務所 

鳴鹿大堰管理所 

(平成25年～平成

29年のデータ) 

7.4.2 堰周辺の施設の利用状

況 

7-14 
平成26年度 九頭竜川河川水辺現地

調査（植物）他業務報告書 

近畿地方整備局 

福井河川国道事務所 
平成27年3月 

7.5河川水辺の国勢調査（河川

空間利用実態調査）結果 
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